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決算審査特別委員会会議録 

 

平成２７年１０月７日 水曜日 

  午前１０時０１分開議 

  午後 ６時０３分閉議（実時間３９３分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第９２号・平成２６年度八代市一般会

計歳入歳出決算ほか１１件 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  矢 本 善 彦 君 

副委員長  島 田 一 已 君 

委  員  友 枝 和 明 君 

委  員  中 村 和 美 君 

委  員  中 山 諭扶哉 君 

委  員  福 嶋 安 徳 君 

委  員  堀 口   晃 君 

委  員  前 垣 信 三 君 

委  員  前 川 祥 子 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 監査委員       江 﨑 眞 通 君 

 会計管理者      中 村 伸 也 君 
 
 健康福祉部長兼 
            上 田 淑 哉 君 
 福祉事務所長 
 
 
  健康福祉部次長兼 
            山 田   忍 君 
  福祉事務所次長 
 

  健康福祉政策課長  西 田 修 一 君 

  健康福祉政策課長補佐 續   良 彦 君 

  長寿支援課長    秋 田 壮 男 君 
 
 

 
  長寿支援課副主幹兼 
            吉 田   浩 君 
  地域支援係長 
 
 
  障がい者支援課長兼 
            上 田 真 二 君 
  障がい者虐待防止センター所長 
 

  障がい者支援課長補佐 田 中 かおり 君 

  生活援護課長    中 田 利一郎 君 

  こども未来課長   白 川 健 次 君 
 
  健康福祉審議員兼 
            柿 本 健 司 君 
  臨時福祉給付金支給事業推進室長 
 
 
  健康福祉部理事兼 
            蒲 生 尚 子 君 
  健康推進課長 
 

 市民環境部 

  市民環境部次長   堀   泰 彦 君 

  市民環境部次長   湯 野   孝 君 

  廃棄物対策課長   山 口   修 君 

  廃棄物対策課長補佐 坂 口 初 美 君 
 
  市民環境部理事兼 
            山 口   剛 君 
  環境課長 
 

  環境課長補佐    武 宮   学 君 

  環境センター建設課長 山 口 敏 朗 君 

 建設部 

  下水道総務課長   古 田 洋 二 君 
 
  下水道総務課副主幹兼 
텒            徳 田 啓 治 君 
  水洗化促進係長 
 

 農林水産部長     垣 下 昭 博 君 

  農林水産部次長   黒 木 信 夫 君 

  地籍調査課長    橋 本 勇 二 君 

  農林水産政策課長  小 堀 千 年 君 
 
  農業振興課長兼 
            山 本   誠 君 
  食肉センター場長 
 
 
  農業振興課主幹兼 
            豊 田 浩 史 君 
  園芸畜産係長 
 
 
  農業振興課副主幹兼 
            田 中 和 彦 君 
  農産係長 
 
 
  農地整備課副主幹兼 
            松 本 浩 祐 君 
  農地管理係長 
 

  水産林務課長    沖 田 良 三 君 

                              

○記録担当書記     岩 﨑 和 平 君 

            土 田 英 雄 君 
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（午前１０時０１分 開会） 

○委員長（矢本善彦君） それでは、皆さんお

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり） 

 定刻となり、定足数に達しておりますので、

ただいまから決算審査特別委員会を開会いたし

ます。 

                              

◎議案第９２号・平成２６年度八代市一般会計

歳入歳出決算ほか１１件 

○委員長（矢本善彦君） それでは、これより

議案第９２号から同第１０３号まで、すなわち

平成２６年度八代市一般会計歳入歳出決算及び

同各特別会計歳入歳出決算の１２件を議題とい

たします。 

 本日は、お手元に配付の日程表のとおり、議

案第９２号・平成２６年度八代市一般会計歳入

歳出決算のうち、歳出の第３款・民生費、第４

款・衛生費、第５款・農林水産業費及び第１０

款・災害復旧費中、農林水産部関係分について

審査を予定しておりますので、委員の皆様の御

協力をよろしくお願いしたいと思います。 

 それではまず、第３款・民生費について一括

して説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 上田健康福祉部長兼

福祉事務所長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。おはようございます。（｢おはようご

ざいます」と呼ぶ者あり）健康福祉部でござい

ます。大変お世話になります。 

 私のほうからまず、審査にお入りいただきま

す前に、健康福祉部が所管いたします第３款・

民生費、第４款・衛生費の平成２６年度分決算

について、総括をさせていただきます。座って

説明をさせていただきたいと思います。山田次

長の説明と重複する部分もあるかと思います

が、御了承いただきたいと思います。 

 まず、一般会計歳入歳出決算書、この一般会

計歳入歳出決算書の３ページになりますけど、

ごらんいただきたいと思います。 

 歳出総額５７８億７４１５万２０００円のう

ち、１４、１５ページをお開きいただきたいと

思います。左上から３番目、第３款・民生費の

支出済額は２１１億１６９３万５０００円とな

っており、決算額の全体に占める割合は３６.

５％となっております。前年度決算額と比較い

たしまして１０億４７８６万５０００円、率に

して５.２ポイントの増となっております。ま

た、翌年度の繰越額はございません。その右横

の不用額５億２８１５万円につきましては、最

も大きいのが臨時福祉給付金の３億１２７４万

５０００円であり、そのほか、障害者福祉、児

童福祉のそれぞれの扶助費が主なものでござい

ます。 

 次に、第４款・衛生費中、健康福祉部が所管

いたします保健衛生費は１６億５７０６万９０

００円の支出済額となっており、対前年度比で

１億１５７万６０００円、率にして６.５ポイ

ントの増となっております。また、不用額１億

５５８６万４０００円は、パトリア千丁温泉施

設の濁り発生に伴う、ポンプの取りかえ工事等

の長期休館による不用額３１０４万８０００

円、また各種予防接種の委託料７１０５万１０

００円が主なものであります。なお、この保健

衛生費には、環境部が所管いたします目３の斎

場管理費、目４の狂犬病対策費が含まれており

ますことを申し添えておきます。 

 さて御承知のように、民生費につきまして

は、国の施策等も反映して毎年増大し続けてい

る状況でございます。 

 高齢者分野では、７５歳以上の高齢者の増加

に伴う後期高齢者医療広域連合負担金や、介護

保険あるいは国民健康保険等への繰出金が伸び

ていっている反面、平成２５年度では地域密着
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型の特別養護老人ホーム２カ所への介護基盤緊

急整備特別対策事業補助金等の繰り越し分２億

６６８０万円の支出がありましたので、その分

が平成２６年度で減額となっております。 

 なお、昨年度から県の補助を受けて、在宅医

療介護連携推進モデル事業に取り組んでおりま

すけども、これを機に、市郡医師会等と一緒に

なって、本市における地域包括ケアシステムの

構築に本格的に取り組んでいるところでござい

ます。 

 それから、介護保険や国民健康保険、後期高

齢者医療の特別会計への繰出金につきまして

は、全て法定内の繰り出し分でございます。 

 次に、決算額が大きく伸びておりますのは、

障害福祉対策費でありまして、対前年度比で約

２億８８００万、率にして９.２ポイント伸び

てきております。その主な理由といたしまして

は、障害者総合支援法の施行に伴う環境整備が

図られ、障害者の日中活動の場としての就労継

続支援の利用者がふえたことと、障害児に対し

て療育訓練等を実施する障害児通所支援事業の

利用者の増加によるものであります。このこと

によりまして、サービスに係る給付費は増額と

なったものの、一方では、ノーマライゼーショ

ンという観点から、障害者の社会的、経済的な

自立が一層促進されたものと思っております。 

 また、更生医療給付事業も、対前年度比で約

４６００万、率にして２７ポイントも伸びてお

ります。これは、生活保護の受給者で、人工透

析を受けている方が非常にふえてきていること

がその要因となっております。 

 次に、児童福祉費は、民生費の中で８４億６

２６７万円と、決算額の約４０パーセントを占

めておりますが、少子化の影響で児童手当等の

扶助費が減少傾向となる中、保育所費では、私

立保育所保育委託費が、対前年度比で約１億２

２００万円、率にして３.３ポイントの伸びと

なっております。就労形態の多様化に伴い、延

長保育や土曜日の１日保育などのニーズが高ま

っておりますので、今後とも私立保育所への入

所利用が増加するものと思っております。その

他、昨年度より、イオン八代ショッピングセン

ター２階にこどもプラザ・わくわくを開設し、

マックスバリュ２階のこどもプラザ・すくすく

とあわせて、毎日多くの親子の方々に御利用い

ただき、子育ての不安軽減に役立っているとこ

ろでございます。 

 次に、生活保護費では、国の経済対策の効果

もあり、平成２４年度、２５年度と生活保護給

付費の伸びが鈍化傾向となっておりましたが、

昨年度では、対前年度比で約１億１２００万

円、率にして４.１ポイントの伸びとなってお

ります。この要因は、高齢化や核家族化の進行

が大きく影響しているものと思われます。ま

た、生活保護費の不正受給事案も散見されます

ので、私どもといたしましては、最後のセーフ

ティネットとしての適正な保護行政を行うため

の、体制の充実強化を図っているところであり

ます。 

 次に、昨年度は、消費税が８％に引き上げら

れたことを受けて、低所得者層の負担軽減を目

的として、全額国の財源により、低所得者対策

として一律１万円を支給する臨時福祉給付金支

給事業を実施して、４億２０万円を支給してお

ります。さらには、子育て世帯の家計への負担

を減らし消費の下支えを図るための子育て世帯

臨時特例給付金給付事業を実施して、１億３７

１８万円を支給しておりますが、今年度は、臨

時福祉給付金が一律６０００円、子育て世帯臨

時特例給付金が３０００円の支給となっており

ます。 

 以上でありますが、今後とも民生費について

はふえ続けると予想され、人口減少の中、高齢

化率も１０年後の平成３７年度には３３.１％

になるとともに、５人に１人以上が７５歳以上

の後期高齢者になると予想されております。こ



 

－4－

のことから、将来にわたって本市の財政状況に

大きな影響を及ぼしてくると思われます。 

 そういった中で、高齢者の健康づくりや介護

予防施策の推進、さらには各種事業の見直しを

進めていく一方で、喫緊の課題であります少子

化対策のため、子供を安心して産み育てること

ができる環境づくりに引き続き力を入れていく

必要があると思っております。 

 次に、健康福祉部が所管します衛生費でござ

いますが、本市におきましては、平成２５年統

計によりますと、全死亡者数１７３０名のう

ち、がん、心疾患、脳血管疾患で亡くなられた

方が半数以上の８８９名おられ、そのうち半分

の４４６名の方ががんによって亡くなられてお

ります。 

 そのため、健康増進事業の各種がん検診にお

きまして、女性特有のがん検診や働く世代の大

腸がん検診、肝炎ウィルス検査などの節目の無

料クーポン券の交付、さらには休日検診などを

実施しておりますが、受診率に関しましては、

子宮頸がん検診、乳がん検診は前年度よりもわ

ずかに上回っておりますが、他の検診では横ば

いかやや減少となっております。 

 このため、クーポン券を利用しなかった方に

アンケートを実施し、なぜ検診を受けないかと

尋ねたところ、時間がない、面倒だという回答

が返ってきております。 

 私どもといたしましては、がん検診の必要性

をあらゆる機会を通じて市民に訴えていくとと

もに、先進地の状況も参考にしながら、これか

らも疾病の早期発見、早期予防、ひいては医療

費抑制に結びつけるためにも、さらなる受診率

向上を目指し、受診しやすい環境づくりに努め

てまいりたいと考えております。 

 また、昨年９月より、これまでの１４保育園

に加え、市内の全小中学校において、フッ化物

洗口事業が開始いたしました。導入に当たって

は、当初学校現場での戸惑いがあったようでご

ざいますが、現在はスムーズな運営が行われ、

児童生徒たちの歯の健康づくりに役立っている

ところです。引き続き、教育委員会と連携しな

がら本事業を進めてまいりたいと思っておりま

す。 

 こども医療費助成事業につきましては、御承

知のように、平成２４年度から通院に係る窓口

無料化を実施。そして、平成２５年１０月から

は対象者を小学校３年生まで拡大したところで

ございます。２６年度では通年となっておりま

すので、対前年度比約４５００万円の伸びとな

っております。引き続き、安心して子供を産み

育てることができるよう、さらなる対象者の拡

大について検討してまいりたいと思います。 

 また、特別会計繰出金については、地方公営

企業法に基づきまして一般会計から繰り出した

ものと、簡易水道事業並びに五家荘にあります

椎原診療所の歳入不足に対して繰り出したもの

でございます。 

 次に、予防接種につきましては、昨年１０月

から新たに県と協力して、妊娠を望む女性に、

抗体検査の結果、風疹に感染する可能性の高い

方を対象に、風疹予防接種の助成を実施いたし

ております。また、子宮頸がんワクチンの接種

に関しましては、国が勧奨を中止しております

ことから、接種者数が激減している状況でござ

います。今後とも国の動向を注視しながら、感

染症の予防、そして子供たちの健全育成を図る

上でも、さまざまな場を活用して接種の周知を

図ってまいりたいと考えております。 

 以上でありますが、平均寿命が延びる一方

で、医療や介護を必要とする人もふえ続けてい

ることは御承知のとおりでございます。昨年も

申し上げましたが、これからは健康寿命を伸ば

していくことが大きな課題となります。そのた

め、市民の皆様みずからが自分の健康は自分で

つくり守るという意識を持ち、実践することが

何よりも重要なことです。そのことがひいて
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は、医療費の抑制にもつながるものでございま

す。 

 そのため、私どもはこれまで以上に、各校区

のまちづくり協議会等の関係機関、団体と一緒

になって健康づくりの推進と周知啓発を図りな

がら、市民の健康づくりの支援をしてまいりた

いと考えております。 

 以上、民生費、衛生費の総括とさせていただ

きます。 

 なお、詳細につきましては、山田次長より説

明させますので、よろしく御審議お願いいたし

ます。 

○委員長（矢本善彦君） ありがとうございま

した。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（山田 忍

君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 山田健康福祉部次

長。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（山田 忍

君） はい。おはようございます。（｢おはよ

うございます」と呼ぶ者あり）健康福祉部次

長、山田です。よろしくお願いします。それで

は、座りまして説明いたします。 

 歳出のうち民生費につきまして、平成２６年

度における主要な施策の成果に関する調書など

を用いまして、個々の歳出の決算について順次

説明いたします。 

 それでは、主要な施策の調書その１の４２ペ

ージをお願いします。款３・民生費の主な事業

について説明します。 

 まず、上の表の地域福祉計画推進事業です

が、地域福祉計画は、社会福祉法に位置づけら

れた地域福祉推進にかかわる市町村計画で、平

成２７年度から３１年度の５年間を計画期間と

する、第３次計画を策定しました。今回から、

八代市社会福祉協議会の地域福祉活動計画と一

体として策定しています。 

 決算額は４２６万９０００円で、計画策定委

託料３９７万３０００円、策定委員の報償費２

７万７０００円が主なものです。なお、特定財

源はありません。 

 また、今後の方向性として、現行どおり市に

よる実施を続けるとしています。 

 次に、４３ページの下の表の在宅医療介護連

携推進モデル事業ですが、これは、医療や介護

が必要となっても安心して住みなれた地域で暮

らし続けることができるよう、地域包括ケアの

体制づくりを進めるもので、本市では新しい取

り組みです。当年度は、在宅医療介護連携推進

員を配置し、医療と介護連携モデルの構築を推

進しました。 

 決算額は２９１万８０００円で、連携推進員

１名分の人件費等に対する委託料２２７万６０

００円、市民啓発用チラシ作成費３８万４００

０円、ボトムアップ研修会の講師謝礼１４万円

が主なものです。なお、特定財源として、県支

出金が全額あります。 

 また、今後の方向性として、現行どおり市に

よる実施を続けるとしています。 

 次に、４４ページの上の表の生活困窮者自立

支援事業ですが、これは、平成２７年４月１日

から始まりました、生活保護に至る前の段階の

自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対

し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金

の支給その他の支援を行う、生活困窮者自立支

援制度の啓発経費です。 

 決算額は２２万２０００円で、制度周知のた

めのポスター、パンフレットの作成経費です。

なお、特定財源として、県支出金が全額ありま

す。 

 また、今後の方向性として、規模を拡充し市

による実施を続けるとしており、現在、必須の

事業である自立相談支援事業、住居確保給付金

支給事業のほか、家計相談支援事業、学習支援

事業などの任意事業も実施しています。 

 次に、下の表の地域介護・福祉空間整備等交
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付金事業ですが、平成２７年４月１日施行の改

正消防法で、２７５平米未満の認知症対応型共

同生活介護・小規模多機能型居宅介護事業所等

についても、新たにスプリンクラー等の設置義

務の対象施設となったことから、入居者の安全

面の確保のため、施行に先駆けて整備を行った

事業者に対し交付金を交付したものです。 

 決算額は２９０２万１０００円で、その内訳

ですが、スプリンクラーの整備で、認知症対応

型共同生活援助事業所、いわゆるグループホー

ムの喫茶去に３６４万３０００円、まどか、ま

どかⅡに合わせて７２３万８０００円、小規模

多機能型居宅介護事業所のいずみの里に４０２

万８０００円、有料老人ホームの御蔵に３６３

万６０００円、森のやすらぎ荘に１２０万４０

００円、しらさぎおざやに８６４万円、また、

自動火災報知機設備の整備で、小規模多機能型

居宅介護事業所の憩いの家楽しみに６３万２０

００円を交付しています。なお、特定財源とし

て、国庫支出金が全額あります。 

 また、今後の方向性として、現行どおり市に

よる実施を続けるとしています。 

 不用額は６８３万円ですが、有料老人ホーム

のスプリンクラー整備費が、見込み額よりも執

行額が下回ったことなどによるものです。 

 次に、４５ページの下の表のシルバー人材セ

ンター運営費補助事業ですが、公益社団法人八

代市シルバー人材センターの事業運営の支援を

実施しています。 

 決算額は１７０７万円で、本部・活動拠点運

営費補助事業に国と同額の７０８万円、ごみの

処理などを行う高齢者トータルアシストプラ

ン、子供の一時預かりを行う行ってらっしゃい

ママプランなど、４事業の企画提案事業補助金

８００万円が主なものです。なお、特定財源は

ありません。 

 また、今後の方向性として、現行どおり市に

よる支援の実施を続けるとしています。 

 次に、４７ページの上の表の老人福祉施設入

所措置事業ですが、６５歳以上の高齢者で、環

境上及び経済的な理由により、在宅において養

護を受けることが困難な者を引き受ける施設で

ある、養護老人ホームに措置を委託することに

伴う経費です。 

 決算額は２億２１５８万円で、市内の施設で

ある保寿寮への入所措置委託料１億１９９５万

１０００円、すずらんの杜への入所措置委託料

８３２６万９０００円が主なものでございま

す。なお、特定財源として、施設入所者の負担

金があります。 

 また、今後の方向性として、民間委託を拡大

しながら市による実施を続けるとしています。

平成２６年４月から保寿寮を社会福祉法人八代

市社会福祉事業団に無償譲渡しましたので、現

在は八代市立の養護老人ホームはありません。 

 不用額は５８２万２０００円ですが、入所者

が見込みよりも下回ったことによるものです。 

 次に、下の表の社会福祉団体育成事業です

が、本市の地域福祉を推進する八代市社会福祉

協議会の育成を図るため、事務局職員１７名の

人件費の３分の２に相当する額を補助していま

す。 

 決算額は７２５９万５０００円です。なお、

特定財源はありません。 

 また、今後の方向性として、安定的、継続的

に地域で必要とされる事業が実施できるよう、

改善を図りながら市による実施を続けるとして

います。平成２７年度からは、社会福祉協議会

の経理状況を勘案し、人件費の１０分の１０に

相当する額を交付することとしています。 

 次に、５１ページの下の表の更生医療給付事

業ですが、１８歳以上の身体障害者手帳の所持

者が、指定医療機関で障害を軽くしたり日常生

活能力等を回復させるために必要な医療を受け

る場合に、医療費の一部を市が負担するもので

す。 
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 決算額は２億２０１０万７０００円で、心臓

手術、人工腎臓透析などの医療給付費２億１９

７２万円が主なものです。なお、特定財源とし

て、国庫支出金が２分の１、県支出金が４分の

１あります。 

 また、今後の方向性として、現行どおり市に

よる実施を続けるとしています。 

 次に、５２ページの下の表の重度心身障がい

者医療費助成事業ですが、身体障害者手帳１

級、２級の所持者、療育手帳Ａ１、Ａ２の所持

者など、重度心身障害者を対象に医療費の一部

を助成するもので、入院外では１０２０円、入

院では２０４０円を控除した額を助成します。 

 決算額は２億６５９３万４０００円で、医療

費助成額２億６４０９万９０００円が主なもの

です。なお、特定財源として、県支出金が２分

の１あります。 

 また、今後の方向性として、現行どおり市に

よる実施を続けるとしています。 

 不用額は１７５６万７０００円ですが、医療

費の見込み額よりも執行額が下回ったことなど

によるものです。 

 次に、５３ページの上の表の特別障害者手当

等給付事業ですが、重度の障害を有するため、

日常生活において常時特別の介護を要する障害

者、障害児等に手当を支給するもので、日常生

活に常に特別の介護を要する２０歳以上の在宅

の重度障害者を対象に月額２万６０００円支給

する特別障害者手当、また、同様の、在宅の障

害児を対象に月額１万４１４０円を支給する障

害児福祉手当などがあります。 

 決算額は、特別障害者手当４４４７万４００

０円、障害児福祉手当１２２０万９０００円が

主なものです。なお、特定財源として、国庫支

出金が４分の３あります。 

 また、今後の方向性として、現行どおり市に

よる実施を続けるとしています。 

 次に、５４ページの下の表の地域生活支援事

業ですが、障害者及び障害児の相談支援、理解

促進の研修、意思疎通の支援、日常生活用具の

給付、日常生活の支援などを実施しています。 

 決算額は１億１５２５万５０００円で、すま

いる、あい、きらきらの里、かんねの４カ所の

地域活動支援センター事業委託料３０２０万

円、すまいる、かんねさこ荘の２カ所の相談支

援事業委託料１７１４万７０００円、日常生活

用具給付事業２５３８万１０００円、日中一時

支援事業２２１０万２０００円などが主なもの

です。なお、特定財源として、国庫支出金２分

の１、県支出金４分の１などがあります。 

 また、今後の方向性として、現行どおり市に

よる実施を続けるとしています。 

 不用額は６７８万４０００円ですが、事業利

用が見込みよりも下回ったことなどによるもの

です。 

 次に、５５ページの上の表の障害福祉サービ

ス給付事業ですが、障害者、障害児が自立した

生活を送れるように、日常生活に必要な支援が

受けられる介護給付や、自立した生活に必要な

知識、技術を身につける訓練等給付などを実施

しています。 

 決算額は２２億１１７４万９０００円で、居

宅において入浴、排せつ及び食事等の身体介

護、家事援助を行う居宅介護５５６９万２００

０円、病院における機能訓練、療養上の管理、

看護などを行う療養介護に１億７８５７万円、

昼間、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的

活動または生産活動の機会の提供などを行う生

活介護に７億２５１５万円、夜間、入浴、排せ

つ及び食事等の介護などを行う施設入所支援に

２億７４７９万８０００円、就労希望者に、一

定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のた

めに必要な訓練を行う就労移行支援に７４４７

万３０００円、通常の事業所に雇用されること

が困難な者に、就労の機会の提供や生産活動そ

の他の活動の機会の提供、知識や能力の向上の
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ために必要な訓練、その他の必要な支援を行う

就労継続支援のうち、雇用契約のあるＡ型に２

億７５３６万８０００円、雇用契約のないＢ型

に２億９２１４万円、共同生活の場所で相談や

日常生活上の援助を行う共同生活援助に１億９

１４０万７０００円が主なものです。なお、特

定財源として、国庫支出金２分の１、県支出金

４分の１があります。 

 また、今後の方向性として、現行どおり市に

よる実施を続けるとしています。 

 不用額は６２９万７０００円ですが、サービ

ス利用が見込みよりも下回ったことなどによる

ものです。 

 次に、５６ページの上の表の障がい児通所支

援事業ですが、障害児に対して機能訓練等療育

の提供、及び保護者に対して家庭での療育に関

する支援や助言を実施しています。 

 決算額は２億６７０６万７０００円で、未就

学の障害児に、日常生活における基本的な動作

の指導、集団生活への適応訓練などを行う児童

発達支援に１億５７３万１０００円、就学して

いる障害児に、生活能力の向上のための必要な

訓練などを行う放課後等デイサービスに１億４

７９６万７０００円が主なものです。なお、特

定財源として、国庫支出金２分の１、県支出金

４分の１があります。 

 また、今後の方向性として、現行どおり市に

よる実施を続けるとしています。 

 次に、５７ページの上の表の臨時福祉給付金

給付事業ですが、平成２６年４月の消費税率の

５％から８％への引き上げによる低所得者への

負担の影響を緩和するため、暫定的、臨時的な

措置として支給するもので、平成２６年１月１

日現在における住民基本台帳の記載者で、平成

２６年度市県民税非課税者に対し、１人につき

１万円を支給しています。さらに、老齢基礎年

金受給者等には５０００円を加算しています。 

 決算額は４億２５１８万４０００円で、臨時

福祉給付金に４億２０万円、申請書類郵送料に

８００万８０００円が主なものです。なお、特

定財源として、国庫支出金が１０分の１０あり

ます。 

 また、臨時的な措置ですが、今後の方向性と

して、国の事業補助があれば、現行どおり市に

よる実施を続けるとしています。 

 不用額は３億１２７４万５０００円ですが、

対象者の見込み数が大きく異なったことによる

ものです。 

 次に、５８ページの上の表のひとり親家庭等

医療費助成事業ですが、ひとり親家庭等の医療

費の一部負担金の３分の２を助成するもので

す。 

 決算額は３５１５万７０００円で、助成金３

５１０万８０００円が主なものです。なお、特

定財源として、県支出金が２分の１あります。 

 また、今後の方向性として、改善を図りなが

ら市による実施を続けるとしています。 

 次に、６０ページの上の表の放課後児童健全

育成事業ですが、仕事等のため昼間保護者のい

ない家庭の小学校児童を対象に、放課後児童ク

ラブを設置している社会福祉法人や保護者会等

に事業委託を行っていて、現在２６クラブあり

ます。 

 決算額は９４０２万２０００円です。なお、

特定財源として、県支出金３分の２などがあり

ます。 

 また、今後の方向性として、未設置の小学校

区や利用ニーズの高いところもありますことか

ら、規模拡充を図りながら市による実施を続け

るとしています。 

 不用額は７４０万４０００円ですが、クラブ

開所時間の延長支援で補助対象範囲が変更とな

り、実施箇所数が減少したことによるもので

す。 

 次に、６２ページの上の表の子ども・子育て

支援事業計画策定事業ですが、平成２７年度か
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ら始まりました子ども・子育て支援新制度の円

滑な実施に向け、各事業の需要見込みや提供体

制を盛り込んだ、平成２７年度からの５カ年の

事業計画を策定したものです。 

 決算額は７２１万円で、新支援電算システム

導入委託料５８２万円、新支援計画策定委託料

１０４万８０００円が主なものです。なお、特

定財源として、新支援電算システム導入に対し

県支出金が１０分の１０あります。 

 また、今後の方向性として、計画策定事業は

２６年度で終了しましたので、廃止、不要とし

ていますが、２７年度からは、子ども・子育て

支援事業計画推進事業において事業の実施状況

等の調査、評価を行っていきます。 

 次に、６３ページの下の表の児童手当事業で

すが、中学校卒業までの児童を養育している者

に手当を支給していて、児童１人当たりの月額

は、３歳未満に１万５０００円、３歳以上小学

校修了前までの第１子、第２子に１万円、第３

子以降に１万５０００円、中学生に１万円など

です。 

 決算額は２０億６９２８万４０００円で、手

当支給額２０億６８３７万円が主なものです。

なお、特定財源として、国庫支出金４５分の３

７、県支出金４５分の４などがあります。 

 また、今後の方向性として、現行どおり市に

よる実施を続けるとしています。 

 不用額は６２２万７０００円ですが、対象者

が見込みよりも下回ったことによるものです。 

 次に、６４ページの上の表の児童扶養手当事

業ですが、１８歳未満の児童を監護及び養育す

るひとり親家庭の父母等に対し手当を支給する

もので、全額支給の場合月額４万１０２０円、

所得が限度額以上の一部支給の場合、所得に応

じて月額４万１０１０円から９６８０円のケー

スがあります。 

 決算額は７億５９８６万８０００円で、手当

支給額７億５９７０万１０００円が主なもので

す。なお、特定財源として、国庫支出金が３分

の１あります。 

 また、今後の方向性として、現行どおり市に

よる実施を続けるとしています。 

 次に、下の表の、私立ですね、民間のほうで

すけども、私立特別保育事業ですが、私立保育

園における延長保育、休日保育、夜間保育に対

し補助を実施しています。 

 決算額は２億１２０４万８０００円で、休日

保育事業補助金はひかり保育園、二見中央保育

園の２園で１５３万９０００円、夜間保育事業

補助金はひかり夜間保育園の１園で１４１万

円、延長保育事業補助金は市内の私立保育所４

４園全てに対するもので２億９０９万９０００

円です。なお、特定財源として、県支出金３分

の２があります。 

 また、今後の方向性として、現行どおり市に

よる実施を続けるとしています。 

 次に、６６ページの上の表の公立保育所運営

事業ですが、これは八代市立ですね、八代市立

の保育園の管理運営を実施し、児童の保育を行

っています。 

 決算額は２億６８７３万１０００円で、臨時

保育士７３名の賃金１億２４３３万５０００

円、給食の賄い材料代５７９７万７０００円、

７園ですね、７園の給食業務委託２３７９万５

０００円が主なものです。なお、特定財源とし

て、保育料、一部を対象にした県支出金などが

あります。 

 また、今後の方向性として、市による実施を

続けながらも、必要に応じて民営化を進めると

しています。平成２７年度から、北新地保育園

を民営化しました。 

 不用額は８２４万５０００円ですが、まとめ

買いによる賄い材料代の減額、施設設備修繕費

の入札残による減額などによるものです。 

 次に、下の表の私立保育所保育委託事業です

が、児童の保育を私立の保育所に委託していま
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す。 

 決算額は３７億９７０６万９０００円で、市

内の私立保育所４４園への保育委託料３７億６

１２５万９０００円、氷川町など市外の私立保

育所１３園への保育委託料３５８１万円です。

なお、特定財源として、国庫支出金２分の１、

県支出金４分の１、保育料などがあります。 

 また、今後の方向性として、規模拡充を図り

ながら市による実施を続けるとしています。 

 次に、６８ページの上の表の私立保育所施設

整備事業ですが、私立保育園の老朽化による改

築や大規模修繕などの施設整備に対し補助を実

施しています。 

 決算額は１億４１０５万５０００円で、杉の

実保育園の園舎改築工事に対する１億３３７７

万４０００円と、真愛保育園の屋根改修工事に

対する７２８万１０００円です。なお、特定財

源として、県支出金３分の２があります。 

 また、今後の方向性として、現行どおり市に

よる実施を続けるとしています。 

 次に、６９ページの上の表の保育士等処遇改

善臨時特例事業ですが、保育の担い手である保

育士等の確保を推進し保育環境の充実を図るた

め、保育士等の賃金増額に取り組む私立保育所

に対し補助を実施しています。この事業は、平

成２５年度から始まったものです。 

 決算額は８６７５万６０００円で、市内の私

立保育所４４園全てに対して補助しています。

なお、特定財源として、国庫支出金４分の３、

県支出金８分の１があります。 

 また、今後の方向性として、廃止、不要とし

ていますが、２７年度から私立保育所保育委託

事業の委託料等ほかの事業に加算して支出され

ることになったもので、事業目的そのものは継

続されます。 

 次に、下の表の子育て世帯臨時特例給付金給

付事業ですが、臨時福祉給付金給付事業と同様

の趣旨で、消費税率の引き上げによる子育て世

帯への家計負担を緩和するため、暫定的、臨時

的な措置として支給するもので、平成２６年１

月分の児童手当、特例給付を受給し、平成２５

年の所得が児童手当の所得制限限度額未満の者

を対象に、児童１人につき１万円を支給してい

ます。 

 決算額は１億４１８７万１０００円で、給付

金１億３７１８万円が主なものです。なお、特

定財源として、国庫支出金が１０分の１０あり

ます。 

 また、今後の方向性として、国の事業補助が

あれば、現行どおり市による実施を続けるとし

ています。 

 不用額は２２７４万２０００円ですが、対象

者が見込みよりも下回ったことと、効率化によ

り事務経費が削減されたことによるものです。 

 次に、７０ページの上の表の生活保護費給付

事業ですが、最低限度の生活を保障するための

生活保護費の支給や、就労支援などの自立助長

に向けた援助を実施しています。 

 決算額は２７億２１７９万１０００円で、衣

食その他日常生活の需要を満たすために必要な

ものに対する生活扶助に７億６９３６万２００

０円、家賃に対する住宅扶助に２億７９６６万

円、病院の入院費用などに対する医療扶助に１

４億９６２３万８０００円、千草寮など６カ所

の救護施設の入所費用に対する施設事務費に８

４１６万５０００円が主なものです。なお、特

定財源として、国庫支出金１０分の７.５など

があります。 

 また、今後の方向性として、現行どおり市に

よる実施を続けるとしています。 

 続きまして、民生費の主な予算の流用ですけ

ども、今回特に説明するものはありません。 

 また、民生費の主な不用額について、主要な

施策で説明していないものを、一般会計歳入歳

出決算書を用いて説明します。 

 まず、決算書の１１４ページ。１１４ペー



 

－11－

ジ、１１５ページをお願いします。 

 中ほどですが、項１・社会福祉費、目１・社

会福祉総務費、節１９・負担金補助及び交付金

で、不用額は２５９８万２０００円ですが、こ

れは、後期高齢者医療広域連合への負担金の残

額１８５９万１０００円などで、当初の見込み

よりも執行額が下回ったためによるものです。

また、同目で節２８・繰出金で、不用額は４９

１５万円ですが、これは、介護保険特別会計の

残額２５１９万４０００円、国民健康保険特別

会計の残額６８８万８０００円、後期高齢者医

療特別会計の残額１７０６万８０００円で、い

ずれも当初の見込みよりも執行額が下回ったた

めです。 

 以上、民生費の決算の説明とさせていただき

ます。御審議よろしくお願いいたします。 

○委員長（矢本善彦君） ただいま説明のあり

ました第３款・民生費について一括して質疑を

行います。質疑ありませんか。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。４２ページ、４

３ページで伺いをしたかっですが、４２ページ

の地域福祉計画推進事業、まあこれは事業なん

でしょうが、中身は大半が計画策定委託料。同

じく在宅医療介護連携推進モデル事業、これも

事業なんでしょうけれども、基本的には大半が

委託料というような気がするんですが、この委

託をされた結果で、この推進事業もしくは、―

―両方とも推進事業ですが、どういう事業をな

さるのか、何のための事業なのかをお聞かせい

ただけませんでしょうか。 

○健康福祉政策課長（西田修一君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 西田健康福祉政策課

長。 

○健康福祉政策課長（西田修一君） はい。お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）健康福祉政策課、西田でござい

ます。よろしくお願いいたします。私のほうか

らは、地域福祉計画推進事業についてお答えい

たします。 

 委員御指摘のとおり、こちらのほうは、一応

推進事業ということになっておりますけれど

も、実質、内容はもう計画の策定をするものと

いうことでございます。先ほど次長のほうから

も御説明がございましたとおり、地域福祉計画

の策定を行いまして、その評価を実施すること

で、地域福祉を効率的かつ計画的に進めまし

て、市民誰もが住みなれた地域で安心して暮ら

せるよう福祉のまちづくりを推進するために、

第２次計画といたしまして、平成２２年度から

２６年度で期間満了となるために、第３次計画

としまして、２７年度から３１年度の計画を策

定したものでございます。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 秋田長寿支援課長。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） はい。長寿支

援課の秋田でございます。 

 委員お尋ねの在宅医療介護連携推進モデル事

業でございますが、これは、医療介護連携体制

づくりを推進するための事業を行うことによ

り、医療や介護が必要になっても安心して住み

なれた地域で暮らし続けることができるよう、

地域包括ケアの体制づくりを進めるために行っ

た事業でございます。モデル事業でございまし

て、平成２７年度もこのモデル事業を実施中で

ございます。 

 内容でございますけども、主な支出は委託料

でございますが、この委託料は、在宅医療介護

連携推進員という方を、まあ必要であったわけ

でございますが、その方の選任に当たりまして

は、ケアマネ協会のほうにその推薦を依頼した

ところ、平成苑の八代草に勤務している方が推

薦があったところでございます。で、この方に

就任をお願いする過程の中で、現在の職をやめ

ることができなかったということがございまし
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て、兼務という形で就任をいただくことになっ

たために、委託料という形で、その２２７万６

０００円を支出しているところでございます。

それが支出の中の主なものとなったところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） おっしゃることはよう

わかっとですが、例えばその地域福祉計画推進

事業で委託をされる、委託は結構なんですが、

その委託の、策定の委託の内容によって、どう

いうふうにこれを市政運営に反映されるのか。

同じようにして、在宅医療介護連携推進モデル

事業でも、今推進員がどうのこうのとおっしゃ

ったっですが、推進員を選ぶための事業なの

か、その事業、モデル事業自体、推進、どうい

う事業を推進をされるのか、それが、これは２

６年度ですから、２７年度には、その成果によ

った何か施策をされとるのか、そこをお聞きし

たかったんですけど。 

○健康福祉政策課長（西田修一君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 西田課長。 

○健康福祉政策課長（西田修一君） はい。繰

り返しの部分になろうかと思いますけれども、

この地域福祉計画につきましては、先ほど次長

が申しましたとおり、社協が策定しておりまし

た計画と一体となって計画を策定しておりま

す。いわゆる地域福祉を効率的かつ計画的に進

めまして、市民誰もが住みなれた地域で安心し

て暮らせるように福祉のまちづくりを進めると

いうことでございますけれども、こちらの事業

の評価につきましては、本年度、八代市地域福

祉計画策定委員会を開催いたしまして、そちら

の委員会の中で事業の評価をしていただくとい

う予定をしておるところでございます。 

 以上でございます。（｢もう１人」と呼ぶ者

あり） 

○委員長（矢本善彦君） 秋田課長。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） 長寿支援課、

秋田でございます。 

 在宅医療介護連携推進モデル事業について、

現在それがどのようにつながっているのかとい

う部分についてでございますが、モデル事業の

実施する、まあ計画の段階におきまして既に、

医療と介護の現場の連携が必要という声は、介

護の現場のほうからも既に上がっていたところ

でございます。 

 また、この事業のモデル事業実施に当たりま

して、医師会のほうとも医療の連携の必要性が

あったことから、事前に協議等、どのような連

携が可能かというような打ち合わせを行ってい

たところでございますが、モデル事業の実施に

ついて、平成２６年３月に、県から県内５カ所

でモデル事業を行いたいと、八代市もぜひ引き

受けてほしいと打診があった段階では、財源等

の都合もあったもんですから、モデル事業を引

き受けた形で、医師会、またケアマネ協会との

連携をやっていこうということになりまして、

この事業を使いまして、医療介護連携研修会ボ

トムアップ研修ということで、ケアマネ、それ

から医師、それから地域の民生委員や福祉にか

かわる方々と研修を行い、また、事例研究等も

現在も引き続き行っているところでございま

す。 

 また、郡の医師会、市の医師会、八代市、氷

川町、それから県の保健所も入りまして、八代

地域在宅医療等推進検討委員会というものを現

在実施中というところでございまして、こうし

た大きな医療と介護の連携の流れの引き起こす

最初のその始点が、このモデル事業だったと。 

 現在、平成２７年度に入りましても、医師会

側は医師会側として動きをなさっておられます

が、八代市においてもこのモデル事業は今年度

も継続中でございます。 

 今後、医療介護連携は、地域包括ケアシステ
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ムを構築する上で最も重要なポイントとなって

まいりますことから、今後も引き続き連携がさ

らに深まるよう、また事例研究等が深まってい

くように、進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（矢本善彦君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） まあ余り細かいことは

言いませんが、基本的には、国ないし八代市の

財源でない部分で事業をされておるから問題は

なかっでしょうが、例えばこの地域福祉計画推

進事業にしても、その大半が委託料であって、

実質の分については非常に少ないじゃないです

か。八代市地域福祉計画策定委員会を開催をさ

れて、その経費が、――その経費は幾らだった

かな、全部合わせてこうなるんで、そのうちの

委託料が３９７万３０００円。これは何か、委

託されて何かの資料をつくられるのはいいんで

すけれども、それがその後に何の反映もなされ

ぬと、ただ消化しただけのような気がするんで

すね。 

 そして、後のこの４３ページにしても、委託

先が社会福祉法人平成苑なのかな、ここにほと

んど、まあ変な話ですが、丸投げみたいに出し

ておいでる。実質の報償費が１４万円、印刷製

本費が３８万４０００円、郵送料が２万８００

０円、会場使用料が９万円で、実際はこのあた

りが非常にウエートを占めるとと思うとですけ

ど、委託された平成苑に大半が委託をされる、

これが、こういうことが、連携推進モデル事業

なんですか。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 秋田課長。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） はい。支出の

内訳といたしまして、ただいま委員のほうから

御紹介ありましたとおりで、委員の、――支出

の大半を委託料が占めるわけでございますが、

この推進員を置いて、ケアマネと、それから医

療の現場のほうと、つないでいくという必要が

どうしてもある事業でございます。 

 で、推進員の置き方が、やっぱり推薦が上が

ってくるほどの方っていうのは、在宅の方では

なくて、既に勤めをされているケアマネの方と

いうことで上がってきたもんですから、委託料

という形での支出になりましたが、やはり今、

勤務でない在宅の方の推薦であった場合は、こ

れよりも報償費等で、同様の形で支出があった

ものというふうに考えております。 

 この推進員がどうしても必要だったというと

ころでございます。 

 以上です。 

○委員長（矢本善彦君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。もう細かいこと

は言いません、結構です。 

○委員長（矢本善彦君） はい。 

○委員（中村和美君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 中村委員。 

○委員（中村和美君） はい、済みません。５

４ページと５５ページの、地域生活支援事業と

障害福祉サービス給付。次長の報告では、不用

額６７８万４０００円、これ、地域生活支援事

業利用者減、障害福祉サービス給付事業６２９

万７０００円、これはサービスの利用減という

ような報告があっておりますが、地域生活支援

事業の利用者減の理由、どういうところが利用

が少なかったか、それと、障害福祉サービス給

付事業も、サービス利用減というのはどういう

部門だったのかをお願いします。（｢委員長、

指名せぬと」と呼ぶ者あり） 

○委員長（矢本善彦君） 執行部は、どなた

か。ゆっくりよかばい。（｢質問の趣旨のわか

らぬばじゃ質問しよらすとだから」と呼ぶ者あ

りとだから） 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（山田 忍

君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 山田次長。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（山田 忍
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君） はい。要因としてはですね、当初の予算

ですね、予算を組む場合に積算を、前年度の見

込みを、――執行状況をもとに予算を編成して

つくっていくわけなんですけども、そこの２５

年度中の利用の状況の伸び方と実際のその２６

年度中の伸び方に、若干伸び率が小さくなると

いうことでなりますときには、それは２６年度

の、２５年度の伸びで予算をつくってたときに

は、１０人が例えば１２になるだろうというと

ころでつくっとった、予算つくっとった場合

に、実際はその伸びが１２じゃなくて１１で終

わったと、そういったようなケースがあったと

きには、その分、１人分が若干不用が出てくる

ということで、そういったものの各事業におけ

る積み上げが、今不用額として上がっていると

いうことで、詳しい内容はまた、後ほどまた資

料か何かで。あるいはまた。 

○障がい者支援課長兼障がい者虐待防止センタ

ー所長（上田真二君） はい。済みません。 

○委員（中村和美君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 上田障がい者支援課

長。 

○障がい者支援課長兼障がい者虐待防止センタ

ー所長（上田真二君） はい。障がい者支援

課、上田でございます。 

 地域生活支援事業における不用額、それか

ら、（｢障害福祉サービス」と呼ぶ者あり）障

害福祉サービス給付における不用額です。 

 障害福祉対策費の扶助費のメニューといたし

まして、２１の扶助費がございます。その中

に、地域生活支援事業の扶助費も複数入ってお

りまして、障害福祉サービスの扶助費も複数入

っております。 

 今、次長のほうからですね、ちょっと御説明

がありましたけれども、基本的に、予算を立て

ますときに、利用件数、それから、１人当たり

の平均単価がどれぐらいになるかということで

予算を立てておりますけれども、結果的に、利

用件数が少なかった、あるいは、１件当たりの

ですね、金額、平均単価が減少したというよう

なことで、不用額が発生しているというような

ところでございます。 

○委員（中村和美君） はい。あ、いいです

か、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 中村委員。 

○委員（中村和美君） はい。それは障害福祉

サービスなんよね、今の答弁は。あ、地域も一

緒。 

○委員長（矢本善彦君） 上田課長。 

○障がい者支援課長兼障がい者虐待防止センタ

ー所長（上田真二君） 一緒です。（委員中村

和美君「あ、一緒」と呼ぶ）はい。 

○委員（中村和美君） あ、委員長、はい。 

○委員長（矢本善彦君） 中村委員。 

○委員（中村和美君） はい。わかったような

わからぬような、そういうような利用減という

ことですけど、利用減でしょうけど。 

 じゃあそこで１つ。この地域生活支援事業の

中で、国・県から２分の１、４分の１の補助が

あるわけですよね。これ、今ちょっと計算した

ら４８９０万か。そのうちの６７８万、１割、

――１.５ぐらいかな、が不用額に、１割ちょ

っとだよな、になるわけですが、これはどうな

の、返還、国か何かとか県に返さぬばんとでし

ょうかな。そういう不用額がこれだけあって、

県・国から補助いただいて。 

○委員長（矢本善彦君） 田中障がい者支援課

長補佐。 

○障がい者支援課長補佐（田中かおり君） 今

お尋ねの不用額の件ですが、補助金の不用額で

はございませんで、需用費の不用額ですので、

返還の必要はありません。（委員中村和美君

「必要はない」と呼ぶ） 

 あと先ほどの、済みません、地域生活支援事

業についての不用額についてちょっと、少し補

足させていただきたいと思いますが、この地域
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生活支援事業の中のですね、扶助費、先ほど課

長のほうから２１あると申しましたが、その中

の日中一時支援事業というのがございます。そ

の利用者……。（委員中村和美君「ん。もう１

回言って。何ちゅう」と呼ぶ）日中一時支援事

業。（委員中村和美君「日中」と呼ぶ）日中。

（委員中村和美君「日中。うん、日中なこら

な。日本と中国の何かかなと」（笑声）と呼

ぶ）はい。子供さんをですね、障害のある子供

さんを預かる事業なんですけれども、その事業

につきまして、不用額が５００万程度生じてお

りますので、その分が影響してると思います。

（｢委員中村和美君「ああ、なるほどな。は

い」と呼ぶ） 

○委員長（矢本善彦君） いいですか。 

○委員（中村和美君） はい、ありがとうござ

いました。はい。 

○委員長（矢本善彦君） はい。ほかに。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。４４ページの生

活困窮者自立支援事業ですが、これは事業的に

は、ポスター、パンフレットの製作費だけを書

いてあります。先ほど次長の説明の中で、その

ほかにも何か事業が入ってるような状況に思え

たんですが、ちょっと今、私書けなかったもの

で、この自立支援は結果的にはどのような状況

になっておりますでしょうか。 

○生活援護課長（中田利一郎君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 中田生活援護課長。 

○生活援護課長（中田利一郎君） はい。生活

困窮者自立支援事業ですけれど、これにつきま

しては、平成２７年度４月１日からの施行とい

うことで、それに合わせました周知を目的とし

まして、ポスターの製作とチラシの製作等を行

っております。で現在、ことしの４月１日か

ら、生活困窮者自立支援事業ということで、２

つの必須事業と４つの任意事業を実施している

ところでございます。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。済みません、も

う一度その２つのと４つのとおっしゃるその自

立支援の事業を、中身もちょっとお伺いしたい

んですが。まあこれからの事業ということで、

結果はまだ出てないんでしょうが、お願いしま

す。 

○生活援護課長（中田利一郎君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 中田課長。 

○生活援護課長（中田利一郎君） まず必須事

業ですけれど、自立相談支援事業。これは、就

労や家庭、心身の問題などさまざまな問題を抱

え、生活に困ってる人の相談を受け、必要な支

援を継続的に提供を行う事業でございます。 

 それから、住居確保給付金支給事業がござい

ます。こちらのほうは、仕事を失って、住まい

を失うおそれのある方や失った方に対して、原

則３カ月間の家賃を支給する事業でございま

す。 

 それから任意事業でございますが、就労準備

支援事業というのがございます。これは、就労

に必要な実践的な知識、技能等が不足している

だけではなく、生活リズムが崩れて社会とのか

かわりに不安を抱えている、就労意欲が低下し

ているなどの理由で、就労に向けた準備として

の基礎能力の形成からの支援を、計画的かつ一

貫して行うものでございます。 

 それから、一時生活支援事業。これは、住居

のない生活困窮者に、一定期間宿泊場所を提供

し、食事や衣類その他の日常生活に必要な物資

の提供や貸与を行い、安定した生活を営めるよ

うに支援するものでございます。 

 それから、家計相談支援事業。家計に関する

相談を受けまして、家計再建に向けた助言等を

行う事業でございます。 

 それと最後に、学習支援事業。これは、生活
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困窮者や、あと、生活保護を受けている子供な

どを対象に、日常の学習や進学等に関する支

援、学習を継続してできる生活習慣を身につけ

るための支援等を行っております。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。４月からの新し

い事業っていうことですから、もう９月で、今

のところどれぐらい相談件数が入ってるんでし

ょうか。 

○生活援護課長（中田利一郎君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 中田課長。 

○生活援護課長（中田利一郎君） 済みませ

ん。実績としまして、８月末までですけれど、

自立相談支援事業、これが７８件と、住居確保

事業、これが４件と、就労準備支援事業が１件

と、一時生活支援事業が２件と、家計相談支援

事業が１４件、学習支援事業が５件でございま

す。 

○委員（前川祥子君） はい、わかりました。 

 はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。これは、国・県

支出金がもう１０分の１０になってるようなん

ですが、不用額も幾らか出ておりますけども、

今後の見込みとしてですね、これが増加する傾

向に八代市、本市としてはあるように、まあこ

れも見込みではあるんですが、職員の方々はど

のように捉えてらっしゃいますか。 

○生活援護課長（中田利一郎君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 中田課長。 

○生活援護課長（中田利一郎君） はい。２６

年度につきましては、国からの１０分の１０で

ございましたが、必須事業のほうが今年度から

が４分の３の補助事業で、任意事業が３分の２

の事業となっております。 

 と、ニーズにつきましては、生活困窮者――

実際ですね、高齢者等でも、年金等が少ない

人、または加入しておられなかった方などもお

られます。それから、障害をお持ちの方とか、

あと、障害年金をもらっておられてもですね、

それだけでは生活を１人で自立してできる方等

はほとんどおられません。それと、若い方で

も、仕事、なかなかですね、つけない方たちも

おられます。で、ニーズとしては、今後です

ね、多くなるかと思っております。 

 で、この相談を受けられて、生活保護の申請

に、――受けられた方は、８名ほどです。これ

は第２のセーフティネットと言われております

ので、直接保護のほうに来られる前の段階でで

すね、どうにか生活保護までは受ける必要がな

かったっていう方もおられますので、今後とも

ですね、これは、この事業については充実、ま

た、皆さんへの周知等も必要かと思っておりま

す。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。本当に、この周

知が一番大事かと思います。このポスター、パ

ンフレット、これのみではないとは思う――思

いますけども、今後はですね、民生委員さんあ

たりにもですね、こういう事業があるっていう

こともお知らせ願いたいなと思いますし、その

学習支援あたりにおいては、多分これ若い方を

対象とされているんでしょうけども、こういう

対象者になる方々がですね、本気になって仕事

をしたいと、自分が自立して生きていきたいと

いう思いをやっぱり見定める、そういう目とい

うものも必要だと思いますので、その点はもう

職員の皆さん方、対応される方々に、ぜひとも

その点を留意されて対応していただきたいと思

います。 

 意見となりますが、以上です。 

○委員長（矢本善彦君） はい。ほかにござい
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ませんか。 

○委員（島田一已君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） はい、島田副委員長。 

○委員（島田一已君） はい。７０ページの生

活保護費給付事業でございますけれども、ケー

スワーカーさんなどもいらっしゃると思います

けども、この方たちのメンタルのケアちゅうの

を何かやっていらっしゃれば、お答えをお願い

したいと思います。 

○生活援護課長（中田利一郎君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 中田課長。 

○生活援護課長（中田利一郎君） はい。生活

保護のケースワーカー、実は、もうお１人です

ね、ちょっと療休をとられてる方と、育休をと

られてる方がおりまして、大体職員が１４名体

制でしたけれど、現在１２名。それと、あと、

３名の今非常勤の職員でケースワーカーを行っ

ております。 

○委員長（矢本善彦君） メンタルヘルスにつ

いては、どのような。 

○生活援護課長（中田利一郎君） メンタル、

あ、済みません。メンタルヘルスのケアにつき

ましては、それぞれですね、１人で抱え込まな

いようにと。 

 私たちのケースワークについては、これは個

人で当たりますけれど、することは全員同じで

ございますので、まずですね、同僚、それと係

長と、あと私たちのほうとですね、常にですね

――いつも、フォローといいますか。で、困難

なケースがございます。そういったときにはも

う課全員でですね、当たるというような形でで

すね、対応をさせていただいております。 

○委員長（矢本善彦君） いいですか。 

○委員（島田一已君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） はい、島田副委員長。 

○委員（島田一已君） はい。本当に、この仕

事といいますか、大事な部分だと思いますん

で、今後もですね、よろしくお願いしたいと思

います。 

 以上です。 

○委員長（矢本善彦君） ほかに。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。４５ページのシ

ルバー人材センターの運営費補助事業なんです

が、ここの今後の方向性の中にもちょっと書い

てあるんですけども、公益社団法人である以上

独立して自立した法人運営を行うよう、自助努

力を求める必要があるというようなことが、今

ここに書かれてあるところでございます。 

 で、平成２６年度の決算につきましては１７

０７万円ということで、平成２７年度はふえて

いまして、２１５０万円ぐらいですかね、大

体。ふえてる状況があります。 

 それにはいろいろ要因があろうと思うんです

が、ちょっと私が聞きたいのはですね、このシ

ルバー人材のこの内容。落人伝説の平家の味噌

とｍｙ味噌樽オーナー庄屋どん事業、これが２

４、２５、２６、３年間ですかね。そうする

と、限界集落のげんきが、これも同じ３年間、

それぞれ２００万円ずつだというように思って

いるんですが、それぞれのその成果、どのよう

な成果が出たのか、そして、ここによってその

限界集落が何かという部分が、方向性が見えて

きたのかどうかっていう、その辺についてちょ

っとお聞かせください。 

○長寿支援課副主幹兼地域支援係長（吉田 浩

君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 吉田地域支援係長。 

○長寿支援課副主幹兼地域支援係長（吉田 浩

君） おはようございます。（｢おはようござ

います」と呼ぶ者あり）地域支援係の吉田と申

します。 

 まず、提案事業の平家味噌事業でございます

が、こちらにつきましては、平成２６年度から

平家味噌の販売を開始しております。今日では
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リピーターのほうが定着してきておりまして、

作業に携わっております６名の会員の配分金と

材料費につきましては、売り上げ収入の１３１

万円という部分で全て賄っております。就業

に、延べ人員が１８７人の実人員が６名という

状況でございます。 

 また、もう一つお尋ねの、限界集落げんき里

村開拓事業と申しますが、こちらにつきまして

は、オクラや米、ニンニクの栽培を主に進めま

して、作業効率の向上を図ったことにより、事

業収入のほうが増加しております。予想以上に

経費がかかった部分ではございますが、トータ

ル収支としましては全体の収支バランスをとる

ことができておりまして、本事業の実施により

まして、坂本地区の高齢者が会員となって参加

していただきました。 

 その中でさらに現在では、会員の中からみず

からグループを立ち上げられまして、野菜を生

産する動きなども出ております。こういったこ

とから、地域を盛り上げる新たな事業への取り

組みが始まったというふうに捉えております。 

 以上です。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。この準備期間だ

ったっていうことになるんですかね、その２

４、――６００万円使って、で、今１３１万円

の収益があって、その６名の方は今その就労さ

れてるっていう、給料をもらってらっしゃるっ

ていうお話なんですが、この６００万円という

のは、その準備期間だったっていうことで認識

してよかですか。 

○健康福祉政策課長補佐（續 良彦君） は

い。 

○委員長（矢本善彦君） 續課長補佐。 

○健康福祉政策課長補佐（續 良彦君） 健康

福祉政策課の續でございます。 

 この事業につきましては、３年間で軌道に乗

せるような方向性をするための準備期間という

ことで、御理解いただければと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。ありがとうござ

いました。 

 じゃあ、準備期間ということで６００万円を

投入をして、今６名の方がそれに従事されてい

ると、１８７日間という御説明だったんです

が、今後、２７年度、２８年度、２９年度、今

後の見込みという部分を、両方ともちょっと聞

かせていただいていいですか。庄屋どん事業

と、あと、げんき里村開拓事業ですか、限界集

落の分。両方ともちょっと聞かせてください。

今後の方向性として。 

○長寿支援課副主幹兼地域支援係長（吉田 浩

君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 吉田係長。 

○長寿支援課副主幹兼地域支援係長（吉田 浩

君） はい。まず平家味噌事業のほうでござい

ますが、２６年度の収支報告をまず先に申し上

げさせていただきます。売上金のほうが１３０

万程度ございました。その中で、材料や事務費

のほうが約６０万程度かかっておりまして、配

分金といたしまして７０万程度となっておりま

す。 

 次に、げんき里村開拓事業につきましては、

平成２６年度の売り上げが１７０万程度ござい

まして、材料費等が５３万、事務費が１２万程

度ございます。合わせまして約６５万。残りの

１００万程度が、配分金として会員のほうに分

配されております。 

 平成２７年度以降につきましては、この金額

程度は収支として上がるように、目標としてい

るところでございます。 

 以上です。 

○委員（堀口 晃君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 
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○委員（堀口 晃君） はい。わかりました。

補助金に頼らずですね、やっていっていただき

たいなというふうに思ってます。自分たちの自

助努力ということで。 

 で、６名の方が１年間に１０万円程度でとい

うことではなくて、もう少しやっぱプラスアル

ファ、そして、もしくはその６名から８名、１

０名というぐあいにですね、やっぱり計画的に

ふやしていくような方向をですね、ぜひとって

いただきたいなと思ってます。 

 済みません、それと関連してですね、その次

の高齢者トータルアシストプランというのが、

平成２７年度まであるんですが、この部分と、

いってらっしゃいママプランという、これも２

００万、２００万で３年間で６００万、６００

万使ってやっている状況なんですが、それにつ

いて、どのような事業なのか、また、どういう

成果が出ているのか、この辺ちょっとお聞かせ

ください。 

○長寿支援課副主幹兼地域支援係長（吉田 浩

君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 吉田係長。 

○長寿支援課副主幹兼地域支援係長（吉田 浩

君） はい。まず、お尋ねの高齢者トータルア

シストプランでございますが、こちらのほうに

つきましては、事業名といたしまして、粗大ご

み処理事業、実績が７４件の約５３万円程度、

ワンコイン長生きサポート事業、件数、実績が

１２５９件の金額として約２０万程度、高齢者

福祉サービス事業、実績が１５６件で８３０万

程度となっておりまして、トータルアシストプ

ランにつきましては、文字どおり粗大ごみの処

理であったり、ワンコイン――５００円や１０

０円での資源物の仕分けとか、朝のごみ出しな

どを行っておられます。 

 もう一つのいってらっしゃいママプラン事業

でございますが、こちらにつきましては、平成

２５年度から開始したいってらっしゃいママプ

ランですが、託児室の改修や会員の研修も整い

まして、いよいよ本格的に２６年度からスター

トしております。子供の一時預かりにつきまし

ては、利用者の利便性の向上を図るため、土日

祝日の対応を始めたのに伴いまして、実績も徐

々に増加してきております。こちらのほうが、

売上金が約５０万程度ございまして、材料費、

事務費合わせて５万６０００円、会員への配分

金といたしまして４５万程度が配分されており

ます。 

 以上です。 

○委員（堀口 晃君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。わかりました。

事業内容もそうなんですが、子供一時預かりな

んかはほかの事業でもありますですよね。と思

いますが、それをシルバー人材センターが委託

してやってるということなんですけども。 

 で、一番最初に私が言いましたように、自立

した法人運営という部分のところを、今後求め

る必要があるというように、今回のこの今後の

方向性にはあるんですが、それについて、どの

ような方法でこの自助努力を求める必要があ

る、そして、言うならば、この財源、予算とい

う補助金、補助事業という部分を減らしていこ

うという、こういうふうなお考えだろうという

ふうに思いますんで、その辺の今後の対策、ど

のようにして自立した法人運営をやっていこう

とされているのか、その辺ちょっとお聞かせい

ただきたいと思います。 

○委員長（矢本善彦君） 續課長補佐。 

○健康福祉政策課長補佐（續 良彦君） は

い。実際この補助金につきましては、国のほう

も、全国的にシルバー人材センターの自主的な

運営を推奨する仕組みとなっておりまして、こ

れまで通常の運営補助というようなものから、

それぞれの事業予算、先ほど申しましたよう

に、みずから就業機会の開拓を進めていくよう
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な事業のほうに、予算をつけるような体制とな

っております。 

 ですので、特にシルバーの会員の方をふや

す、あるいは、今後新たなシルバーの受注先と

しての開拓を行うということに今後力点を置い

て、例えばそのシルバーの会員さんの接遇研修

だとか、そういったような内部での体制も今と

りつつあるというところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。自立してという

ふうな状況の中で、自助努力を求めるという状

況の中においてですね、今この４つの事業があ

るんですが、下のほうの２７年度までっていう

ことで、もう既に２４年度から２６年度まで終

わってる事業が、その２つございますよね。

で、平成２７年についてはこの予算は計上され

ておりませんよね。 

 で、これ、今、先ほどおっしゃられたね、５

０万程度、１年間に１０万程度を稼ぐぐらいの

部分で、果たしてね、自立、その自助努力がも

う途中でまたやめてしまうんじゃないかと。せ

っかく６００万を使ってね、今やってる状況の

中において、もう１年間でたった１０万ぐらい

しか売り上げ上がらぬなら、もうやめていっち

ょこたいっていう、こういうふうなところの考

えに何かなるような気がするんですけど、その

辺についていかがお考えですか。もう今現在予

算ついてないわけですから、その辺についてど

うなんですか。 

○健康福祉政策課長補佐（續 良彦君） は

い。 

○委員長（矢本善彦君） 續課長補佐。 

○健康福祉政策課長補佐（續 良彦君） は

い。御指摘のとおり、実際に軌道に乗らなかっ

たような事業というのも、場合によっては出て

くるかもしれません。 

 ですので、当然そうなった場合、また新た

な、――実際の地域のニーズ、そのあたりを踏

まえたところで、また新たな事業展開あたり

を、シルバー人材センターのほうでまた考えて

いくことになるというふうに思います。 

○委員（堀口 晃君） はい、わかりました。

何かその辺ちょっと今不安なところがございま

すので、この決算の中でですね、お話をさせて

いただく上では、ここの今、自助努力を求める

必要があるというふうにね、お書きいただいて

るもんですから、その辺について、ことしの平

成２７年度は、実質的には予算はふえてるわけ

ですよね、委託のこの補助事業っていうのはね。 

 ですから、これがどんどんどんどんまたふえ

ていくんではないかっていう懸念もありますし、

それと、今おっしゃってらっしゃるこの自助努

力を求める必要があるというようなところが、

矛盾してるような気がするんですけども、それ

についてはいかがですか。 

○健康福祉政策課長補佐（續 良彦君） は

い。 

○委員長（矢本善彦君） 續課長補佐。 

○健康福祉政策課長補佐（續 良彦君） この

シルバー人材センターのこの補助金につきまし

ては、先ほど言いました企画提案型というもの

からですね、また今度、新たな補助のメニュー

のほうに、中が移行しております。で、特に最

近は、請負契約のほうを力点を置くようにとい

うことで、シルバー人材センターのほうも、そ

の請負契約のほうの受注件数をふやすというこ

とで、また別の補助事業のほうで、そちらのほ

うの取り組みを今進めております。 

 ですので、やはりニーズ面を入れまして、ど

うしてもシルバー人材センターの就業機会とい

うのがさまざま変わってまいりますので、でき

れば、時代のニーズを捉えた形で、シルバー人

材センターの会員をふやし、また、就業機会の

拡大を図るということに取り組んでいくという
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ことで、それぞれ人材センターのほうで考えら

れているということで理解をしております。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。今お答えいただ

いたのは、多分、現役世代の雇用サポート事業

という、約１０００万ですね、９８０万ぐら

い。 

 ですから、今回予算があるわけですけども、

そういったところで今、高齢者がね、どんどん

どんどんふえる、少子高齢化というような部分

の中においてふえるわけですから、その辺の就

労、まだ本当に７０代、８０代まだお若いで

す。ですからその方々に、ぜひ社会貢献という

部分でですね、していただくように、このシル

バー人材センターも含めてですね、頑張ってい

ただくようにお願いしておきます。 

 以上です。 

○委員長（矢本善彦君） はい、わかりました。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。今の部分とち

ょっとかぶっところあるんですけど、この企画

提案につきまして、サポートといいますか、そ

の企画される場合に、八代市としてはどういう

ふうなサポートをされてる。どちらがこの企画

をどうやってつくられてるんですかね、まずは。 

○健康福祉政策課長補佐（續 良彦君） は

い、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 續課長補佐。 

○健康福祉政策課長補佐（續 良彦君） この

シルバーのほうが取り組まれます事業の企画立

案につきましては、基本的にシルバー人材セン

ターのほうで提案のほうがあっております。

で、こちらのほうで、特にそういったサポート

というかですね、そういったことは特にはござ

いません。シルバー人材センターのほうでされ

ておられます。 

 以上です。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。請負契約に関

しましてもですね、そちらのほうでされてるん

だというふうに思うんですけど、一般のですね、

企業といいますか、同業種の方々がいらっしゃ

るわけですね。そちらのほうのすみ分けってい

いますか、そういうふうな点に関しては、市と

しては、サポートされては今はいないという状

況ということにとってよろしいですか。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（山田 忍

君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 山田次長。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（山田 忍

君） はい。市としてのサポートといいます

か、シルバー人材センターにつきましては、市

として、いわゆる行政としまして、随意契約と

いうことでの、そういう手法でですね、できる

ということでの規定を設けていますので、そこ

らあたりの業務の委託についてはですね、優先

的な手配といいますか、依頼といいますか、そ

ういうのはやってる――おりますのは事実です

が、先ほど申し上げましたような提案事業につ

いてですね、市のほうで力を入れてですね、バ

ックアップするというようなことはやってない

という、そういった意味合いです。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） やはりですね、民業

をですね、圧迫するような状態、補助金を出し

て、で、安い金額になって民業を圧迫してしま

う、そういう状態は、避けなければいけないか

なというふうに思います。その点もですね、勘

案していただきましてですね、補助金等ですね、

考えていただければなというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（矢本善彦君） はい。 
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○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） はい。６９ページの、

調書のほうです。 

○委員長（矢本善彦君） はい、６９ページ。 

○委員（福嶋安徳君） で、保育士等の処遇改

善臨時特例事業ですけれども、この事業につい

ては、２５年度から開始されて、今度でもう廃

止というような計画になっていますけれども、

今考えてみますならば、保育士等が相当足りな

い状況にある中に、待機児童もふえとるわけで

すけれども、そこらあたりの改善あたりはどう

なるんでしょうね。この、今この事業が、保育

士の養成ができないような事業でなっていきま

すならば、どのような考えでこういった考え、

やっておられるのかですね。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 白川こども未来課

長。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。こど

も未来課、白川でございます。よろしくお願い

いたします。 

 委員御質問の処遇改善の特例事業でございま

すが、こちらは、平成２５年、それから２６年

に実施をいたしました事業でございます。 

 ２７年度からは、子ども・子育て支援新制度

というのが始まりまして、その中の、施設型給

付といいまして、いわゆる私立保育園への委託

料ですね、その中にこの処遇改善加算という形

で実施されるというものでございますから、こ

の特例事業としては廃止をいたしますけれど

も、そのまま、私立の保育所保育委託事業の中

で、継続されるというふうに思っていただけれ

ばと思います。 

 ただ、これまでは、上乗せして別で支給され

ておりましたこの処遇改善分でございますが、

委託料の中に含まれるということで、きちんと

ですね、その処遇改善に反映されるかという心

配も出てきますが、確実にですね、その辺は処

遇改善が実施されますように、これまで同様に

ですね、処遇改善の計画の策定、それから、実

績報告というのが義務づけられているというと

ころでございます。 

 以上でございます。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） やはり、今現在どこの

保育園――保育園、保育所にやはり、この中

へ、年齢の低い子供さんが入れようとする、１

歳児、２歳児ですたいね、そういった方をやは

り保育園に入所させたい気持ちがあるのに、な

かなか入れない状況がまだありますよね。 

 そこらあたりを考えてみますならばやはり、

この事業は廃止ということで、今の支援制度、

私立の保育事業のほうには入っていくというよ

うなことでございますけれども、今現在その私

立のほうでもやはり何か受け入れができないと

いうような状況に、現在あるわけですね。そ

こ、そういったところが改善できていくんでし

ょうかね。そこらあたりを教えてください。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 白川課長。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。本市

の場合には、現在、待機児童というのはいない

という状況ではございます。ただ、例えば、１

番目に希望した保育園、そちらのほうが定員等

がいっぱいで入所がかなわず、２番目、３番目

に希望した保育園に行くというようなケースは

あるかと思います。 

 それと、今回のこの処遇改善事業によりまし

て、保育士の確保ができて、じゃあそういう待

機児童とかいうのの対策につながっているかと

いう部分でございますけども、今回、２６年度

につきましては、この事業についての検証をす

るために、保育士の先生方にアンケートをとら

せていただいております。その中でも、保育士
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さんからは、勤務の意欲が向上したとか、ある

いは、うれしかった、保育士になってよかった

とか、これからも保育士として頑張ろうと思っ

た、そういう意見を多くいただいております。 

 そういうところからもですね、この事業は、

保育士の確保という形につながっていると思い

ますので、今後も、違った形での継続にはなり

ますけども、そういうことによって私立の保育

士の確保につながって、待機児童というのはな

いという状況が続けられるんではないかという

ふうに思っております。 

 以上です。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） 今、待機児童はいない

ということで聞きましたが、実際いるんです。

どうしても入れない人、子供さんが。（｢です

な」と呼ぶ者あり）はい。待っとられるという

人も、どうしても見つけておられる方がおられ

ますけど、今１年間、もうやがて１年になりま

すけれども、入れない人がいるんです。そうい

うのをですね、手落ちにならないようにです

ね、少し考えてやってほしいなと思います。 

 で、これについては、国・県の補助が１０

０、――これは１０、――あ、４分の３か。そ

ういった、県が８分の１ですか、そういった形

で、予算も結構大きな金額がこの予算に、――

決算で８６００万ですね、そういった形で予算

があるのに、そこらあたりの予算は、その次の

事業に継続できるんですか。補助あたりはでき

るんですかね。 

○委員長（矢本善彦君） 白川課長。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。基本

的には平成２７年度も、２６年度と同程度の規

模での予算というのを見込んでおります。 

 以上です。 

○委員長（矢本善彦君） いいですか。 

○委員（福嶋安徳君） はい、わかりました、

はい。 

○委員長（矢本善彦君） はい。ほかに。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。今のに関連なん

ですが、実績報告と計画書策定の義務づけがし

てあるということで、この事業に関しての加算

の部分は、これまでどおり加算されていくとい

うふうに思いますが、この中のですね、常勤の

方と非常勤の方いらっしゃいますね。 

 この非常勤の方が、自分は非常勤でいいとい

うような方がいらっしゃれば別に、それはもう

別なんですが、この非常勤の方が若い方でです

ね、常勤になりたくてもなれないという状況で

あればですね、ここの場合のその処遇改善とい

うものは、どんなふうに考えていらっしゃいま

すか。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 白川課長。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。この

処遇改善事業、実際にですね、賃金を改善する

職員の範囲ですとか、賃金の改善の具体的な内

容、そういったものにつきましては、国のほう

が示しておりますところから、各保育所の実情

に応じて、保育所において決定するということ

になっておりますので、基本的には、保育園の

ほうで決定をいただくということになります。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。私立保育園であ

りますから、経営はその中でいろいろこう、も

うけって言ったらあれですけども、いろんな施

設の補修とかも考えての内部留保あたりもある

んではないかと思いますが、非常勤の方が、今

言いましたように若い方で将来を見込まれたよ

うな方々が、ずっと非常勤であるということ自

体がやっぱり、結婚においても出産において
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も、いろいろと生活にかかわってくる、生活設

計をつくるのにおいてかかわってくるとも思え

ますので、この部分では、非常勤の方が、例え

ばもう四、五年非常勤で、若い方で、将来も常

勤になりたいというようなことをですね、やっ

ぱり、この中身というものはもう職員のほうで

把握するしかないと思いますが、この点におい

てもやっぱり、今後そういう方向にですね、ぜ

ひとも希望をかなえていただけるような方向で

処遇改善もしていただければなと思いますが、

その点は何かちょっと思われるところあります

か。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（山田 忍

君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 山田次長。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（山田 忍

君） はい。民間の保育園ですので、そちらの

運営する社会福祉法人の独自的な採用のルール

があります。市役所においても、試験制度とか

ですね、やってますんで、なかなかそちらの保

育園を運営する法人のほうに、市からですね、

そういった命令的なことっていうのはなかなか

難しい状況でありますので、いろんなこの一般

的なこの社会、今の情勢ですね、社会状況の中

で、自発的に民間の保育園がですね、そういう

ような今おっしゃられたですね、自主的に非正

規から正規にと、職員にということでですね、

若干そういう流れも出てきてますんで、それに

民間の保育園が自発的に自主的に取り組んでい

かれるということを、期待したいなというふう

に思ってはいるんですが、そういった状況です

ね、はい。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。命令というよう

な強い言葉ではなくてもいいんですが、自発的

にということは、それに気づかないことには自

発的な気持ちにもならないとも思いますので、

ぜひですね、気づかさせていただけるような、

そういう場を、指導というのを、命令に少し近

いのかもしれませんが、そういった場を設けて

いただければなと。実績報告、計画書策定を出

されるわけですから、その時点でも話はできる

と思いますので、そういった場をつくっていた

だければなとも思います。 

 これは意見ですけど。はい。 

○委員長（矢本善彦君） はい。よろし……。 

○委員（前川祥子君） で、あともう一つよろ

しいですか。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。それから、障が

い児通所支援事業、５６ページですが、児童発

達支援の人数が２２３０名ですね。これは実

際、増加傾向にあるんでしょうか。 

 で、もし増加傾向にあるのであれば何か、こ

こは支援されてるっていうことですけども、手

だてというようなこと、また、なぜその増加し

ているのかということを、お考えになられたこ

とはありますでしょうか。 

○障がい者支援課長兼障がい者虐待防止センタ

ー所長（上田真二君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 上田障がい者支援課

長。 

○障がい者支援課長兼障がい者虐待防止センタ

ー所長（上田真二君） はい。障がい児通所支

援事業の中の、児童発達支援ですね。延べ人数

で２２３０名ということで出しておりますが、

これは年々増加をいたしております。 

 で、要因といたしましては、社会的にです

ね、児童の発達障害に対する認識がですね、非

常に広まってきたということ、それとあと、子

供の障害についての保護者の方のですね、受け

入れ、需要がですね、高まってきたというよう

なことがございまして、小さい段階から、療養

サービス、――療育のですね、サービスを受け

られるというような方が、ふえてきたという状
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況にございます。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。これに対して手

だてというものを考えられたことがあるでしょ

うかということに関しては、どうでしょう。 

○委員長（矢本善彦君） 上田課長。 

○障がい者支援課長兼障がい者虐待防止センタ

ー所長（上田真二君） はい。そうですね、児

童の発達障害につきましては、小さいころから

ですね、健診がございますし、保健センターの

ほうともですね、連携しながらですね、なるだ

け早いうちから発達の検査あたりをですね、受

けていただいたり、相談をしていただいて、少

しでも早いうちからですね、療育のほうに参加

していただくような形で、働きかけをですね、

行っていきたいというふうに考えているところ

です。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。これは本当に増

加傾向にあるっていうの、私も承知しておりま

した。 

 でですね、これ全国的にっていうことで、本

市においても増加しているんだなというふうに

ちょっと感じたんですが、これがですね、今国

・県の支出金はございますが、一般財源も今使

われてますよね。多分これはもっと一般財源も

使っていかなければならないような状況になっ

ていくんじゃないかなというふうに、心配して

ます。 

 で、早い段階でっていうことなんですが、要

するに、そうじゃないかなという、本当に軽い

状況のときに、親なりその指導される方なり

が、よい方向に持っていく、方向性を持ってい

くっていうことが非常に大事だと思うんですよ

ね。だから、まずは親が認識してもらうってい

うことが非常に、第１番目の条件だと思いま

す。 

 で、要因を、認識が広がっているというふう

におっしゃいましたけど、私はまだまだです

ね、親の、保護者の方々が認識してる、認識す

るというのが、なかなか親としてはできにくい

状況にあるんじゃないかなと。我が子はもう健

全――全く肢体不自由なく精神的にも異常なく

というふうに思ってるのが、少しおかしいとこ

ろがありますねって言われても、発達障害だと

いうふうに認識したくないという状況の保護者

の方が、やっぱりまだ多いんじゃないかなと思

います。 

 ですから、早い段階で本当に認識していただ

いて、それも、これから今少しずつやっていけ

ば、学校に上がっても、小学校、中学校上がっ

ても、そんなに普通の子供さん方とは変わりな

く本当に生活できますよというような、そうい

った指導をですね、きちんと相手の気持ちにな

ってしていただくことが一番大事なことだと思

います。でないと、本当にこれ、ますます広が

ってですね、一般財源必ずふえてくると思いま

す。 

 ですから、これはもう一つは教育委員会との

連携も必要だと思いますので、ぜひともこの点

をですね、強く要望しておきますけども、この

今の点に関しては何か、お考えがあればお聞か

せください。 

○委員長（矢本善彦君） 上田課長。 

○障がい者支援課長兼障がい者虐待防止センタ

ー所長（上田真二君） はい。もう委員おっし

ゃるとおりですね、なるだけ早い段階から取り

組むということで、少しでもですね、早い段階

から訓練なり、あるいは、さまざまなですね、

知的な面とか、あるいは体力的な面の療育って

いうのに取り組むことっていうのが非常に重要

だというふうに言われておりますので、委員お

っしゃったように、就学になりましてもです

ね、教育委員会のほうとも連携をしながら、力
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を入れていきたいというふうに考えておりま

す。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。で、最後にです

ね、これ、家庭環境にもかなり影響してくると

ころもありますので、なかなか手につけられな

い部分ではありますけども、これはやっぱり家

庭環境に関しても、社会問題というふうに捉え

て、市政、それから議会でもやっぱり、ある意

味何らかの施策をやっていく必要はあるという

ふうに思いますので、これも私からとしての意

見といった形で述べさせていただきます。 

○委員長（矢本善彦君） はい。 

○委員（村川清則君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 村川委員。 

○委員（村川清則君） はい。５８ページのつ

どいの広場事業ですけれども、５９ページのこ

どもプラザ事業に比べて、余りにも１日平均の

利用者数が少ないように思います。これ、地域

性もあるとは思うんですが、もっと利用者数を

ふやす工面だとか、あるいはやり方だとか、あ

るんじゃないかなと思うんですが、その辺でお

願いします。 

○委員長（矢本善彦君） 白川課長。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。利用

者数が少ないんではないか、もう少しふやせな

いかということだと思いますが、つどいの広

場、こちら、ぽけっとといいまして、振興セン

ターいずみの２階に設置をしているものでござ

います。年間の延べ利用者数は、平成２５年度

は３８５人でございましたけれども、平成２６

年度は５５４人ということで、増加をしている

という状況でございます。 

 それから、平成２５年度の数字にはなります

けれども、子供の実利用人数ではですね、泉町

と東陽町の、ゼロ歳から６歳までの家庭内保

育、いわゆる保育園に行ってらっしゃらないお

子さんの人口に占める割合としましては、５４

％でございました。また、泉町だけで――泉町

に設置してありますので泉町だけで見れば、８

８％の子供が利用したというような状況でござ

います。 

 だから、年間の利用というのは決して多いと

いう感じではございませんけれども、ニーズは

確実にあるんだというふうに思っております。

今後もですね、利用者がふえますように、広報

紙ですとかホームページ等使いましてですね、

広報、周知には努めてまいりたいと思っており

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（矢本善彦君） 村川委員。 

○委員（村川清則君） はい。ありがとうござ

いました。こういう書き方すれば何か、極端に

少なくて、これこそ何か費用対効果がどうなの

って感じになりますんで。まあでも、これから

もこういう子育て支援というのは、地方創生の

ポイントだと思いますんで、継続して頑張って

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（矢本善彦君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。７０ページので

すね、生活保護費給付事業、先ほどちょっとケ

ースワーカーとメンタルヘルスケアのお話をさ

れたんですが、私はちょっと数字のほうのちょ

っとお話を聞きたいなと思ってるところです。 

 平成２６年度と平成２５年度比べると、約１

億円まだふえている状況でございます。また、

生活扶助であったりとか住宅扶助もふえつつあ

るという状況の中で、先ほどですね、部長のほ

うの総括の中で少し出てきたところが、不正受

給事案も散見されるというようなところがござ

いますけども、不正受給の部分についてどのく

らいあるのか、それ、わかる範囲でお聞かせい

ただければと思います。 

○生活援護課長（中田利一郎君） はい。 
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○委員長（矢本善彦君） 中田課長。 

○生活援護課長（中田利一郎君） はい。不正

受給につきましてですけれど、主なものとしま

してはですね、年金等の資格を持って受給しと

られた方等の無申告、それから稼働収入の無申

告と過少申告ですね、それからあと、交通事故

等による補償をもらっておりながらその申告が

なされていないなど、そういった申告義務がご

ざいますが、それも再三、開始時から毎年毎年

ですね、訪問のときに指導をしてるんですけれ

ど、そういったことをされなかったという件数

が毎年ございます。 

 で、２６年度につきましては、不正受給とい

う形での分につきましてはですね、７８条はで

すね、５４件ございました。 

 で、この７８――不正受給につきましては、

昨年の６月から、――７月からですね、生活保

護費の中で相殺がすることが可能になりました

ので、不正されてですね、もう過去のものです

から、そのときに現金をお持ちじゃないので、

一括で返還っていうのがなかなか難しゅうござ

います。また、保護を受けてるっていうこと

は、それだけ最低保証の基準額ですので、なか

なか余裕がない。で、それがですね、昨年の法

改正で、生活保護費のほうから、本人の同意が

あれば、それを収入として、こちらのほうに、

市のほうに返還できるようになりまして、現在

そういう形での分割等によってですね、保護費

のほうを返還させていただいているというよう

な状況でございます。 

 以上です。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。今、不正受給の

件数は５４件という、これが多いのか少ないの

かという部分についてですね、何かもうびっく

りしたところです。二、三件かなと思ったら５

４件あるっていう状況の中で。 

 それと、７月から、受給されている分の中か

ら相殺するというような状況なんですけど、い

や、これですね、言うなら犯罪みたいなもんで

すよね。だけん、やっぱペナルティーか何か課

す必要があるんじゃないかというように思って

るところなんですが、その辺のところについて

は、まあ本当、生活困窮されてる状況の中で今

生活保護もらってらっしゃるという状況も加味

するんですけども、それをですね、不正に受給

するというやり方は、私はこれ、何か犯罪につ

ながるような気がするんですけども、その辺の

ペナルティー――ただ単に受給から引くんでは

なくて。それぐらいでいいんですかね。 

○生活援護課長（中田利一郎君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 中田課長。 

○生活援護課長（中田利一郎君） はい。悪質

な場合とかですね、そういったときには、告訴

等も含めてですね、できるようになっておりま

す。 

 で、本当ペナルティーというのが非常になか

なか、今までもかけれない、待ちの状態でござ

いまして、こちらからは指導をしますが、ま

た、返してくださいと、毎月決められた分入れ

てくださいということで、そうやったんです

が、なかなかそれが進んでいなかったっていう

ところで、昨年の６、――７月かな、保護費で

相殺ができるようになったことと、また、大き

なですね、額の不正等がありましたときにはで

すね、当然それは、ペナルティーっていいます

か、皆さんにですね、不正をするといろいろ、

警察っていいますか、そういったところからの

こともあるというようなことを、捜査も入ると

いうようなことで、詐欺罪っていう位置づけに

なるかと思いますが、そういったことがあるか

というところで、警察ともですね、十分協議を

進めながらですね、対処していきたいと考えて

はおります。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 
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○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。済みません、そ

の５４件でですね、総額幾らなりますかね。不

正受給されたっていう部分。去年の７月からっ

ていうことですんで、もう１年はたっておりま

すよね。 

○生活援護課長（中田利一郎君） 去年のです

ね……。 

○委員長（矢本善彦君） 中田課長。 

○生活援護課長（中田利一郎君） はい。去年

の調定額としまして、９１４万円ほどございま

す。（｢９１４万」と呼ぶ者あり）はい。で、

その中でですね、徴収されたものが１１３万円

ほどで、５４件のうち４９件はですね、納付を

一部ずつでもされている状況でございます。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 残りの８００万程度

は、回収可能なんですかね。 

○生活援護課長（中田利一郎君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 中田課長。 

○生活援護課長（中田利一郎君） はい。残り

につきましても、保護費で相殺できる部分につ

いてはですね、回収が可能かと思いますが、た

だ、もう死亡されたりですね、によって、廃止

となった場合とかになりますと、その分の回収

というのは非常に難しいところがございます。 

○委員（堀口 晃君） はい、わかりました。 

 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。あと２点ほどで

すね、お聞かせいただきたいんですが、その中

で詳細についてありますけども、扶助費が幾つ

かありますけども、その中の、出産扶助という

今回１世帯の延べ１人、１１７万というように

上がってますよね。で、昨年は出産扶助で、５

世帯で１４１万５０００円。５世帯の５人で１

４１万で、今回１世帯の１人で１１１万。この

辺の差はどういうことなんですかね。 

○生活援護課長（中田利一郎君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 中田課長。 

○生活援護課長（中田利一郎君） 済みませ

ん、そちらですね、記載ミスでございまして、

実際はですね、３世帯の３件でございます。申

しわけございません。（｢今言う。今か」と呼

ぶ者あり） 

○委員（堀口 晃君） はい、じゃもう１件。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。その下のです

ね、葬祭扶助。これ２５件で、２５世帯で延べ

２５人で、４０７万円ですよね。（生活援護課

長中田利一郎君「はい」と呼ぶ）で、昨年は、

同じ数字、２５世帯の２５人で、４７９万。約

４８０万ぐらいあるんですけども、全く同じ状

態の中で、２５世帯２５人で、こんだけ、７０

万も、７０万も８０万も違うっていう状況は、

どういうふうな計算の仕方するとこうなるんで

すかね。 

○生活援護課長（中田利一郎君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 中田課長。 

○生活援護課長（中田利一郎君） はい。葬祭

扶助につきましては、上限がですね、１８万３

００円でございます。で、それぞれ、葬祭場が

ございますが、その中で、少なくですね、でさ

れるところもございまして、上限が１８万３０

０円ですので、その範囲内でということで、１

件１件の……。 

 費用がちょっと変わってくるかと思います。 

○委員（堀口 晃君） はい、わかりました。 

 はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。訂正については

ですね、早目に訂正を言っていただければあり

がたいです。（生活援護課長中田利一郎君「申

しわけございません」と呼ぶ） 

○委員長（矢本善彦君） 中山委員。 
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○委員（中山諭扶哉君） はい。６９ページの、

先ほど前川委員が言われた分なんですけど、保

育士の処遇改善ということで、この中で、改善

月額について記載があるんですけど、これは、

実際の、もらわれたっていいますか、実際改善

された金額ということでしょうか。 

○委員長（矢本善彦君） 白川課長。 

○こども未来課長（白川健次君） はい、その

とおりでございます。これは、今お示ししてお

ります金額は、１人当たりの改善月額というこ

とでお示しをさせていただいておりますけれど

も、書いてありますとおり、常勤の保育士で１

万７１６円。これ、ちなみに平成２５年度は１

万１９８６円の金額でございました。で、非常

勤の保育士で８０３４円、２５年度は８８１５

円。それから、保育士以外の調理師ですとか事

務職の方が７８８５円と、２５年は８００９円

というような状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（矢本善彦君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） もう１回聞きますけ

ど、これ、実際の支払われて処遇が改善された、

一人一人の平均っていいますか、単純に延べ人

数で割った分ではないよということでよろしい

ですか。 

○委員長（矢本善彦君） 白川課長。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。申し

わけありませんでした。これにつきましては、

要は、保育士等に支払われた総額を、延べ月数

で割らせていただいた金額ということでござい

ますが、実際一人一人に払われたというわけで

はなくて、正規の保育士から臨時の保育士と保

育士以外というところでの平均の金額というふ

うに思っていただければと思います。 

○委員長（矢本善彦君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。済みません、

ちょっと記憶が間違ってたら訂正しますけど、

その事業のときに、１円でも保育士に行く分が

上がってれば、そういう処遇改善されるんです

よというような意見を聞いたような気がするん

ですけど、その分、要は、保育園のほうで、手

数料といいますかその事務手数料があるかもし

れませんけど、その分とかを引かれてるような

状況は、これにはないわけですね。 

○委員長（矢本善彦君） 白川課長。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。事務

手数料の差し、――を取っているという部分は

ございませんけれども、保育士等の賃金月額が

上がったことによりまして、要は、法定福利の

事業主負担分というのも上がります。その部分

の一部については、この処遇改善の給付金事業

の費用を充ててるところはあります。 

○委員長（矢本善彦君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。実際この金額

が本当に渡ってるのかというのを、ちょっと危

惧した部分があったもんですから一応確認した

次第でございました。はい。ありがとうござい

ました。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、ちょっとよろ

しいですか。 

○委員長（矢本善彦君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 関連でね、課長かな、

要はこの保育士の処遇の改善というのは、国

が、やっぱいろんな問題等があって保育士に対

してね、やっぱり今その私立保育園というのは

なかなか厳しい経営状況あった実態があるんで

すよね。そういう状況で、国がこのような１つ

のやっぱ事業を進めようと、補助事業進めよう

っていうことで、私はこれはもうすばらしいで

すね、改善の事業なんですよ。保育士さんたち

にとってはですね。まあ調理師さんも含めてで

すよ。それはもう大事な事業であります。 

 その中で一般会計を見ても、はっきり言って

から１０００万ぐらい、一般会計。ですね。あ

とは全部これさっき――、国から出た４分の３

から、県がですよ。だからこれはもう、必ず会
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検なり何か検査が入るんですよ。私たちが何々

言う必要はないんですよ。 

 ところがやはり１０００万は一般財源から、

市民の血税で１０００万出してるからね、それ

についてはやはり、コミュニケーションをとっ

て、園と、４４園の園長なり担当の方々と聞き

ながら、こういう一つのことが起きないように

ということは、何らかの形が言えるという。 

 それはもう言えるんですよ、もちろん改善と

いうのは。必ず苦情が来ます。４４園のうちに

誰からどっかの園が、適正な処置を処遇してな

かったという声が出たら、行政としてはそれは

きちっとした、県に報告し、そしてまた国に報

告すれば、国は必ず会計検査が入るし、県は

県、定期検査が入っていくわけですよ。 

 そういうことをですね、私たちもしっかり、

本当に保育士さんなり、まあ常勤も非常勤も含

めてでありますが、人に対して必ず行き届くよ

うに。それはもう理事長初め園の方々はです

ね、それだけの経営しておられると思います。

そういうことを含めながら、我々行政、今回の

決算の中で見る中ではですね、これはもう、私

のこれは意見でありますけども、ぜひともです

ね。 

 自発的にって次長は言われたんですけれど

も、自発的はいろんな意味があります。私は、

自発的にうちが、行政がするのか、自発的にそ

の理事長さん、園の責任者がするのかですね、

その感覚ですからね。 

 ですからやっぱし、どっかではやっぱチェッ

クがあるということはですね、しっかりして、

チェックがあって八代の行政が、担当の窓口

が、行政が、責任のないようなことはしておか

ないかぬということをですね、認識をしてほし

いというふうに思います。 

 これについては私、終わりますが、委員長、

時間はよろしゅうございますか。昼からしまし

ょうか。どうですか。（委員堀口晃君「私もま

だ質問がちょっと。後戻りできないっていうこ

とですんで。済みません」と呼ぶ） 

○委員長（矢本善彦君） ああそう。はい。 

 それでは、昼から、１時１５分から昼いたし

ます。休憩に。 

 それでは、午前中の審査を終了ししばらく休

憩いたします。午後は１時１５分から開会いた

します。（｢お疲れさまです」「どうもありが

とうございます」と呼ぶ者あり） 

（午後０時１０分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時１３分 開議） 

○委員長（矢本善彦君） 休憩前に引き続き、

決算審査特別委員会を再開いたします。 

 午前中の審査は、第３款・民生費について質

疑の途中でありましたので、引き続き質疑を行

います。質疑ありませんか。 

○委員（山本幸廣君） ちょっとよろしいです

か。 

○委員長（矢本善彦君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） ２点ぐらいあるんです

けども、まずはですね。 

○委員長（矢本善彦君） 何ページですか。 

○委員（山本幸廣君） ４５ページ。 

○委員長（矢本善彦君） ４５ページ。 

○委員（山本幸廣君） 老人クラブ助成事業の

中で、次長から説明がありました。今後の方向

性は、市による実施、要改善というところであ

りますが、その中での今後の方向性、これを、

若手高齢者の加入促進を支援をするということ

であります。 

 担当部としてもですね、私なりに、――私も

老人クラブに入っておるんです。活動をしなが

ら、活動の中身についても、今のままでいいの

かなということをですね、毎日のように痛感を

してきて、加入してこないという現状で、老人

クラブがもうはっきり言ってクラブの機能を果

たせないというような状況のところもあるそう
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でありますが、私のところも大変、町内であり

ますけども、これはもう実例でありますが、そ

ういう状況にあるという中で認識をして質問を

いたしたいと思いますが、ことしの決算で不用

額は余り出てないんですが、２７年の当初の予

算見ても、ほとんど予算が変わってないという

状況なんですね。 

 こういう状況の中で、じゃあどのようにして

その加入促進をするのかという、そこらあたり

を担当部として考えておるのかおらないのか、

それとも、その各クラブに対してもう任せとる

というような状況であるのか、それをちょっと

説明していただきたいと思います。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 秋田長寿支援課長。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） はい。長寿支

援課の秋田でございます。 

 老人クラブにつきましては、確かに加入者の

なかなかふえないという状況がございます。６

５歳以上人口につきましては、本市は、向こう

５年間ぐらいは増加を続けると見込まれている

中でございますので、潜在的な加入希望者、あ

るいは、――はいらっしゃるものと思っており

ますが、なかなかその加入者がふえていかな

い。 

 その要因といたしましては、活動内容につい

ての周知がなかなかできてないのではないかと

いう部分を、感じてるところでございます。単

位のクラブの活動が活発になれば、当然全体と

しての底上げはできるものと思っておりますの

で、まずは、活動内容についての正しい周知か

ら入ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

 はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） そのような方向性って

いうのは、しっかり受けとめますが、要は何で

も事業なりクラブとかの活動するのは、予算が

伴うというのが一番大事なんですね。 

 で、予算が、その活動した内容の中で予算等

が適当であるのかというのは、これも執行部が

ですね、きちっとした、財政部との予算編成を

するとき、そしてまた、査定を受けるときにで

すね、しっかりその内容等を財政部にはつなげ

なければ、現状つなげなければ、予算は計上で

きないという、そういう状況になる。もう増額

もできないし。まあ減額はもうすぐでくるんで

すけども、増額はできないという、そういう状

況になりますので。 

 ６２２万３０００円というですね、決算が出

ましたので、あえてそのクラブの会員数が７５

６０人かな。この数字かな。で、１人当たり幾

らになるかなというと、内容っていうの、活動

内容わかりますが、予算が伴わぬとしゃが何も

できぬというのが、私は老人会長さんなりそう

いう方々の意見ってのは、もうほとんどの方が

そう言っておられますね。 

 そこで、そこで７００万というのが妥当なの

かと、私は思うんですよ。ほかずっと事業を予

算見る中でですね、これだけの人数のおられる

中で、健康管理もせな――、人間の財産は健康

である言葉がありますように、やっぱ健康って

のはこの６５歳から一番ですね、生活習慣病と

いうのがはやってくる、そういう時代に入るん

ですね。ですから、この老人クラブ活動という

のは、内容をどういうクラブ活動すんのかとい

うことをですね、真剣に捉えて。 

 私一例、一例申し上げますけども、もう皆さ

ん方は御存じかと思いますが、南西諸島に小浜

島という、小浜島という、小さい浜に島とい

う、小浜島っていう島の、そこのまちが竹富町

というまちでありますけど、今物すごくその女

性の方々、８０歳から９８歳までの方が、はっ

きり言ってから、ＫＢＧ８４――小浜島おばあ

ちゃん合唱団という。ネットで見てください、
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すぐ。帰ってからネットで見てもらえば、すぐ

わかります。 

 その人のグループっていうのは、７０歳から

８０歳までにはですね、はっきり言ってから、

もう研修生という形の中で、約４０名の方々が

ですね、今オファーがあってですね、もうほと

んどここ何年か。ちょうど結成されて２０年と

いうことでした。それで東京でコンサートをす

る。 

 今ちょうどですね、この前ちょっと私がその

インターネットを見てたときに、ニューヨクと

いう言葉が出てきましたので、どっか近くの温

泉に入らすとかなと思うたけど、アメリカのニ

ューヨークにコンサート、オファーが来てると

いうことで、アメリカまでなかなか行けないか

らということで、夜空のですね、夜の夜中の夜

空で、そのロケーションで、ニューヨークに行

ったそのロケーションの中でですね、やられ、

テレビで撮られるそうでありますが、まあネッ

トでしっかり見てください。 

 その方々が物すごく、もう健康なんですよ。

それはなぜか。その方々が健康長寿というの

は、笑って歌って、笑って歌って踊る。これを

やったら物すごい健康にはいいということです

よ。だから、老人クラブにしてもですよ、何か

の笑って踊って歌う、そういう中での活動の事

業というのをですよ、こっちからでも提案をし

ていただければ。 

 よろしければですね、そのＫＢＧというの

は、小島の小をとりましてから、それとばあち

ゃんのＢとりましてから、そして合唱団のＧと

いう、ＫＢＧ８４と。８４歳の方が平均なんで

す。だから８４と。私も感銘してですね、近い

うちに私もそこに行きたいと思ってますけど

も、一番南西諸島で遠いところですけどです

ね。物すごく若者に通用する、その合唱団の曲

なんですよ。今もうほとんどテレビ映ってきま

す、ネットだったらですね、おばあちゃんたち

ゃ鉢巻きしあげてからですね、それ、現地の洋

服の中でサンダル履いてから踊って。それ今東

京でもぼんぼんやっておられるということで。 

 老人クラブ関係にもですね、このような何

か、このような、まあ事業と言っていかぬか、

このようなサークル活動とかですね、立ち上げ

るようなことをしていただければ、また違うと

思うんですよね。今、もう老人会じゃ食うちょ

るばかりですもん。私も入っております。で、

この前ちょうど天草に研修で、――研修旅行で

した。土産買っくるとが楽しみなもんでです

ね、で、あとはもう、はっきり言ってから何も

今ないっていうような状況であるわけですね。 

 で、もう御存じのように、サロンもなくなっ

ていくし。ですね。もう本当寂しいような老人

クラブ活動なってきましたんで、それをどうや

って充実するかということをですね、今回の決

算見ながらですね。新年度予算もほとんど変わ

りませんね、６２２万４０００円ですから。で

すから、２７年度の予算も変わりません。 

 で、よろしければですね、２８年度予算、こ

れからひとつ、１２月になりますと編成時期に

入っていきますので、来年度は少しその中身を

変えて、予算が１０００万以上ぐらいですね、

立ててやられるように、ちょっと御検討方して

いただきたいと思いますが、今秋田君が、課長

が頭をですね、しっかりわかったというその姿

勢がありますので、（笑声）説明は聞きません

けど、その意気込みだけお聞かせいただけれ

ば。はい。 

○委員長（矢本善彦君） 秋田課長。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） はい。ありが

とうございます。確かにおっしゃるとおり、会

員数につきましては、単位クラブ数につきまし

ても減少傾向が年々続いてきておりまして、何

らかの策が必要だということは十分認識いたし

ております。ただいまいい御意見いただきまし

て、私どもも今後もっと勉強させていただきた
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いと思っておりますので、来年度予算に向けて

しっかり頑張っていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 本当に力強い説明をし

て、意気込みを聞かせていただきました。 

 まずは行事をある程度、少しふやしてです

ね、していただきゃあ。私入っておりますけど

も、ゲートボールとグラウンドゴルフに私は参

加します。大体グラウンドではホールインワン

をするし、ゲートボールではたまにけんかしな

がらですね、１戦、２戦勝っていく。あの喜び

というのをですね。やっぱそういう形の中で、

中身どういうクラブ活動していくかと、老人が

ですね。 

 それはやっぱ必ず医療費の抑制にかかわって

くるんですよ。６５歳からですからですね。そ

ういうことをひとつ、しっかり検討していただ

くようにお願いしたいと思います。 

 もう一つ、委員長よろしいですか。 

○委員長（矢本善彦君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） ４７ページの老人福祉

施設の入所の措置の事業で、決算の中では、２

億２１５８万計上してありますね。で、今回に

ついては事業団に、その中で今後の方向性につ

いては、３の市による民間委託の拡大、市民等

との協議ということなんですが、――協働で書

いてありますが、入所措置については今後も現

状どおり実施していくと。 

 私は、今回事業団へ民間委託されるというこ

と、どれだけのメリットがあったのかというこ

となんですね。現状の、当初の予算、ここ３年

間、５年間の間の予算をずっと見ながら、委託

のときに下がるのか上がるのかというのが一番

の行政マンの仕事なんですね。現状維持なら

ば、はっきり言って現状維持でいいわけです

ね。何も委託する必要はないし。委託したらこ

れだけのやっぱ数字が変わりましたよというこ

とを、私は決算の中でですね、出てきて。 

 不用については５４２万２０００円かな、

（｢８０」と呼ぶ者あり）５８２万２０００円

ですね。これは入所が減ったということの、次

長の説明がありましたよね。で、入所が減らな

いように努力をせないかぬ。そういう一つの、

やっぱその努力も姿勢もですね。 

 だからこそこれは、私はもう、事業団に委託

はされたんですけども、将来の、――将来は、

私は、今のような人口減少、うちの財政計画か

らですね、総合計画を見た中では、もうこうい

う施設というのはですね、もう早く民間に売買

をする、こういう一つのスリム化をしていかな

ければ私はいけないと思うんですよ。事業団に

民間委託したからいいってもんじゃないんです

ね。よろしければ、もうはっきり言ってからい

ろんなところに売買をしていって、スリム化を

していく。 

 特に福祉関係はそうなんですよ。福祉関係は

もうプロに任すのが一番いいんですよ。だから

こそやっぱ行政で、福祉事業しとるところはで

すね、大変厳しいんですよ。 

 そこらあたりについては、ぜひとも、老人福

祉の施設、日奈久についてはですね、今の決算

状況見てですよ。２億２０００万ですから、年

間ですね。それを１０年すりゃ二十何億なんで

すよ。もう売買したらもう要らないわけですか

らですね。それだけのやっぱその感覚を持って

いただければ、売買が一番いいんですよ。です

ね。そういうことを考えてやっていかにゃ。も

う１０年しとったらですね、早く売っとったら

ば二十何億浮いとるわけですから。そういうこ

とも大々的なやっぱしメスの入れ方というの

も、検討する必要があるんじゃなかろうかと。 

 私なりに今回決算見て、事業団に委託された

中でですね、事業団へ委託したときに、がたっ

と３年間のその予算計上、決算見てですね、下
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がってきとれば私は何も言わないんですけど

も、現状維持ならば何も事業団に民間委託する

必要もないしですね。そういうこと、それは決

算が赤字だったらですよ、しようがないわけで

すけどですね、というふうに感じましたので、

まず指摘をしておきます。 

 それについて、担当部、あ、秋田君か。じゃ

あ説明をしてください。 

○委員長（矢本善彦君） 秋田課長。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） はい。まず、

保寿寮につきましては、平成２６年４月１日に

社会福祉法人八代市社会福祉事業団のほうに譲

渡されておりまして、現在市立での施設は、市

は所有しておりません。 

 次に、この事業の２億２１５８万円の中身で

ございますけども、これは、老人福祉法の中

で、６５歳以上の方であって、環境上の理由及

び経済的な理由により、居宅――在宅で養護を

受けることが困難な方については、市町村のほ

う、市町村が、養護老人ホームに入所を委託す

ることという規定がございます。 

 で、これに基づきまして、養護老人ホーム

の、市内には２カ所、それから市外にも施設が

ございますが、そちらのほうに措置という形

で、八代市が委託料を払って、また、入所者か

らの負担金を徴収して、入居させている施設で

ございまして、介護保険の適用事業所ではござ

いません。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） もうわかっておりま

す、それ。はい。ありがとうございました。 

 次ですね、５７ページ。臨時福祉給付金の給

付の事業について先ほど説明がありましたが、

少しまだ理解ができないもんですけん、次長の

ほうでですね、――次長説明したか。（健康福

祉部次長兼福祉事務所次長山田忍君「ああ、は

い」と呼ぶ）されたですね。 

 なぜかといいますと、当初予算が７億３００

０万ぐらいあるじゃなかですか。当初予算です

ね。それから、決算で４億２５００万。国庫の

支出の中で１０分の１０なんですけども、一般

財源でマイナスが出ておりますね。で、不用額

はこれだけ出とるわけですけども、平成２７年

は、これは２億４０００ぐらいかな、予算計

上、当初予算。平成２７年。 

 で、このような数字の流れというのが私ちょ

っと理解に苦しむもんですけんでから、よろし

けりゃある程度中身について説明していただけ

んかな。 

○健康福祉審議員兼臨時福祉給付金支給事業推

進室長（柿本健司君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 柿本臨時福祉給付金

支給事業推進室長。 

○健康福祉審議員兼臨時福祉給付金支給事業推

進室長（柿本健司君） はい。こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）臨時福祉給付

金支給事業推進室の柿本です。よろしくお願い

します。 

 今の御質問ございましたとおり、２６年度の

予算と２７年度の予算のところの、まず金額の

差についての簡単な御説明ですけども、これに

つきましては、２６年度の当初予算の編成時に

つきましては、支給対象者についての対象者数

の大まかな基礎データというものはございませ

んでしたので、国から示しがありました算定シ

ートというものを用いまして予算を作成をした

結果、このような、結果としまして、３億円を

超えます不用額が生じたというような結果にな

りました。 

 で、２７年度につきましては、２６年度の実

績を踏まえまして、大体大まかな支給対象者の

概数というものが把握できておりましたので、

人数としまして３万５７００人分の６０００円

というような形での、予算編成をさせていただ
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いたというところでございます。 

 以上です。 

○委員長（矢本善彦君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。大体わ

かりました。詳細に聞きたかっですけども、な

かなかですね、いけないと思いますから。 

 要は私たちがわからないかぬのは、そういう

中身についてがなかなかわからなかったという

ことで、今質問したわけなんですね。２７年、

特に支給関係言われてですね、データがなかっ

たからという、国の一つの積算の中でそれを参

考にしたということですけども、今回の、だけ

ん２７年の予算をですね、しっかりした中で、

それに近い、はっきり言って積算をされたとい

うことで、御認識をしてよかかと――いいです

かということをお伺いしますけども、それでよ

ろしいんですね。 

○健康福祉審議員兼臨時福祉給付金支給事業推

進室長（柿本健司君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 柿本室長。 

○健康福祉審議員兼臨時福祉給付金支給事業推

進室長（柿本健司君） はい。ただいまのあり

ました御意見のとおり、２７年度のほうです

ね、予算を執行していきたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○委員長（矢本善彦君） いいですか。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長よろしい

です。 

○委員長（矢本善彦君） ほかに。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。４９ページの下

段のほうの、地域福祉基金事業。まあ説明はな

かったんですけども、平成２３年の３月３１日

現在で２億１４７７万の基金の積み立てがあ

る。 

 このそもそものこの地域福祉基金のですね、

あり方、何に使うのかというふうな部分、それ

ともう一つは、これまで活用補助金を中心とし

て事業を行ってきたため、今後は新たな活用手

段を検討していくというようにありますが、こ

の新たな活用手段というのはどういうふうなこ

となのか、お聞かせいただきたいと思います。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（山田 忍

君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） はい、山田次長。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（山田 忍

君） はい。地域福祉基金につきましては、合

併時、２億円で創設をした基金でございます。

で、そもそものその目的につきましては、社会

福祉の向上ということでの財源に充てるという

ことで、合併時に創設した経緯がございます。 

 で、その後の増額につきましては、ふえた部

分につきましては、個人とか団体からの寄附金

がございました。それを積み立てていく。寄附

につきまして、一部につきましてはその事業に

使ってる部分もあるんですが、基本的に積み立

てをしてきた、その結果として今の積立額が残

ってるというようなことでございます。 

 いろんな地域福祉に関連する事業の、福祉施

策の事業に充てるということでのですね、基金

の活用をしたいということで今考えておるんで

すけども、今のところですね、積み立てをやっ

てるという状況です。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。合併時２億円で

設置をしたということで、１４００万ぐらいふ

えてきたのかなと。 

 平成１７年ですよね。もう合併して１０年な

るわけですよね。で、それで、どんな事業をや

ってこられたですか。いろいろ事業に使ってい

ると今おっしゃいましたけども、どんな事業を

されてるんですか。 

○健康福祉政策課長（西田修一君） 委員長。 
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○委員長（矢本善彦君） 西田健康福祉政策課

長。 

○健康福祉政策課長（西田修一君） はい。ど

んな事業をやってきたかということでございま

すけれども、現在私のほうで把握してる事業と

いたしましては、平成２４年度、２５年度、２

６年度につきましては、緊急時医療情報カード

の作成分ということで、そちらのほうに、用途

のほうで、この基金で対応しているところでご

ざいます。それ以前の部分につきましては、申

しわけございません、手元に資料ございません

ので、把握はしてないところでございます。申

しわけございません。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。その情報カード

は幾らぐらい使ってますか、２４、２５、２６

で。 

○健康福祉政策課長（西田修一君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 西田課長。 

○健康福祉政策課長（西田修一君） ２４年度

につきましては約６２万円、２５年度につきま

しては約２５万円、２６年度につきましては約

３０万円でございます。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。もう１０年たっ

た中において、まだこの程度ぐらいしか使って

ないという。本当にこの地域福祉基金というの

が、基金自体がですね、必要かどうかという、

基本的なところなんですよね。それをしっかり

踏まえてないと、いつまでたってもこれ、基金

の積み立て、積み立て、積み立てで終わってい

るような気がするんですね。 

 で、もう一つ、先ほど言いましたように、新

たな活用手段を検討していくというようなこと

の新たな活用手段というのは、もう具体的に何

かあるんですか。 

○健康福祉政策課長（西田修一君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 西田課長。 

○健康福祉政策課長（西田修一君） はい。現

時点では、新たな活用手段ということで具体的

なものはございませんので、今後ですね、課

内、部内で検討してまいりたいというふうに思

っております。 

 以上でございます。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。次長、あれです

よ、もう１０年たってですよ、で、この基金は

あるけども、必要の枠っていうようなことはあ

るけども、使い道がわからない、そしてどう、

何に使っていいのかもまだ検討されていないと

いう状況ではですね、やはりこの地域福祉基金

のですね、見直し、これはやっぱ絶対必要だと

思ってますんで、それを要望しておきます。 

○委員長（矢本善彦君） はい。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。もう一つ、６３

ページ上段のですね、地域少子化対策強化事業

１８８万８０００円なんですが、今回もう不要、

廃止というようなことになってます。 

 恐らく、平成２７年度になりましてから、人

口ビジョンであったり総合戦略という部分にお

いてこの少子化対策がなされていくと思います

けども、今回決算ですので、ちょっとお話をさ

せていただくと、このやつしろあったかねっと

を２７年４月に開設するのが１６７万４０００

円。ほぼこの開設、あったかねっとを開設する

のに１６０万お金使って、もう廃止であると。

で、さらに言えば、その支援ネットワークの会

議は継続していくということで、この少子化対

策ってのはこれからどんどんどんどん必要にな

ってくる、必要枠だと思うんですけども、ただ、

この支援ネットワークの会議だけは、ホームペ
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ージのね、これだけは継続していくっていう。 

 何か使われ方がですね、１８８万も使って結

局何をしたのかというようなところがあるんで

すけども、その辺についてちょっと、詳しくお

聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（矢本善彦君） 白川こども未来課

長。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。委員

御質問は、どういう効果があったかというよう

なところでよろしいかと思いますけども。（委

員堀口晃君「そうね、うん」と呼ぶ）まず、結

婚、妊娠、出産、育児の切れ目のない支援のた

めのネットワーク構築の事業では、多くの団体

に御参加をいただきまして、支援ネットワーク

連絡会議というのを開催させていただいており

ます。これまでそれぞれの団体が行ってこられ

ました活動についての情報交換ですとか、情報

の共有化、意見交換を行ったということで、連

携を図り始めることができたというふうに思っ

ております。 

 それから、結婚に向けたセミナーの開催事業

につきましては、当事者から、それと地域、企

業までを対象に、恋せんとセミナーを開催した

ことで、幅広く結婚活動についての意識向上が

図られたと思っております。また実際にです

ね、セミナーに参加していただいた団体が、そ

ういったイベントを企画するなどの波及効果が

図られてるというところでございます。 

 それから、結婚から育児までの切れ目のない

支援のための情報発信事業につきましては、総

合的なホームページでありますあったかねっと

を構築いたしまして、子育ての制度ですとかサ

ービス、そういった情報を、行政からの情報だ

けではなくて、民間の活動も含めて総合的に発

信しておりまして、切れ目のない支援を行うこ

とができているというふうに考えております。

また、行政だけの情報ではなくて、支援団体の

情報を出しておりますことによりまして、支援

団体の活動を支援するという効果もあっている

というふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。切れ目のない支

援というような部分において、今度廃止ですよ

ね。で、予算がないという状況の中で、もう単

年度で終わりということですか。 

○委員長（矢本善彦君） 白川課長。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。本事

業はですね、４つの項目を盛り込んだ計画を作

成する必要があるということで、それについて

もまた先駆性が求められるという部分がござい

ました。この４つの項目のうちですね、企画政

策課のほうで所管をしております、平成２６年

度に実施をいたしました結婚に向けた情報提供

の項目につきましては、平成２７年度にです

ね、事業を継続して実施するためには、先駆的

な取り組みであるという部分で、実質的に取り

組みが難しい状況であったということでござい

ます。 

 また、この婚活支援は、従来どおりのイベン

ト中心の出会いの場をつくるというだけではな

くて、総合的なサポートができる仕組みを検討

する必要があると考えましたが、そのためのき

め細やかなフォローですとかマッチングサービ

ス、そういうのにつながるような総合的な支援

が必要ということで、平成２７年度は県の補助

事業での実施は見送らせていただいている状況

でございますが、議員も先ほど言われましたよ

うに、２７年度に総合戦略というのを策定する

ことにしておりまして、結婚の希望実現を図る

ための取り組みを推進するというふうにその中

でもしております。 

 ですから、２８年度以降についてはですね、

そういったところも踏まえまして、市の実情に

合った取り組みを検討させていただきたいとい
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うふうに思っております。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。そもそもです

ね、所管するところが違うんじゃないかって思

うんですけどね。企画がこれをやってて、もう

前からもそうやって結婚、出産、子育てという

部分はずっとやってるんですけども、今回、所

管が違うような気がしてならないんですよね。 

 それと、もう根本的なところ、少子化対策強

化事業ですんで、少子化対策強化事業につなが

ったかつながってないかっていうことだけ聞か

せてください。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 白川課長。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。先ほ

どの説明と重複するところもございますが、こ

れまでなかった、子育てだけではないいろん

な、結婚、妊娠、出産等の支援をされる団体、

そういったところのとネットワークというのを

つくることができておりますし、いろんな情報

を発信し、市民がそれを取得しやすいような新

しいホームページをですね、構築ができており

ます。決して大きな効果ではないかもしれませ

んが、少子化対策というところにはつながって

いるというふうに考えております。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。何か余りよくわ

かりませんが。 

 で、それでは、そのホームページの更新作業

とか、今度管理はどこがやっていくんですか。

このこども未来課のほうで、それぞれずっと続

けていかれるおつもりなんですか。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 白川課長。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。デー

タの内容の更新につきましては、こども未来課

のほうで、民間の企業あたり、支援団体あたり

の情報も集めながら、更新作業をいたします。

ただ、定期的なシステムのメンテナンスとかデ

ータのバックアップ、そういったものは私ども

ではできませんので、運用保守ということで、

２７年度以降予算を上げさせていただいている

という状況でございます。 

○委員（堀口 晃君） はい、わかりました。 

 はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） いろんな縦割り行政っ

ていう状況の弊害が、ここにも出ているんだろ

うというふうに思ってます。企画とですね、よ

くよく横のつながりをして、どこが担当すべき

なのか。 

 本当は、このね、少子――地域少子対策――

少子化対策強化という部分については、これか

らもう本当喫緊の課題だというふうに思ってま

すんで、これをどっか、もう一つ違う部署なら

違う部署でもいいですから、総合的に横のつな

がりができるようなね、そういうところをセク

ションとして持ってて、で、もう、今先ほどお

っしゃられた結婚、出産、そして子育てってい

う、満遍なくね、できるようなその体制づくり

をね、ぜひしていただきたいなというふうに思

ってます。 

○こども未来課長（白川健次君） はい、わか

りました。 

○委員長（矢本善彦君） ほかにございません

か。 

○委員（山本幸廣君） よろしいですか。ちょ

っとよか。委員長済みません、１つだけ。 

○委員長（矢本善彦君） あ、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） はい。６０ページ。上

段のですね、放課後児童健全育成事業。これに

ついて、担当課の方、質問に答えてください。 

 予算は１億あった――あったんですね。決算

として９４００万、そしてまた不用額が７４０
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万の中で、下のほう、今後の方向性、市による

実施という、規模の拡充をするということで、

その右側の方向性の理由としては、小学校新設

やニーズの高い小学校への増設についてという

ことで、平成２７年度予算を見てください。１

億１５３３万２０００円予算がついております

ね。で、その中で、どこのところを増設をし

て、どこの小学校を増設をして、増設費がどれ

だけなのかということを、ちょっとばかり説明

してください。 

 同時に、不用額については、私としてはこの

放課後の児童健全の育成の事業について私は歓

迎をするんですが、私の孫は今早稲田スクール

に、塾に行きよりますけん何も関係ないんです

けど、いろんな方々に聞きますとね、このやっ

ぱ放課後っていうのは物すごく、保護者の方

々、親にとっては大事な事業であるということ

は、たくさんの方からお聞きをしておりますの

で、これを拡充していくならば、大体最終年度

はどれぐらいで拡充ができるのか。ですね。今

年度、平成２７年度はどこどこの小学校を増設

をされるのか、そのふえた分の予算についての

説明を一つしてください。 

○委員長（矢本善彦君） 白川こども未来課

長。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。平成

２７年度の予算の増につきましては、まず、現

在の児童クラブ、２６クラブありますが、その

中での利用児童数が６５人ほど増加していると

いうことでの運営費の増が、５４０、――済み

ません、これは２５年と２６年の差で。２６年

と２７年度の差の中で、新たにですね、今年度

において開設するというクラブは、今のところ

はまだありません。 

 ただ、２８年度の開設に向けてはですね、具

体的に言いますと、東陽。まだ小学校区の中で

児童クラブが設置されておりません東陽の地域

におきまして、地域からも開設の要望があって

おります。それで、現在ですね、支所のほうと

も連携をしながらですね、地域、それから小学

校と、２８年度からの開設に向けた協議を行っ

ているという状況でございます。 

 ２７年度につきましては、基本的には利用児

童数の増とかでの予算の増ということで、それ

によって、まだ２７年度で新たな児童クラブを

開設するというところではございません。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

 はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） そのような答弁するか

らいけないんだよな。２７年度には、はっきり

言って検討してない。２７年度の当初予算と

は、２６年のときにあらかじめ概算のやっぱ要

求するときには、どこどこの小学校の改築、増

設して、予算がこれだけですよというのと、じ

ゃあはっきり言って、現状の２６施設からた

い、――２６のクラブからは、これだけ児童数

がふえますからこれだけの予算計上しましたよ

とか、そういうのをきちっとして。 

 決算審査というのはですね、やはりいかに私

たちはその予算が適正に使用しているのかとい

うのと、適正なその積算の中で予算を計上して

いく、そういう中で、行政の効果を出さないか

ぬと。ですね。そして次の予算をね、予算に編

成をしていくと。予算を。ですね。 

 だから大事なことは、もう予算審査と決算審

査は同じ考えなんですよ。だから決算審査だっ

たら、もう説明する中でもですね、なぜこうい

う質問が出るのかってのは、もうある程度、増

減とか不用額とか、そういうところを強調して

ですね、説明をしていただければですね、案外

質問は出ぬとたい、監査委員。そやんなんです

よ。ならもう言われる、もう江﨑監査委員やっ

ぱり、私としてはそういう中で決算審査をして

いこうと思うんですよ。 

 だから、もう何回も言いますけども、今のよ
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うな状況では、はっきり言って２７年度に予算

を、はっきり言って、増額したその意味という

のは、今からですよって、もう今から２７年度

はもう１０月になるわけでしょう。で、２８年

のその予算編成に入っていくじゃなかですか。

だから、事業というのは、そういう形の中で予

算と予算額というのは、きちっと理論武装して

計上していただければなと思います。 

 これとしては、私としては、もうどんどんど

んどんしていただきたいということなんですけ

ども、やっぱりそれは、どうやってそのクラブ

をふやすかというのと、増設するのか、児童を

ふやすのかというのは、これはもう学校の先生

も教育関係もかかわってきますからですね、う

ちだけの行政の、行政マンの仕事じゃないかと

思います。もうそういうような指導は徹底して

いただきたいと。 

 で、もう本当今はですね、塾に行く人と塾に

行かない人、物すごい今差があるんですね。な

ぜかって、やっぱこのクラブではですね、物す

ごく大事なんですよ。行かれない人のクラブと

いうのはですね、放課後クラブってのは物すご

大事です。 

 これについてもやっぱり、ほとんど国庫の補

助ですよ、国・県の。もうはっきり言ってから、

うちだったら３０００、――２９００万ぐらい

でしょう。やっぱりここらあたりの充実を本当

に予算の中でするというのは、理論をしとかな

いかぬということですね。 

 そしたらやっぱその現場を把握していただい

て、予算計上なりしていただいて。今回は決算

ですけども、決算を予算と思っていただけば、

そん大事だと思います。私としてはですね。 

 あとはもう質問はないと思いますよ、はい。

もうしません。はい、どうぞ。（笑声） 

○委員長（矢本善彦君） はい。以上で第３款

・民生費について質疑終わります。 

 小会します。 

（午後１時５１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時５３分 本会） 

○委員長（矢本善彦君） それでは、本会に戻

します。 

 次に、第４款・衛生費について説明をお願い

しますが、衛生費は、第１項・保健衛生費、第

２目・予防費までが健康福祉部関係、第３目が

斎場管理費以降が市民環境部関係となっており

ますので、まず予防費までを一くくりとし、そ

こまでの説明を受けた後、質疑を行いたいと思

います。 

 それでは、第４款・衛生費中の健康福祉部関

係分について説明を求めます。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（山田 忍

君） 委員長、はい。 

○委員長（矢本善彦君） 山田健康福祉次長。

ごめんなさい。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（山田 忍

君） はい。それでは、引き続きまして、また

座らせていただきまして説明いたします。 

○委員長（矢本善彦君） はい。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（山田 忍

君） はい。それでは、歳出のうち、衛生費の

健康福祉部所管分につきまして、平成２６年度

における主要な施策の成果に関する調書などを

用いまして、個々の歳出の決算について順次説

明いたします。 

 それでは、主要な施策の調書その１の７１ペ

ージをお願いします。 

 款４です。衛生費の主要な事業について説明

します。 

 まず、下のほうの表の妊産婦健康支援事業で

すが、妊娠の届け出をした妊婦を対象に、母子

健康手帳、１４回分の妊婦健康診査受診票を交

付し、妊娠期の健康管理などを行っています。 

 決算額は８９７７万３０００円で、県医師会

への妊婦健診委託料８８１６万２０００円、里
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帰りで県外の医療機関で妊婦健診を受診された

方への助成金１３５万３０００円が主なもので

す。なお、特定財源はありません。 

 また、今後の方向性として、保健指導の充実

等、改善を図りながら市による実施を続けると

しています。 

 不用額は４２４万９０００円ですが、これ

は、母子健康手帳の交付数が前年度より減少し

たことなどにより、受診件数が減ったためで

す。 

 次に、７２ページの上の表の養育医療給付事

業ですが、平成２５年度に県から市へ事務移譲

されたもので、出生時の体重が２０００グラム

以下等の未熟児が指定医療機関において入院治

療を受ける場合に、保険診療による医療費の自

己負担分を助成しています。 

 決算額は１１５４万円で、助成金１１５３万

４０００円が主なものです。なお、特定財源と

して、国庫支出金２分の１、県支出金４分の１

などがあります。 

 また、今後の方向性として、現行どおり市に

よる実施を続けるとしています。 

 次に、下の表のほうの、――下のほうの表の

乳幼児健康支援事業ですが、生後４カ月までの

乳児家庭全戸訪問事業、４カ月児、７カ月児、

１歳６カ月児、３歳児の健康診査などを行って

います。 

 決算額は１４７２万円で、市郡医師会への乳

幼児健診委託料６０２万７０００円、乳児家庭

全戸訪問事業に従事する助産師の非常勤職員賃

金３７７万８０００円が主なものです。なお、

特定財源として、国庫支出金、県支出金がそれ

ぞれ３分の１あります。 

 また、今後の方向性として、保護者のニーズ

の多様化に対応するなど改善を図りながら、市

による実施を続けるとしています。 

 次に、７３ページの上の表のこども医療費助

成事業ですが、平成２７年３月診療分までは、

ゼロ歳から９歳、小学校でいいますと３年生ま

での子供に対し、通院、入院などに係る医療費

の全部を助成しています。 

 決算額は２億９４７８万７０００円で、医療

費助成２億８３３０万３０００円が主なもので

すが、平成２７年４月診療分からの小学校６年

生までへの対象年齢引き上げに伴う、電算シス

テム改修委託料３８万円などもあります。な

お、特定財源として、一部を対象にした県支出

金２分の１があります。 

 また、今後の方向性として、平成２７年４月

診療分から対象年齢を引き上げていますが、さ

らに、段階的な対象年齢の拡大、規模拡充を目

指しながら、市による実施を続けるとしていま

す。 

 次に、７４ページの下の表の千丁地域福祉保

健センター、通称パトリア千丁ですが、それの

管理運営事業です。地域住民の健康保持増進を

図るため、温泉施設の運営やデイサービス、ま

た、施設の維持管理などを実施しています。平

成２６年１月に温泉泉源井戸の異常が発生した

ため、２６年度中は休館の状況でした。 

 決算額は８３７０万６０００円で、ビル管

理、空調・衛生設備保守点検委託料８３８万５

０００円、温泉泉源井戸揚湯試験業務委託料７

６６万８０００円、温泉泉源井戸水中ポンプ設

置工事費３９７４万４０００円、白湯風呂の配

管改修工事費１５１８万２０００円が主なもの

です。なお、特定財源として、センターの電気

等使用料などがあります。 

 また、今後の方向性として、平成２７年度か

らの入館料の見直しを行いましたが、改善を図

りながら市による実施を続けるとしています。 

 不用額は２９７６万７０００円ですが、休館

に伴う管理委託料、温泉の、沸かすですね、燃

料費、電気料の減額や、温泉の泉源井戸水中ポ

ンプ設置工事費の入札減などによるものです。 

 次に、７５ページの上の表の健康増進事業で



 

－42－

すが、市民の健康の保持、増進を目的に、胃が

ん、子宮がん、乳がんなどのがん検診やヤング

健診などのほかに、特定の年齢到達者に子宮が

ん・乳がん・大腸がん検診を行うがん検診推進

事業を実施しています。 

 決算額は１億２０７５万２０００円で、各種

がん検診など検診委託料１億７７４万５０００

円が主なものです。なお、特定財源として、が

ん検診推進事業に国庫支出金２分の１などがあ

ります。 

 また、今後の方向性として、啓発活動の積極

的な実施や受診しやすい検診体制の構築など、

改善を図りながら市による実施を続けるとして

います。 

 不用額は１３４６万５０００円ですが、検診

受診者が見込みを下回ったことなどによるもの

です。 

 次に、７６ページの上の表のフッ化物洗口事

業ですが、平成２６年９月から開始したもの

で、市内の保育所、幼稚園、小学校、それから

八代市立の中学校に在籍する、４歳児以上の園

児、児童生徒のうち希望者に対し、歯質強化の

ために実施しています。 

 決算額は１７４万３０００円で、洗口剤の費

用６９万９０００円、洗口剤を各学校等に配達

する臨時職員の賃金６３万４０００円が主なも

のです。なお、特定財源として、県支出金が２

分の１あります。 

 また、今後の方向性として、まだ事業を始め

たばかりでありますので、改善を図りながら市

による実施を続けるとしています。 

 不用額は１７６万３０００円と、約半分あり

ますが、小中学校との調整がおくれ、一部の学

校において事業開始が２学期から３学期にずれ

込んだことによるものです。 

 次に、７７ページの上の表の各種予防接種事

業ですが、乳幼児、児童生徒を対象に、日本脳

炎、麻疹風疹混合、４種混合、Ｈｉｂワクチ

ン、小児用肺炎球菌ワクチンなどの予防接種に

加え、平成２６年度から水痘の予防接種や、高

齢者には、インフルエンザ予防接種に加え、平

成２６年度から肺炎球菌ワクチンの予防接種を

実施しています。 

 決算額は３億１９０８万２０００円で、乳幼

児、児童生徒対象の予防接種委託料２億２２５

９万円、高齢者対象のインフルエンザ予防接種

委託料６２２５万８０００円、同じく高齢者対

象の肺炎球菌ワクチン予防接種委託料２７１２

万５０００円が主なものです。なお、特定財源

として、風疹予防接種に対し県支出金が２分の

１あります。 

 また、今後の方向性として、国の施策による

定期接種の種類増が見込まれますことから、規

模拡充を図りながら市による実施を続けるとし

ています。 

 不用額は７１０５万１０００円ですが、水

痘、日本脳炎、肺炎球菌ワクチンなどの予防接

種委託料において、接種者が見込みを下回った

ことなどによるものです。 

 続きまして、衛生費の主な予算の流用です

が、特に今回説明するのはございません。 

 また、衛生費の主な不用額について、主要な

施策で説明していないものを、一般会計歳入歳

出決算書を用いて説明します。 

 決算書の１２６ページ、１２７ページをお願

いします。１２６ページ、１２７ページです。 

 下のほうになりますが、項の１・保健衛生

費、目１・保健衛生総務費、節２８・繰出金

で、不用額は１４２４万７０００円ですが、簡

易水道事業特別会計の残額１１２４万３０００

円、診療所特別会計の残額３００万４０００円

などで、いずれも見込み額よりも執行額が下回

ったためです。 

 以上、衛生費のうち、健康福祉部所管分の説

明とさせていただきます。御審議よろしくお願

いします。 



 

－43－

○委員長（矢本善彦君） はい。ただいま説明

がありました第４款・衛生費中、健康福祉部関

係分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。説明の中でな

かったんですけど、７１ページの不妊治療助成

事業、これについてちょっと説明を。（｢不妊

治療」と呼ぶ者あり）内容の説明を。 

○健康福祉部理事兼健康推進課長（蒲生尚子

君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 蒲生健康推進課長。 

○健康福祉部理事兼健康推進課長（蒲生尚子

君） はい。失礼します。健康推進課の蒲生で

す。よろしくお願いいたします。 

 不妊治療助成事業の事業の説明をさせていた

だきます。市民の皆様が子供を産み、安心して

子育てできる環境づくりを推進するために、体

外受精または顕微鏡受精による不妊治療を受け

る御夫婦に対しまして、県が実施します特定不

妊治療費に係る費用の一部を助成するものでご

ざいます。これは平成２４年度から開始いたし

ておりまして、熊本県の特定不妊治療費助成の

決定を受けられた後、八代市に申請することに

より助成を受けることができます。 

 市の助成額は、治療費から県の助成額１５万

円を引いた残りの額の２分の１で、上限が５万

円までといたしておりまして、助成の回数は、

５年間で最高１０回まで受けることができると

しております。 

 以上です。 

○委員長（矢本善彦君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。これ、実績が

出てる分があれば、教えていただきたい。 

○健康福祉部理事兼健康推進課長（蒲生尚子

君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 蒲生課長。 

○健康福祉部理事兼健康推進課長（蒲生尚子

君） はい。お答えします。２４年度が、申請

者が３１人で、母子手帳交付、妊娠をされても

らわれる手帳ですが、７人ですね。平成２５年

度が、４５人中１４名、平成２６年度が、申請

者が４８人中１９名の方が御懐妊をされてらっ

しゃいます。 

 以上です。 

○委員長（矢本善彦君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。非常に効果が

上がってるように思いますので、引き続きです

ね、特定だけによらずですね、通常の不妊治療

のほうもぜひ考えていただければなと、補助の

対象をですね、考えていっていただければなと

いうふうに思います。ありがとうございました。

ぜひまた続けていただきたいと思います。あり

がとうございます。（健康福祉部理事兼健康推

進課長蒲生尚子君「よろしくお願いします」と

呼ぶ） 

○委員長（矢本善彦君） よかですか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） ほかにありませんか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。７７ページ、各

種予防接種事業ですが、これ、予防接種受診者

は何割か負担があるんでしょうか。 

○委員長（矢本善彦君） 蒲生課長。 

○健康福祉部理事兼健康推進課長（蒲生尚子

君） はい。定期の予防接種に関しましては、

乳幼児の予防接種に関しては、御本人負担は無

料となっております。高齢者のインフルエンザ

に関しましては、接種料金の３分の１程度の御

負担をいただいております。 

○委員（前川祥子君） はい、わかりました。 

○委員長（矢本善彦君） はい。ほかにござい

ませんか。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 
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○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。７５ページの上

段、健康増進事業についてなんですが、メタボ

リック症候群と言われる部分もございますし、

この受診率は、たしか４０歳以上は健診を受け

るというようなことになってたと思うんです

が、受診率は向上しているのか、ここ数年どう

なのか、その辺聞かせてください。 

○委員長（矢本善彦君） 蒲生課長。 

○健康福祉部理事兼健康推進課長（蒲生尚子

君） はい。今、委員さんのほうから、メタボ

リックシンドロームということで、特定健診の

結果でよろしゅうございますでしょうか。（委

員堀口晃君「はい」と呼ぶ） 

 はい。特定健診の受診状況でございますが、

受診率は、平成２１年度が２７.６ということ

で、それから２４年度までには少しずつ受診率

が上がりまして、２４年度が３３.８％。２５

年度が少し減りました。で、２６年度も少しま

た減りまして、これは確定ではございませんが

まだ、――あ、確定でございます、３１.７％

と、――３２.８％となっております。少し２

５年度よりもふえたところです。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 目標がございましたで

すよね、何％までしなければならないってい

う、国の指針といいますか。あれは何％だった

ですかね。 

○健康福祉部理事兼健康推進課長（蒲生尚子

君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 蒲生課長。 

○健康福祉部理事兼健康推進課長（蒲生尚子

君） はい。平成２９年度で６０％です。 

○委員（堀口 晃君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。可能性とするな

らばどうなのかっていうことと、その６０％ま

でに引き上げるための施策、今までどおりなの

か、もしくは、また違った方法での受診率の向

上に向けた取り組みが何かあるかどうか、その

辺聞かせてください。 

○委員長（矢本善彦君） 蒲生課長。 

○健康福祉部理事兼健康推進課長（蒲生尚子

君） はい。非常に高い目標値だと認識してお

ります、国の目標がですね。それを受けまし

て、市のほうも６０％にいたしております。 

 年々少しずつ変えまして、受診率向上に向け

て行っておりますが、これまでの受診率向上の

対策に加えまして、薬剤師会等の協議をいたし

まして、薬局等での健康相談の場で、受診率向

上に向けてのＰＲをしていただけないかという

ような御相談を、現在しているところでござい

ます。 

 あとは、医療機関等に、先生を通じましてで

すね、医療機関健診の受診率に向けて、先生方

への御協力をお願いしていきたいと、これまで

以上にと思っております。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。受診をされない

方々について、なぜ受診をされないのかという

部分での、何かアンケートであったりとか調査

であったりとかそういったものは、実際にやら

れたことがあります。なぜ受診をされないのか

っていう。 

○健康福祉部理事兼健康推進課長（蒲生尚子

君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 蒲生課長。 

○健康福祉部理事兼健康推進課長（蒲生尚子

君） はい。以前、一括申し込みをとっており

ました時期に、まあ数年前になりますが、アン

ケート調査をしたことがございまして、やはり

一番受診をしない理由というのが、医療機関に

かかっておりますということで、かかりつけの

先生で診てもらってますということと、やはり
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高血圧とかそういう生活習慣病で現在治療中と

いうことで、それも含めてですけども、治療し

てるからもう受けなくていいというような方も

いらっしゃいました。また、忙しいからとか。

（委員堀口晃君「忙しい」と呼ぶ）はい。時間

がとれないとかですね、あと、健診がどのよう

な内容でされるのかがわからないので不安があ

るとかですね、あとは、やはり見つかるのが怖

いとか、そういう理由が結構ございました。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。それぞれの行か

ない理由、しない理由という部分を踏まえてで

すね、ぜひ今後とも受診率向上に頑張っていた

だきたいと思います。（健康福祉部理事兼健康

推進課長蒲生尚子君「ありがとうございます」

と呼ぶ） 

 以上です。 

○委員長（矢本善彦君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（矢本善彦君） 以上で第４款・衛生

費中、健康福祉部関係分について質疑終わりま

す。 

 執行部の入れかえのため、小会します。 

（午後２時１５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時１９分 本会） 

○委員長（矢本善彦君） 本会に戻します。 

 次に、第４款・衛生費中、市民環境部関係分

について説明を求めます。 

○市民環境部次長（堀 泰彦君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀市民環境部次長。 

○市民環境部次長（堀 泰彦君） はい。こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）市民

環境部の堀でございます。大変お世話になりま

す。 

 平成２６年一般会計決算審査に当たりまし

て、衛生費中、市民環境部が所管をいたします

事務事業について総括をさせていただきたま

す。どうぞよろしくお願いいたします。それで

は、座らせていただき説明を続けさせていただ

きます。 

○委員長（矢本善彦君） はい。 

○市民環境部次長（堀 泰彦君） まず、歳出

決算の状況でございますが、資料につきまして

は、主要施策の調書その１のほうで説明を始め

させていただきます。 

 まず、１２ページをお願いしてよろしゅうご

ざいますでしょうか。主要施策の調書その１の

１２ページでございます。 

 歳出決算の状況でございますが、（イ）目的

別の款の４・衛生費でございます。衛生費欄に

は、健康福祉部所管分と市民環境部所管分を含

めました決算額が記載されております。款４・

衛生費の支出済額は、上の表イ、目的別の表で

中央の支出済額Ｂの列４段目になりますが、３

９億１１７９万６０００円で、右のほうに移り

ますと執行率は９３.７％、歳出総額に対する

構成比は６.８％でございまして、前年度と比

較しまして、２５年度の決算が３６億３９８１

万４０００円でありましたので、前年度と比較

しまして２億７１９８万２０００円、７.５％

の増となっております。 

 その主な内容でございますが、廃棄物対策費

の、環境センター建設事業に伴います港町の建

設予定地であります一部の用地買収、県有地で

ございました約２.６ヘクタールにつきまし

て、２億６００万円の買収経費などが主なもの

でございました。 

 なお、詳細につきましては、後ほど湯野次長

のほうから説明をいたしますので、よろしくお

願いを申し上げます。 

 それでは、総括につきましては、おおむね斎

場関連、公害対策関連、一般廃棄物処理関連、

環境センター建設関連、し尿処理関連の５点に
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分けまして、総括説明させていただきます。 

 まず１点目、斎場関連につきましては、これ

までも、斎場の各設備の経年劣化等に対応しま

した維持補修を行ってきております。平成２６

年度は、火葬炉設備など火葬炉とオイル配管な

どでございますが、修繕を実施し、適切な維持

管理に努めたことで、年１日の休業日でありま

す元旦以外は、滞ることなく確実に運転稼働で

きたところでございます。 

 ２点目の公害対策関連につきましては、いわ

ゆる典型７公害と言われます事象の中で、市の

自治事務であります騒音・振動・悪臭対策のほ

か、事業所などと締結しております環境保全協

定等を運用し、良好な生活環境が保全されるよ

う、公害規則や指導事務等を適切に実施してお

ります。 

 平成２４年３月の九州新幹線のダイヤ改正

後、本市の一部沿線住民から騒音、振動に対す

る不安や不満の声を受け、市といたしまして

も、２５年度に引き続き平成２６年５月に、新

幹線騒音・振動測定に係る現地調査を行い、一

部の区間において騒音の環境基準が達成されて

いないことが確認されましたことから、熊本県

と連携いたしまして、鉄道・運輸機構及びＪＲ

九州に対しまして、環境基準を達成するよう申

し入れを行ったところでございます。 

 また、微小粒子状物質ＰＭ２.５注意喚起等

に備えました、市民等への周知、連絡体制の充

実を図ったところでございます。そのほか、地

球温暖化対策の一環としまして、平成２１年度

から取り組んでおります、市民の個人住宅に対

する太陽光発電システム設置費補助も継続し、

再生可能エネルギー利用の促進を図ってきたと

ころでございます。 

 ３点目の一般廃棄物処理関連についてでござ

いますが、平成２２年７月のごみ非常事態宣言

以降、市民の方々に燃えるごみの減量化につい

て理解を図るため、ＦＭ放送やごみの減量啓発

チラシを市報や新聞に折り込む広報を続けてお

りまして、分別収集においても、旧八代市管内

での分別品目の増加、プラスチック製品類等で

ございますが、定着してきたところでございま

す。また、清掃センターでの第２、第４日曜日

に実施しております資源の日日曜版について

も、持ち込み量、来場者数ともに年々増加して

きております。 

 このような取り組みを継続しているところか

ら、清掃センターに搬入される燃えるごみの量

は減少してきており、平成２６年度において

も、さらに搬入量が減少しているところでござ

います。市民の方々の御協力のもと、燃えるご

みの減量化について一定の成果があらわれつつ

あると考えるところでございます。 

 清掃センターの管理運営につきましては、こ

れまでに行った種々の設備改修工事の事業効果

を維持するため、あるいは、新しい補修箇所へ

の早期対応に努めておりますところから、平成

２６年度も、焼却炉の１日当たりの焼却量を平

均８５トンで維持することができました。 

 このため、清掃センター内でのごみの焼却処

理量がふえ、民間への業務委託経費の軽減につ

ながりました。また、焼却能力が維持できたこ

とで灰の状態が安定していることから、今後も

適正な施設の維持管理に努めてまいりたいと考

えております。 

 ４点目、環境センター建設関連につきまして

は、平成２６年度は、環境センターの建設及び

これに伴う調査等の業務委託やＤＢＯ方式によ

る事業者選定を行うとともに、建設・維持管理

契約の締結を行いました。また、八代市港町の

建設予定地全体の面積は約５.６ヘクタールで

ございますが、そのうちの約２.６ヘクタール

の県有地を、平成２６年１２月に売買契約をし

ております。残りの約３ヘクタールにつきまし

ては国有地となっておりますが、平成２７年

度、今年度に取得予定でございます。 
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 なお、平成２７年度からＤＢＯ事業、市直営

事業ともに設計を開始し、平成２９年度中に環

境センターが完成できるよう進めてまいりま

す。 

 ５点目、し尿処理関連につきましては、トイ

レのくみ取りし尿と浄化槽から発生する汚泥の

処理を実施しているもので、昭和４４年に増設

し４５年目を迎えました衛生処理センターと、

平成１８年に供用開始しました浄化槽汚泥処理

施設の２カ所で実施いたしております。両施設

とも搬入されたし尿と汚泥の処理は、年度当初

の処理計画のとおり実施できているところでご

ざいます。 

 しかし、衛生処理センターにつきましては、

老朽化が著しく、今後も処理能力を維持するた

めには抜本的な改修が必要であると考えており

ますことから、平成２４年度に策定いたしまし

た改修計画に基づきまして、平成２５年度よ

り、２カ年にわたって大規模な改修工事を実施

したところでございます。 

 最後になりますが、市民環境部が所管する環

境衛生業務につきましては、環境課、廃棄物対

策課、環境センター建設課の３課が相互に関係

し、市民の皆様の毎日の生活と大きなかかわり

を持っていることなどを部内で共有し、さらな

る本市の環境行政の推進に努めてまいりたいと

思います。 

 以上、市民環境部が所管します一般会計決算

の総括とさせていただきます。どうぞ御審議の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（矢本善彦君） ありがとうございま

した。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） はい、委員

長。 

○委員長（矢本善彦君） 湯野市民環境部次長。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）市民環境

部次長の湯野でございます。よろしくお願いい

たします。それでは引き続き、座らせていただ

きまして説明をさせていただきます。 

○委員長（矢本善彦君） どうぞ。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） 歳出のう

ち、款４・衛生費中、市民環境部の関係分につ

きまして、平成２６年度における主要な施策の

成果に関する調書（その１）の部分ですけど

も、及び、一般会計歳入歳出決算書を用いまし

て説明いたします。 

 それでは、個々の歳出の決算につきまして、

順次説明をいたします。主要施策の調書（その

１）、これになります。７８ページをお願いい

たします。 

 説明の内容は、まず、表中の左上にあります

事務事業名を申し上げます。そして、事業の内

容、決算額、１０００円未満を四捨五入してお

ります。そして、特定財源及び今後の方向性の

順で説明を行います。では説明に入ります。 

 上段の斎場施設整備事業でございます。この

事業は、松崎町にございます八代市斎場が、昭

和５５年に供用開始され、施設の老朽化が進ん

でいる状況にあり、計画的な改修を実施し、施

設の運転維持に努めるものでございます。 

 決算額は１１３０万２０００円で、修繕料

が、火葬炉設備等修繕１００７万６０００円な

どでございます。また、委託料で、火葬設備等

保守点検業務委託４６万４０００円などが主な

ものでございます。不用額が２９万２０００円

生じておりますが、入札残が主なものでござい

ます。 

 今後の方向性は、施設の延命化計画を策定

し、長期的に施設が使用できるよう検討してい

くと考えておりますことから、市による実施、

要改善としております。 

 次に、下段の生活環境事務組合負担金事業・

火葬場でございます。この事業は、東陽町にご

ざいます八代生活環境事務組合の火葬場が、業

務運営を滞りなく行われるよう、関係市町が負
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担金を支出するものでございます。 

 決算額は２３４５万８０００円で、八代生活

環境事務組合負担金２２０７万円であります。

その内訳といたしましては、共通経費割３０％

が６５５万１０００円、人口割７０％が１５５

１万９０００円でございます。また、八代市―

―旧八代市、旧坂本村に住所を有する住民が組

合斎場を利用した場合の斎場相互利用負担金１

３８万８０００円でございます。なお、特定財

源として、氷川町に住所を有する住民が八代市

斎場を利用した場合の斎場相互利用負担金１９

万５０００円を充当しております。 

 今後の方向性は、現行どおり実施していくと

考えておりますことから、市による実施、現行

どおりとしております。 

 次に、右の７９ページの狂犬病予防対策事業

でございます。この事業は、犬の登録及び狂犬

病予防集合注射を、市内各所の会場で行ってお

ります。平成２６年度は、狂犬病予防注射済票

交付数が、市役所分で２８５４頭、動物病院分

が２４５９頭で、合わせまして５３１３頭とな

っております。なお、犬の登録数は、平成２６

年度末で６９２９頭でございます。 

 決算額は３０１万６０００円で、獣医師会畜

犬登録事務委託９３万３０００円、臨時職員賃

金、社会保険料５３万９０００円が主なもので

ございます。なお、特定財源として、犬の登録

及び狂犬病予防注射済票交付手数料３０１万６

０００円でございます。また、不用額が３０万

７０００円生じておりますが、主なものは、動

物病院での犬の登録、狂犬病予防注射済票交付

件数が予定より少なかったことによる委託料の

残、野犬捕獲実施校区がなかったことによる報

償費の残でございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としておりますが、近年、集合注射の利用者は

減少しておりますが、動物病院による予防注射

は増加しており、動物病院の数も減りつつあ

り、日程確保及び人員確保が難しくなってきて

いると考えております。 

 次に、下段の小型合併処理浄化槽設置整備事

業でございます。この事業は、建設部の所管す

る事業でございますが、衛生費に属しておりま

すので、私のほうから説明をさせていただきま

す。 

 当該事業は、生活排水による水質汚濁を防止

するため、公共下水道事業、農業集落排水事業

及び浄化槽市町村整備推進事業の区域以外の区

域において、合併処理浄化槽を設置する市民に

対し補助を行うものでございます。 

 決算額は６３７７万３０００円で、浄化槽設

置整備事業補助金６３７０万２０００円が主な

ものでございます。なお、特定財源として、国

・県支出金３６８１万８０００円を充てており

ます。また、不用額が１４４０万８０００円生

じておりますが、これは、浄化槽設置見込み１

９４基に対し、設置基数が１６７基にとどまっ

たためでございます。 

 今後の方向性は、少子高齢化による人口減少

の中で、個人による合併処理浄化槽設置を後押

しする本事業が人口集中区域外では経済的かつ

効果的であり、引き続き推進していくとしてお

りますことから、市による実施、現行どおりと

しております。 

 次に、裏面の８０ページの上段の環境保全対

策事業でございます。この事業は、公害発生源

に対する調査として、工場排水調査、悪臭調

査、夜間騒音調査を実施するものでございま

す。 

 決算額は５２０万５０００円で、大気汚染監

視局維持管理委託１３３万５０００円、自動車

騒音常時監視業務委託１１２万３０００円が主

なものでございます。なお、特定財源として、

県からの権限移譲事務特例交付金１７万７００

０円を充てております。不用額が１２７万８０

００円生じておりますが、各種業務委託の入札
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残が主なものでございます。 

 今後の方向性は、市に権限が付与された工場

規制業務を中心に、定期的、継続的に調査、指

導等を実施し、成果指標の超過については、追

加調査と原因究明及び低減に関する施策を図る

必要があるなどと考えておりますことから、市

による実施、要改善としております。 

 次に、下段の地球温暖化対策推進事業でござ

います。この事業は、地球温暖化問題に対する

啓発や、一般家庭における温室効果ガス排出量

の削減を図るため、住宅用太陽光発電システム

設置費補助や夏の省エネ対策の緑のカーテンの

普及を推進するとともに、環境情報紙しろくま

だよりを発行しております。 

 決算額は１７３０万４０００円で、太陽光発

電システム設置費補助金１５８５万８０００円

が主なものでございます。なお、特定財源とし

て、ふるさと八代元気づくり応援基金を１０万

円充てております。不用額が１７４万７０００

円生じておりますが、これは、住宅用太陽光発

電システム設置費補助が２２７件と予定よりも

少なかったことが主な理由でございます。 

 今後の方向性は、平成２３年度の事業仕分け

の結果を踏まえ補助制度の拡充を図ったところ

でございまして、当面は現行制度を展開してい

くことが必要と考えるとしておりますことか

ら、市による実施、現行どおりとしておりま

す。 

 次に、右の８１ページの上段の廃棄物処理対

策事業でございます。この事業は、昭和・二見

・坂本地区にある廃棄物最終処分場の周辺環境

調査及び敷川内環境保全用地近隣の地下水の調

査や、不法投棄及び野焼きの巡回監視を実施す

るものでございます。 

 決算額は５４７万２０００円で、不法投棄監

視指導員３５４万４０００円、最終処分場周辺

水質分析等委託１０７万９０００円が主なもの

でございます。なお、特定財源として、県支出

金、熊本県廃棄物最終処分場周辺環境整備等補

助金１８万３０００円を充てております。ま

た、不用額が３６万６０００円生じております

が、入札残が主なものでございます。 

 今後の方向性は、住民の生活環境への不安解

消のために行う必要がある。また、不法投棄監

視指導員については現行の体制のまま実施を継

続するなどと考えておりますことから、市によ

る実施、現行どおりとしております。 

 次に、下段のごみ減量化対策事業でございま

す。この事業は、家庭や事業所から排出される

ごみ減量化のための啓発活動を行うことによ

り、再資源化と焼却対象物の低減を図るもので

ございます。 

 決算額は５４６万５０００円で、ごみの減量

アドバイザーに係る経費２８９万４０００円、

市報と新聞に折り込むチラシ作成費、各年２

回、１１２万７０００円、生ごみ堆肥化容器等

設置助成金、堆肥化容器が７４件、処理機が３

８件で１０８万４０００円が主なものでござい

ます。また、不用額が１３４万８０００円生じ

ておりますが、生ごみ堆肥化容器等の購入者へ

の助成の減少が主な要因でございます。 

 今後の方向性は、処理事業の経費縮減を目標

に、ごみの資源化や堆肥化を推進していくと考

えておりますことから、市による実施、現行ど

おりとしております。 

 次に、裏面の８２ページの上段の環境センタ

ー建設事業でございます。この事業は、現有の

清掃センターの老朽化に伴い、新たな一般廃棄

物ごみ処理施設の建設を、平成２９年度内の完

成を目指し取り組みを進めているものでござい

ます。平成２６年度は、ＤＢＯ方式による事業

者選定及び建設、維持管理契約を締結いたしま

した。また、港町の建設予定地の一部、県有地

約２.６ヘクタールの用地買収などを行ってお

ります。 

 決算額は２億４８１４万９０００円で、発注
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支援業務委託３１５８万４０００円、建設候補

地周辺井戸調査業務委託、測定箇所が２カ所、

５４０万円が主なものでございます。また、港

町の建設予定地全体の面積は約５.６ヘクター

ルでございますが、そのうちの約２.６ヘクタ

ールの県有地を、平成２６年１２月に売買契約

しております。その用地購入費２億６００万円

でございます。なお、特定財源として、環境省

の循環型社会形成推進交付金２５９万１０００

円を充てております。また、地方債として合併

特例債を、１億９５７０万円を充てておりま

す。不用額が１９４万９０００円生じておりま

すが、各種業務委託の入札残が主なものでござ

います。 

 今後の方向性は、ごみ処理についての事業は

これまでどおり市が責任を持って行うと考えて

おりますことから、市による実施、現行どおり

としております。 

 次に、下段のごみ収集管理事業でございま

す。この事業は、各家庭から排出される一般廃

棄物を、ステーション方式の収集体制を採用す

ることにより計画的かつ効率的に収集するもの

であります。 

 決算額は２億４６６９万２０００円で、有料

指定袋の作成費４６０１万９０００円、販売手

数料９６１万７０００円、販売代金収納業務委

託１４３１万３０００円、また、本庁、各支所

管内の収集業務委託６件を合わせまして１億５

６０６万２０００円、塵芥収集車両購入費１２

１６万７０００円が主なものでございます。な

お、その他特定財源として、一般廃棄物処理業

等許可手数料・収集運搬許可分２２万６０００

円でございます。また、不用額が４６７万２０

００円生じておりますが、各種業務委託の入札

残が主なものでございます。 

 今後の方向性は、収集業務は既に民間業者に

全部委託して行っておりますが、現在職員が行

っている収集車両の調達管理を、民間委託でき

るか検討を行う必要があるなどと考えておりま

すことから、市による民間委託の拡大、市民等

との協働等としております。 

 次に、右の８３ページ上段のごみ処理施設管

理運営事業でございます。この事業は、中北町

の清掃センターにおいて、一般廃棄物の適正な

焼却と処分及びごみ焼却関連施設や資源化関連

施設などの適正な維持管理を図りながら、ごみ

の焼却処分や資源物のリサイクル化の業務を行

うものでございます。 

 決算額は５億１８６７万３０００円で、焼却

処理施設運転管理業務委託１億３８２４万円、

焼却灰等の処分業務委託１億９７４万円、可燃

性一般廃棄物家庭ごみ処理業務委託６９２３万

７０００円が主なものでございます。なお、特

定財源として、３億１８４４万４０００円を充

てております。その主なものは、搬入ごみ処理

手数料１億２２０３万７０００円、有料指定袋

ごみ処理手数料１億９６１３万８０００円など

でございます。また、不用額が６２７３万４０

００円生じておりますが、焼却灰の発生が少な

かったことによる最終処分費用の残額３１６８

万円、高度排ガス処理に使用する薬品等の使用

が抑えられたところによる消耗品費の残額６３

６万８０００円のほか、業務委託の入札残が主

なものでございます。 

 今後の方向性は、新環境センターができるま

での間運転を継続すると考えておりますことか

ら、市による実施、現行どおりとしておりま

す。 

 次に、下段のごみ処理施設整備事業でござい

ます。この事業は、一般廃棄物を適正に処理す

るため、清掃センターにおけるごみ処理施設に

ついて整備、修繕を行うものでございます。 

 決算額は８４３８万１０００円で、修繕料と

して、清掃センター内設備機器等修繕７４７５

万４０００円、ごみ供給クレーン分解整備修繕

２８５万１０００円であります。また、委託料
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として、精密機器の検査委託３５１万円、それ

から、原材料費で、バグフィルター用ろ布の購

入３２６万６０００円が主なものでございま

す。なお、不用額が４２０万３０００円生じて

おりますが、修繕の入札残が主なものでござい

ます。 

 今後の方向性は、先ほどのごみ処理施設管理

運営事業と同じく、市による実施、現行どおり

としております。 

 次に、裏面の８４ページの上段、分別収集事

業でございます。この事業は、八代市分別収集

計画に基づき、各家庭で資源物を分別し、集積

所まで排出していただき、市がその収集を実施

し、減容化、再資源化、再商品化に努め、燃え

るごみの減量化を図るものでございます。 

 決算額は１億２８９９万４０００円で、資源

物収集運搬業務委託・本庁管内１億９１８万８

０００円、資源物収集業務委託・鏡支所１２３

１万２０００円が主なものでございます。な

お、特定財源の１６５１万５０００円は、再資

源化物販売納付金が主なものでございます。ま

た、不用額が３１１万９０００円生じておりま

すが、各種業務委託の入札残が主なものでござ

います。 

 今後の方向性は、ごみ収集管理事業と同じ

く、市による民間委託の拡大、市民との協働等

としております。 

 次に、下段の樹木、剪定くずリサイクル事業

でございます。この事業は、市内の家庭、事業

所の剪定作業や樹木の伐採により出た枝や葉

を、八代ソイルへ直接搬入し、破砕機にかけチ

ップにし堆肥化を行うものでございます。 

 決算額は５８３万４０００円で、その他業務

委託の八代ソイルへの業務委託料５８３万４０

００円でございます。なお、特定財源として、

搬入ごみ処理手数料の樹木、剪定くずリサイク

ル事業分１５５万９０００円を充てておりま

す。不用額が５２万９０００円生じております

が、八代ソイルへの業務委託料は持ち込まれた

樹木、剪定くずの量に応じて支払うことから、

業務委託料の執行残額でございます。 

 今後の方向性は、リサイクルに対する意識を

高めるため、民間業者と連携しながら現行どお

り実施すると考えておりますことから、市によ

る実施、現行どおりとしております。 

 次に、８５ページの上段の生活環境事務組合

負担金事業・じん芥でございます。この事業

は、氷川町にございます八代生活環境事務組合

のクリーンセンターにおいて一般廃棄物を適正

に処理し管理運営するため、負担金を支出する

ものでございます。 

 決算額は２億４５６３万６０００円で、八代

生活環境事務組合塵芥処理負担金２億４５６３

万６０００円でございます。その内訳といたし

ましては、共通経費３０％、７３９７万５００

０円、国調人口割２０％、５００７万４０００

円、収集量割５０％、１億２１５８万７０００

円でございます。 

 今後の方向性は、新環境センターの建設に伴

い、負担金額は協議を行うと考えておりますこ

とから、市による実施、要改善としておりま

す。 

 次に、下段のし尿処理施設管理運営事業でご

ざいます。この事業は、郡築十二番町にござい

ます衛生処理センターに搬入される生し尿を適

正に処理し、円滑な施設管理運営を行うもので

ございます。 

 平成２６年度の決算額は４１１０万円で、光

熱水費の電気料７５４万４０００円や、委託料

の施設運転管理業務委託２２６７万円が主なも

のでございます。なお、特定財源として、１８

万６０００円を充てております。その主なもの

は、一般廃棄物処理業等許可手数料・し尿１８

万３０００円などでございます。不用額が４０

万９０００円生じておりますが、消化槽を加温

するボイラー用重油使用料と、処理に使用する
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薬剤の減少が主なものでございます。 

 今後の方向性は、利用者負担については、住

民生活に大きな影響があるため慎重な検討を行

っていくと考えておりますことから、市による

実施、要改善としております。 

 次に、裏面の８６ページ上段のし尿及び汚泥

処理施設等整備事業でございます。この事業

は、し尿及び汚泥処理施設である郡築十二番町

の衛生処理センターや新港町にございます浄化

槽汚泥処理施設の安全性を確保し、機器故障に

よる施設受け入れ停止を未然に防ぐため、延命

化補修工事を行うものでございます。 

 決算額は６２８１万３０００円で、衛生処理

センター前処理施設改修工事５８９６万８００

０円が主なものでございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としておりますが、衛生処理センターは計画的

に改修工事を行ってきましたが、延命化にも限

度があるため、使用年限等の方向性を定める必

要があるとしております。 

 次に、下段の浄化槽汚泥処理施設管理運営事

業でございます。この事業は、新港町の浄化槽

汚泥処理施設において、本庁管内区域から発生

します浄化槽汚泥について適切に処理し、円滑

な施設管理運営を行うものでございます。 

 決算額は１億５８２万４０００円で、光熱水

費、下水道使用料が１４５２万７０００円でご

ざいます。これは、汚泥を脱水した際に発生し

たろ液を、連携施設の下水処理水で排出基準ま

で希釈して水処理センターで処理を行うよう連

携しておりますが、その下水道使用料でござい

ます。また、委託料で、し尿処理施設運転管理

業務委託２５６２万２０００円、脱水汚泥収集

運搬・中間処理委託３９９７万６０００円が主

なものでございます。なお、不用額が１７３万

１０００円生じておりますが、下水道使用料減

少が主なものでございます。 

 今後の方向性は、施設の適正管理を行うこと

により、８年を経過し今後さらに更新改修費が

かさむ予定であり、利用者負担については慎重

に検討を行うと考えておりますことから、市に

よる実施、要改善としております。 

 次に、右の８７ページ上段の生活環境事務組

合負担金事業・し尿でございます。この事業

は、鏡町にございます八代生活環境事務組合の

し尿処理施設、衛生センターにおいて、し尿を

処理するための維持管理費を負担し、適正な運

営を委託するものでございます。 

 決算額は９５３２万１０００円で、八代生活

環境事務組合負担金５支所分９５３２万１００

０円であります。 

 ここで、ちょっと訂正をお願いいたします。

内訳の中で、共通経費２０％１１７５万６００

０円としておりますが、１７７５万６０００円

の誤りでございます。大変申しわけございませ

んでした。共通経費２０％が１７７５万６００

０円です。 

 で、国調人口割３０％が２６４５万６０００

円、収集量割５０％が５１１０万９０００円で

ございます。 

 今後の方向性は、現行どおり実施していくと

考えておりますことから、市による実施、現行

どおりとしております。 

 最後に、流用について、一般会計歳入歳出決

算書で御説明いたします。 

 流用については、全５件、２０６万１０００

円でございますが、１０万円を超えます２件に

ついて御説明いたします。 

 一般会計歳入歳出決算書、１２９ページをお

願いいたします。 

 項の１・保健衛生費、目の３・斎場管理費、

右側の備考欄、節１１・需用費から節１９・負

担金及び交付金へ、１１万３０００円流用して

おります。これは、生活環境事務組合負担金事

業・火葬場において旧八代市及び旧坂本村住民

が組合斎場を使用した場合の負担金で、当初予
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算では８５体を予定しておりましたが、９３体

の火葬がありまして８体分不足したため、需用

費修繕料から負担金及び交付金へ流用したもの

でございます。 

 次に、１３３ページをお願いいたします。 

 款４・衛生費、項２・生活環境費、目の６・

し尿処理費、右側の備考欄でございます。節１

１・需用費から節１３・委託料へ、１９２万１

０００円流用しております。これは、衛生処理

センターにおいて、平成２５年度末の消化槽改

修工事による機器、機能の回復が考えられます

が、平成２６年度の余剰汚泥及び消化汚泥の発

生量が増加し、当初予定していた処分委託料予

算では対応できなくなったため、需用費消耗品

費から委託料運搬業務委託へ流用したものでご

ざいます。 

 以上、説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（矢本善彦君） ありがとうございま

した。 

 ただいま説明がありました第４款・衛生費中、

市民環境部関係分について質疑を行います。質

疑ありませんか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。８１ページの廃

棄物処理対策事業のところで、不法投棄監視指

導員が、これ何人いらして、監視体制はどのよ

うな計画になっていて、現在の不法投棄の現状

を教えていただきたいと思います。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 山口廃棄物対策課

長。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい。今、

２名のほうでパトロール回っております。これ

について、ルートルート回るというふうな巡回

と、それから、野焼き等の通報を受けた場合

に、それに急遽現場に赴きまして、それに対処

するというふうなことで対応いたしておりま

す。 

 大体、野焼き件数でございますけど１６７

件、平成２６年度の実績として上がっていると

ころでございます。 

 以上のとおりでございます。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。そうしますと、

この２名の方が３５４万４０００円の報酬とい

うふうに。これ、年間の報酬だと思いますけ

ど、そういうふうに考えてよろしいですね。 

 で、あと、この２名の方で、野焼きの通報と

かそのルートを回られてからの発見という形に

なっているようですけども、野焼き以外で不法

投棄というものが、特にじゃあ見受けられない

んでしょうか。その点はいかがですか。 

○委員長（矢本善彦君） 山口課長。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい。賃金

については、お２人分の賃金でございます。 

 それから、１６７件先ほど申し上げましたけ

れども、内訳を申しますと、苦情等の受け付け

その他４６件、パトロールの発見件数が５１、

その他の情報提供等が７０件というふうなこと

でございまして、当然パトロール中に見つける

こともございますし、そういう地元から、住民

からの通報により現場を確認して、その都度、

指導できる部分については指導しているという

ような状況でございます。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。実際のところ、

この２名の方で十分足りているように思われま

すか。 

○委員長（矢本善彦君） 山口課長。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい。これ

は、２名の方でやっていただいておりますが、

先ほども申し上げましたけども、住民の方から
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の通報、それから、関係各課、例えば環境課あ

たりに電話があったもの、庁内に――役所に電

話があったもの、そこあたりの件数等も含めま

すとともに、消防署からの通報等も、連絡等も

ある場合がございますので、そこあたり、広範

な情報をいただいたところで、それに対応して

いるところでございます。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） 対応されてるのが、こ

の２名の方ですか。ほかにも職員の方が、じゃ

あそれも対応されているってことでしょうか。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 山口課長。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい。当然

２名で対応できない部分がございますので、そ

れは課内の職員で、その都度現地を確認すると

いうことやっております。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） で、ここ数年の間は、

この不法投棄、野焼きも関係して、少なくなっ

ているっていうふうに。そこはどうなんでしょ

うか。 

○委員長（矢本善彦君） 坂口廃棄物対策課長

補佐。 

○廃棄物対策課長補佐（坂口初美君） はい。

経年のデータをきょうここに持ってきておりま

せんけれども、昨年のパトロールによる対応が

１７１件となっております。それで、不法投棄

と野焼き両方合わせた対応件数となっておりま

して、最近は、野焼き等に対する苦情及び相談

あたりのほうがふえていると感じております。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） ってことは、ふえてい

るということで、今後もこの２名の方で対応

は、もう変わりなくというところで考えてらっ

しゃいますか。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 山口課長。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい。現体

制で行っていきたいと考えております。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） ふえているんですけど

も、現体制でよろしいですか。そこんところは

もう少し考えていく必要が、何らかの対応策は

考えていく必要が、今後あるんじゃないかと思

いますけども。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 山口課長。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい。これ

につきましては、２名でパトロールすると同時

に、主に、情報寄せられたものについて、その

都度現地に赴いて確認して指導するというふう

なことでやっておりますけども、今後につきま

してもそういう形で、情報いただいた分につい

ては迅速に対応していきたいというふうに考え

てるところでございます。 

○委員長（矢本善彦君） いいですか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） ちょっとやっぱ対応策

をもう少し考えたほうが。２８年度に向けてで

すね。その２名が適当かどうかっていうところ

もまたあるんでしょうが、なぜ野焼きとかそう

いう不法投棄がふえているのかっていうところ

の実情ももう少し捉えられて、対応策はまた、

人数にかかわらずですね、少し考え方があるん

じゃないかと思われますので、その点をぜひ、

どうも何回お尋ねしても現状というようなお答

えしかいただかないので、もう少し考えていた

だければと思いますが。 

○委員長（矢本善彦君） 湯野次長。 
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○市民環境部次長（湯野 孝君） はい。議員

さんの一応今の御提言、真摯に受けとめまして

ですね、全庁的にも考えていかなけりゃいけな

いのかなというように考えておりますけども、

一応検討していきたいというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。ぜひ。 

 クリーンアメニティですかね、農業用のビニ

ールハウスを処理するところがなくなりました

ですよね。まあＪＡが今対応しているような状

況で、ＪＡももともと対応する必要もないとい

うような状況の中で、今対応されているという

ことです。 

 で、要するに、不法投棄が、今後ビニールハ

ウス等においてもふえていきやしないかなと。

実際捨てられているっていうのも、実際あるよ

うなので、今後まだやっぱりふえていくという

予想もありますので、今のこの体制、もう２名

は別として、この体制でいいのかどうかと対応

はどうしたらいいかということを、もう少し検

討していただきたいなと思います。 

○委員長（矢本善彦君） よかね。はい。いい

ですか、前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） はい、次、誰か。 

○委員（島田一已君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） はい、島田委員。 

○委員（島田一已君） はい。関連ですけど

も、廃棄物処理対策事業について、処分場の水

質検査というのを書いてありますけども、どう

いう場所でどのようなことで、この内容ですけ

ど、水質検査の、そこをちょっとお教え願いた

いというふうに思います。 

○委員長（矢本善彦君） 山口課長。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい。ま

ず、坂本地区にあります今泉地区の周辺環境調

査ということで、処理水を年に２回と河川水を

年に２回ということで行っております。これは

坂本の今泉地区です。それから、二見処分場で

すけども、これにつきましては、処理水２２項

目を２回、河川水１２項目を２回、それから、

放流水１３項目を６回。それから、敷川内地区

につきましては、２５項目を２回と。昭和同仁

につきましては、水路関係の水質調査、これを

年２回、水路を２回、それから、施設の地下水

調査を２回ということでございます。 

○委員（島田一已君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） はい。 

○委員（島田一已君） はい、ありがとうござ

いました。はい、いいです。はい。 

○委員長（矢本善彦君） ほかにありません

か。 

○委員（村川清則君） ちょっと関連していい

ですか。 

○委員長（矢本善彦君） はい、村川委員。 

○委員（村川清則君） クリーンアメニティ

が、もう営業やめましたよね。でも、ずっと続

けるっていうことですか、その水質検査は。 

○委員長（矢本善彦君） 山口課長。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい。現在

まだ続けておりますけども、住民の方のことを

考えますれば、できる限り続ける方向でやって

いきたいというふうに考えております。 

○委員長（矢本善彦君） 村川委員。 

○委員（村川清則君） はい、お願いします。 

○委員長（矢本善彦君） ほかに。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。８０ページ、地

球温暖化対策推進事業についてなんですが、こ

の、今回まだ太陽光発電システムの設置補助金

が主なものなんですけども、この地球温暖化対

策推進事業についてはもう前から、基本計画、
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実施計画ずっとつくってきていらっしゃる部分

がございまして、温室効果ガスを削減する、Ｃ

Ｏ２の削減というような部分で取り組んでいる

ように思うんですが、今の現状として、八代市

が抱えている、京都議定書も含めてですね、ど

のくらいぐらいの部分の目標を持っているの

か、で、それに対する本市の達成度について、

ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（矢本善彦君） 山口環境課長。 

○市民環境部理事兼環境課長（山口 剛君） 

はい。環境課の山口でございます。 

 議員お尋ねの、地球温暖化対策に対します市

の方針と、それから効果というようなところか

らまいりますと、太陽光発電システムにつきま

しては、御承知のように、買い取り制度の価格

が年々下がってきてるということで、現在の補

助をしておりますけれども、その補助の申込件

数が若干減ってきているという状況でございま

す。 

 ただ、今まで補助を行いました太陽光発電に

対します出力の、ＣＯ２換算しました場合の削

減値につきましては、約６３００トンほどのＣ

Ｏ２の削減が図られているという状況でござい

ます。 

 今後の方向につきましては、引き続き太陽光

発電のほうもあわせて行いまして、地球温暖化

対策に資するということで、実施をしていきた

いというふうに考えております。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。何％の削減をし

なければならないっていう、目標値がありまし

たでしょ、八代市の分。それと、今の八代市が

今現状として持っている部分の削減について

は、どのようになっていますかという質問であ

って、私はその今太陽光発電システムのね、Ｃ

Ｏ２の削減とかっていうのは、聞いてはいない

んですよ。で、私が聞いた部分についてお答え

いただければというように思います。 

○委員長（矢本善彦君） 武宮環境課長補佐。 

○環境課長補佐（武宮 学君） はい。ただい

まの質問でございますが、多分実行計画のお話

かなというふうに思いますが。（委員堀口晃君

「そうです、そうです」と呼ぶ）２６年の５月

にですね、第２次の実行計画をつくっておりま

して、計画期間を、平成２６年度から３０年度

までの５年間としております。 

 で、計画の目標なんですが、昨年度つくった

ばかりでございましてですね、目標としまして

は、基準年度を、平成２４年度を基準年度とし

まして、基準年度の排出量が、市が主体的に対

策をとれる事務事業、これが８４２９トンでご

ざいまして、この改訂版におきましては、その

基準年度分排出量を上回らないという目標を立

てております。 

 で、何せ昨年度つくったばっかりですので、

来年度どのような状況であるかっていうのを各

課照会し把握しまして、どのくらいの削減量だ

ったかというようなことをお伝えしたいという

ふうに思っております。 

 以上です。 

○委員（堀口 晃君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。済いません、２

６年度につくったばっかりって言うけども、そ

の前からずっとですね、もう削減っていうのは

京都議定書が出たときからですね、あってるん

ですよ。 

 だから、去年出たばっかりだけんが、まだそ

の削減効果わからないっていう話じゃなくて、

じゃあ２６年度にはどのくらいまでなりました

か。その当時の部分の、今平成２４年度がね、

基準になってますって言うけども、その前の年

はね、平成２０年とか、もしくは平成１９年と

かっていう、そういう目標値が、――その基準

年があったわけですよ。僕はその辺のところを
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今聞いて。 

 だけん平成２６年度の、今回の決算ですか

ら、この辺について何でね、太陽光発電システ

ムの補助金であったりとか、緑のカーテンのコ

ンテストであったりと――審査員とかっていう

話じゃなくて、もっとほかにね、啓発活動をや

って、地球温暖化対策を推進する必要があるん

じゃないかっていうのを言いたかったから、そ

の削減効果は今どうなのかっていうことを聞い

てるわけなんで、だからその、２６年度以前の

部分で結構ですんで、今資料がなければ後から

資料いただければいいと思いますけども、きょ

う資料があればお答えいただきたいと思いま

す。 

○委員長（矢本善彦君） 武宮課長補佐。 

○環境課長補佐（武宮 学君） 第１次の計画

をですね、２０年度から２４年度までつくって

おりまして、そのときの計画としましてはマイ

ナス６％、京都議定書に合わせまして６％の削

減というふうに、たしか掲げていたというふう

に思いますが、平成２６年度分は、つい最近集

計が終わった段階でございます。で、その以前

のものの削減の割合もわかっております。た

だ、何せ今手元に持ってきておりませんので、

後でよろしければ御報告させていただければと

思います。 

○委員（堀口 晃君） はい、後でもいいです。

はい。 

○委員長（矢本善彦君） よろしいですか。 

○委員（堀口 晃君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） はい、堀口さん。 

○委員（堀口 晃君） はい。ですからね、私

が言いたいのは、ここの平成２６年の決算の中

に、１７００万使ってるっていう状況の中に、

ほとんどが太陽光システムなんですね。 

 で、太陽光システム、確かに先ほど山口課長

おっしゃったようにね、ＣＯ２の換算すると６

３００トンというような話になるかもしれぬけ

ども、この地球温暖化対策についてはそれだけ

の事業じゃないわけですよ。いろんな部分があ

るんで、その辺のところを含めてね、事業化を

もう少しする必要があるんじゃないかというよ

うなことを今私は言ってるんで、ぜひその辺の

検討を進めていただきたいと思います。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） まずは７９ページから

一旦聞きたかった、小型合併からいきたかった

んですけども、８１ページからいきます。 

 下段のほうのごみ減量化対策事業、説明があ

りました。平成２６年度が６８１万３０００円

かな。決算が５４６万５０００円、不用額が１

３４万８０００円出て、不用額の説明もありま

した。その下段のほうで、内訳の中で、ごみ減

量のアドバイザー２８９万４０００円、新聞、

チラシ等では１１２万７０００円、下の段ボー

ル堆肥化のキット配布について、その中の生ご

みの堆肥化の容器等の設置助成金、先ほど来七

十何件か言われました。それが１０８万４００

０円。 

 このごみ減量化というのは、もう本当にすば

らしい事業なんですよね。で、その堆肥化が伸

ばない状況にある、その理由とね、不用額はそ

の購入者が少なかったけんでかっていう説明が

ありました。購入者が少なかったら、購入者が

ふえるためにはどうしたらいいのかという、そ

こらあたりを考えておられると思うんですけど

も、結果的に、この１０８万４０００円。アド

バイザーが約２９０万。この事業っていうの

は、本当にこれは効率的に効果的に予算計上し

て、結果が出たんかな。 

 その質問に対して答えていただくと同時に、

進捗率をちょっと聞かせてください。普及率

を。生ごみの堆肥化の普及率。 

 堆肥化、これ堆肥化が減量化対策というの

は、もう何十年とやってきておると思うです
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よ。これは全部一般財源なんですよ。国から、

国・県からないんですよ。一般財源であるんで

すから、だから今後どのようなそのごみ減量化

対策、これについてはもう本当、今喫緊の事業

なんですよ。 

 そこあたりについて、まず説明をしてくださ

い。 

○委員長（矢本善彦君） 坂口課長補佐。 

○廃棄物対策課長補佐（坂口初美君） 失礼し

ます。生ごみ堆肥化の設置助成についてですけ

れども、２５年度は、助成数が１５４件ござい

ました。平成２６年度は１１２件でございまし

た。 

 大変数が減ってるということについては、年

度途中からも大変気にしておりましたが、ＦＭ

を使ったりチラシを使ってこの助成を紹介した

り、広報紙等をしたりと、数については前年同

様のことを行っております。 

 で、それをどうにか打開するということで、

２７年度からは、電気生ごみ式については、１

基につき２万５０００円の助成をするというこ

とでしたが、今年度から３万円に引き上げてい

ただいておりまして、そちらのほうをチラシ等

あたりにも毎回広報するような形で、現在広報

を行っております。 

 で、普及率というのが、壊れていく分もある

んですけれども、前年度末でですね、今まで助

成をしたというのに関しては、全世帯のおよそ

６.７％程度だと計算しております。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） はい。よくわかりまし

た、課長補佐。御丁寧な説明をしていただい

て。 

 そこでですね、ＦＭということもいいことだ

と思います。同時に、先ほど、――一昨日から

も市政協力員の問題が出てですね、堀次長が淡

々と総合説明をしてくれたんですけども、こう

いう市政協力員の方々をですね、いかに活用す

るかということも大事なんですね。これはも

う、これが一番大事で。 

 やっぱ、モーションピクチャーという言葉が

ありますけど、動く活動写真という。これは見

てもなかなかですね、聞いて、目で、そしてま

た、その物が、人が人が直接対話の中ならです

ね、物すごくこの前頭葉の中で後頭葉に脳が働

くわけですけども、私たちも一緒なんですが、

そういうことを考えれば、やはり市政協力員さ

んあたりにですね、このＰＲの仕方というのを

ですね。 

 特に今言われましたように、課長補佐がしっ

かり答えいただきました、２万５０００円、こ

れ３万円にしてると。これはもう本当いいこと

だと思いますよ。こういう一つのやっぱ施策の

中でですね、どうやって不用額を出さないの

か、やっぱその検討されとる、その姿勢に私は

感銘いたしました。しっかりそう言うときます

ので。 

 いかにごみ減量化の対策というのが大事なの

かということをですね、私のほうから質疑の中

でですね、言わせていただきましたので、しっ

かりこの減量化、――特にあのアドバイザーの

方々おられます。これだけの予算をかけてです

よ、普及についてはこれだけですから、しっか

りアドバイザーの方々にも意識を改革されてで

すね、いただくようお願いして、前のページの

７９ページの質問させてください。小型合併処

理浄化槽設置の整備事業です。 

 まずは、都市部。この決算書を見てですね、

６３７７万３０００円決算が出ました。不用額

も出ておりますが、これについても先ほど説明

がありましたが、これが１４００万。こういう

のを検討しながら、平成２７年度では７５００

万――７５５０万ぐらいですね、予算を計上さ

れております。 
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 その中でいかに、――その下段のほうに今後

の方向性の理由と書いてあります。これはもう

中心市街地あるいは農村部地域、特にあの農振

地域といいますけども、これについての合併浄

化槽のですね、この普及というのはもう、日々

をですね、環境の問題で、ＣＯ２の問題も一緒

なんですけども、これは絶対この事業というの

はですね、早急に対応すぐしていかないかぬ。 

 それはなぜかといいますと、今公共下水道見

てくださいよ。一般財源から繰り上げて、今回

は打ち切りという一つの事業になりましたけれ

ども、あのように一般会計から繰り入れていっ

てですよ、都市部は都市部でいいんですけど

も、農村部にも農業集落排水処理事業の中にあ

るわけですね、この。そういうことを考えるな

かでは、この合併浄化槽が一番予算がかからな

い事業なんですよ。 

 でもこれらについてもですね、極力予算化し

ながらですね、推進をしていくという、その体

制をとっていただきたい。５人槽、７人槽で１

０４基、６０基、これですね、どんどんどんど

んふやしていただくように推進いただくよう

に。 

 そしてまた、２７年の予算についてもです

ね、２６年度の当初予算とほとんど変わりませ

ん。ですからよろしかればですね、積極的なＰ

Ｒの中で進めていただきたいというふうに、質

疑の中で要望しますので、何かの御答弁があれ

ば答弁してください。 

○下水道総務課長（古田洋二君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 古田下水道総務課

長。 

○下水道総務課長（古田洋二君） 下水道総務

課の古田でございます。よろしくお願いしま

す。 

 委員おっしゃりますとおり、本市の生活排水

処理方針――方式といいますか、公共下水道、

農集、浄化槽という、多種な方式で実施してお

るわけですけれども、御承知のとおり、こので

すね、調書にもありますとおり、非常に、人口

の減少とか高齢化とか、特に農村部あたりでは

それが進展していくことがですね、当然見えて

おるわけですけども、その中で、今後どういっ

た方式で下水道をですね、処理を進めていくか

というようなことで、この浄化槽を含めまし

て、国のほうでも検討、市町村があわせてです

ね、今後速やかに効率的に、将来的に財政的に

もですね、有効な方法を考えていこうじゃない

かというような、今動きがあっております。 

 で、本市におきましても、今年度ですね、浄

化槽あるいは公共下水道を、今後、将来にわた

ってのどのような方法でいくのかというのをで

すね、今検討しているところでございまして、

今年度中にですね、方向性あたりを見出してい

きたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 古田課長から説明あり

ました。あの農集排を見てください。一般会計

の繰り入れを。ですね。農集排の後からありま

すけども、農集排の繰り入れ。合併浄化槽はで

すね、繰り入れはないんですよ、できないんで

すよ。合併浄化槽推進してください。自己負

担、受益者負担であるし。 

 農集排も、受益者負担の中でもともとスター

トした、政府がスタートした補助金の中で、補

助事業の中でも、農集排っていうのは受益者負

担の原則だったんです。それが全部一般会計か

ら繰り入れよるでしょ、今。こんなところのた

くさんの問題があるわけですね。だからこそ、

合併浄化槽については、強固な推進をしてほし

いというのが私の意見なんですよ。 

 ここらあたりについては今古田課長言われま

したので、ぜひ期待をしてるし、ぜひともこの

合併浄化槽の推進についてはですね、努力をし
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てほしいと。予算についてはどんどんかけてく

ださい。それはもう、公共下水道が１８億も２

０億も累積がある中で、一般会計を繰り入れる

中で、このですね、農村部のですね、環境整備

は一番大事なことですから、よろしくお願いを

して、要望としておきますから。 

○委員長（矢本善彦君） はい、いいですか。

ほかにございませんか。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。施設の老朽化も

しくは延命化というふうな部分で、２点だけお

聞かせいただきたいと思います。 

 ７８ページの上段の斎場施設の整備事業とい

うことで、先ほどおっしゃられ、――ちょっと

聞き逃したんですけど、昭和４５年にもう建て

直しをしたというようなところがあったのかな

と思いますけども、今回１０００万かけて、火

葬炉の設備等をするということがございます。

まあ１１００万ぐらいですけども。 

 で、これ、長期的に施設が使用できるように

検討していくというようにございますが、この

１０００万で大丈夫なのかっていう。まあ、今

度は平成２７年度には、２４００万かけてまた

その設備を投資するという状況がありますけど

も、どれだけ投資をして、そして、どのくらい

ぐらい延命措置ができるのか、その辺聞かせて

いただければと思います。 

○委員長（矢本善彦君） 山口環境課長。 

○市民環境部理事兼環境課長（山口 剛君） 

はい。八代市斎場の延命化についてという御質

問だろうと思いますけれども、八代市の斎場に

つきましては、既に三十数年、建設からたって

おります。そういう中で、２２年度だったと思

いますけれども、耐震診断ということで、建物

のほうの調査をさせていただきました。 

 その結果、建物に関しましては、耐震強度は

十分有するというような結果が出ましたことか

ら、建物の強度があるうちは、現在の設備を改

修をしながら使用していきたいというふうに思

っておりますので、あと２０年程度、現在のと

ころを、手を入れながらしていきたいというふ

うに考えております。 

○委員（堀口 晃君） はい、わかりました。 

○委員長（矢本善彦君） はい。 

○委員（堀口 晃君） じゃあもう１点。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。もう１点です

ね、８６ページの上段のし尿及び汚泥処理施設

等整備事業の中において、改修工事費５８００

万、それと、ブロックなどの工事が云々書いて

ある。その下のほうにですね、今後の方向性の

理由として、衛生処理センターは計画的に改修

工事を行ってきたが、延命化にも限度があるた

め、使用年限等の方向性を見きわめる必要があ

るっていうこと。 

 もう延命化にも限度があるというようなこと

で、もうこれ以上どうしようもないよっていう

ふうなところに受けとめられるんですけども、

実際のところ、今回６２００万かけてどのくら

いぐらい延命ができて、今後の方向性としてど

ういうふうに市のほうは改善していこうという

ふうに考えてらっしゃるのかお聞かせいただき

たいと思います。 

○委員長（矢本善彦君） 山口課長。 

○市民環境部理事兼環境課長（山口 剛君） 

はい。今度、八代衛生処理センターの今後の方

向でございます。２５年から２６年にかけまし

て２カ年で、消化槽と前処理施設ということで

改修をしましたけれども、おおむね１０年程度

の延命化ということで考えております。 

 そういうことで、施設につきましては、躯体

の耐用年数も非常にもう来ておりますことか

ら、現在、本年度ですけれども、施設の方向性

ということで業務委託を出しまして、どういっ

た方向がいいのかという、プランニングですけ
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れども、そういうことで今検討をしているとこ

ろでございます。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。このように、施

設がもう老朽化していく部分がたくさんござい

ますので、その部分については、もう前もって

ですね、ずっともう１０年前ぐらいからやっぱ

計画する必要があるんだろうと思いますんで、

ぜひその辺はしっかり計画を立てて、延命化も

しくは新しく建てる、そういったものをお願い

したいと思います。 

 以上です。 

○委員長（矢本善彦君） はい。ああ、中山委

員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。生活環境事務

組合関係でちょっとお聞きしたいんですけど、

８５ページのほうに、新環境センターの建設に

伴い、負担金額は協議を行うということになっ

てますが、現在の協議状況のほうちょっと教え

ていただきたいと思います。 

○委員長（矢本善彦君） 山口環境センター建

設課長。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い。現在の協議状況につきましては、今年度に

入りまして、基本的には３者、事務組合含めま

して氷川町と八代市と、負担金を含めました形

での基本的考え方を、まだ話を始めたところで

ございます。まだ負担率の分担につきますと

か、そういったものまでの細かいところまでは

決まっておりません。ただ、２９年度までに

は、それぞれの負担率、そういったものを決め

ました、比率というのを決めた規約というのを

決めないといけませんので、今年度中にまずそ

の原案をつくりまして、来年度に最終的な案を

作成するという方向で進んでおります。 

 以上でございます。 

○委員長（矢本善彦君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） 議会のほうもですね、

同文議決が必要になってきますし、生活環境の

ほうの議会のほうでも非常に今注目されてる問

題でございますので、できればですね、ちょっ

と早急にですね、協議の状況をですね、ちょっ

と皆さんのほうにお話し――説明いただければ

なというふうに思います。なるべく早い説明の

ほうですね、お願いしたいというふうに思いま

す。 

○委員長（矢本善彦君） いいですか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） はい。 

○委員（前垣信三君） よかですか。 

○委員長（矢本善彦君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） じゃ、済いません、最

後１点。山本委員さんもお尋ねになったんです

が、この小型合併処理浄化槽装置整備事業で、

２６年度は不用額が出たんですが、２６年度か

な。大体毎年この不用額が出るんですか。中に

は、申しこんでももう枠がないというような

話、かつては聞いたことがあっとですが、現在

ではそういうことはないですか。 

○下水道総務課長（古田洋二君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 古田課長。 

○下水道総務課長（古田洋二君） 失礼しま

す。過年度のですね、ちょっと数値手元にない

もんですから、即答できないわけですけども、

大体、毎年２００前後のですね、数値で推移し

ておりました。で、予算化する際にですね、そ

の１９０前後をですね、根拠にしておりました

もんですから、２６年度はそういう、若干予算

に対しまして余ったというような状況でござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（矢本善彦君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。余ればよかっで

すが、以前は、年度末になるともう申し込んで

も枠がないというような話がありました。 
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 で、基本的には、下水道の処理区域外の話で

すから、先ほどちらっと山本委員さんもおっし

ゃったっですが、この補助自体が大体新築のと

きに皆さんがなさるわけですな、で、処理区域

外で、くみ取りのところもありますし、単独浄

化槽のところもあるわけですね。 

 で、本来なら、基本的には単独浄化槽をやめ

て合併浄化槽にせないかぬというのが今の決ま

りなもんですから、既存の方が、新築にかかわ

らず既存の方が、合併浄化槽に変えたいという

ときの補助も対象にはなるわけですよね。 

○下水道総務課副主幹兼水洗化促進係長（徳田

啓治君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 徳田水洗化促進係

長。 

○下水道総務課副主幹兼水洗化促進係長（徳田

啓治君） 下水道総務課の徳田です。よろしく

お願いいたします。 

 委員さんお尋ねの、単独浄化槽から合併浄化

槽への切りかえですけども、市の単費としまし

て、１０万円を上乗せとして今補助しておりま

す。 

 以上です。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） わかりました。確認で

すが、新築の場合プラス１０万円ということで

判断していいんですか。 

○委員長（矢本善彦君） 徳田係長。 

○下水道総務課副主幹兼水洗化促進係長（徳田

啓治君） 新築の場合は、上乗せ補助はありま

せん。（委員前垣信三君「うん。だから、新築

ではない場合はプラス１０万円ということなん

ですか」と呼ぶ）はい。単独浄化槽から合併浄

化槽への切りかえに対して、上乗せの１０万円

があるということです。 

○委員（前垣信三君） よかです。 

○委員長（矢本善彦君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 結果、おっしゃったよ

うに、山本委員さんもおっしゃったんですが、

基本的にはもう合併浄化槽に変えないかぬと。

で、既存の場合は、配管から何から全部いろん

なやり直しが出てきますから、まあ１０万円上

乗せされとるからよかっでしょうけど、どうせ

この不用額が余るぐらいですから、もっと皆さ

ん方に手厚くされるなり、市報で教えていただ

いてですね、もっと使ってもらうような方向で

進めていただければと思いますので、今後の考

え方としてぜひ考えていただきたいと思いま

す。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よかですか。 

○委員長（矢本善彦君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 先ほどの山口課長のし

尿及び汚泥の処理のですね、８６ページ。もと

に帰りますが、質問、委員の質問からありまし

た。これが私は一番ひっかかってる事業なんで

すね。 

 何十年とあそこを見てまいりました。旧市の

ときから私は。職員さんが何人おられるかとい

うことで、職員の給与数で２１９０万ぐらいに

なる、職員の。予算が１３３ページに載ってま

すね。で、今何人くらいおられるんですか、職

員さん。 

○委員長（矢本善彦君） 山口課長。 

○市民環境部理事兼環境課長（山口 剛君） 

民間委託をしておりますけれども、７名で委託

をしております。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

 はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） はい。これも、旧市の

ときの、はっきり言って合併後１０年目、もう

迎えて１カ月ぐらいなりますが、これはもう本

当、合併前の居残りの事業なんですよね。しと

きゃよかったなと思ったです、私も。その当

時。 
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 まずはなぜかって、１点は老朽化が進んどる

ということ。老朽化の中で周囲が、特に、海か

らですね、大鞘川からもう悪臭のところからで

すから、もう周囲のにおいの、においってのは

物すごいひどいと。今、あの働く職員の方々の

ですね、姿見たときですね、本当に、同じ職員

さんなのかということを感じますよ。それは山

口課長、現場へ行かれてからわかるでしょ。同

じ職員さんでですね、あの環境の中でですよ。 

 私はもう早くですよ、あそこはやっぱ建設計

画をですね、しっかり立てて。もう庁舎の建設

じゃないですよ、あの現場というのは。もう本

当にですね、まあ差別といえば差別ぐらいので

すね、あの施設ですよ。私も先日行ってまいり

ました、あの周辺に。私、友がおるもんですか

ら。いっちょん変わらぬ、昔のまま。中に行っ

てもにおいはするわですね。 

 そういうことを考えればですね、これは早急

に対応せないかぬですよ。そら、まだ１０年延

命したから１０年、１０年先とかのですね、そ

ういうもんじゃなくてから、延命するときに、

どうやってこの施設を新しい施設に変えて。や

はり環境問題ですからね。 

 これはもう、特にし尿という言葉はですね、

もう今はほとんど扱いたくないですよ、もうは

っきり言ってから。京都に行ってください。京

都なんかし尿なんか使いませんからね、言葉

は。そんなですね、京都いうのはきれいなまち

なんですよ。 

 そういうことを考えれば、やっぱり働く者、

そしてまた施設の老朽化、まあ耐震も含めてで

すけども、あれははっきり言ってから、担当

部、はっきり言って企画がおりますけん、企画

なり、きょうの委員会でですよ、こういう一つ

のやっぱ決算委員会で出たんだということはで

すね、ただ予算に反映するだけじゃなくしてで

すね、決算の中でのやっぱ検討をですね、して

ください。首長にも私ははっきり言ってこの問

題については、今山口課長が説明されたそのよ

うな説明ではですね、本当ぬるま湯でですね、

こういう施設が早くつくらにゃいかぬとですた

い。ぜひともこれはですね。 

 あの働く人の姿見たときに、本当にかわいそ

うと思いますよ。そういうことをですね、決算

の中で検討していただいて、そしてまた、もう

２７年度予算組んでありますから、予算組んで

ある中でですね、もう早急に、構想練るとかで

すね、するように対応してください。 

 いいですか、山口課長。何か反論の説明があ

れば反論してください。（笑声）なからんばい

いですよ。 

○委員長（矢本善彦君） 山口課長。 

○市民環境部理事兼環境課長（山口 剛君） 

委員御指摘のとおり、非常に老朽化が進んで、

職場環境も悪いというような状況でございま

す。そういうことも含めまして、現在出してお

ります委託の中で早急に案を出しまして、素早

くですね、方向を出していきたいというふうに

思っております。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） すばらしい御答弁あり

がとうございました。 

○委員長（矢本善彦君） はい。ほかにありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（矢本善彦君） はい。以上で第４款

・衛生費中、市民環境部関係についての質疑を

終わります。 

 執行部入れかえのため小会いたします。 

（午後３時４２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時４３分 本会） 

○委員長（矢本善彦君） 本会に戻します。 

 それでは、しばらく休憩いたします。１５時

５５分まで休憩いたします。 

（午後３時４３分 小会） 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時５５分 本会） 

○委員長（矢本善彦君） それでは、休憩前に

引き続き、決算審査特別委員会を再開いたしま

す。 

 次に、第５款・農林水産業費及び第１０款・

災害復旧費中、農林水産部関係分について一括

して説明を求めます。 

○農林水産部長（垣下昭博君） はい、委員

長。 

○委員長（矢本善彦君） 垣下農林水産部長。 

○農林水産部長（垣下昭博君） はい。皆さん

こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）

それでは、第５款・農林水産業費につきまし

て、全体的な総括をさせていただきます。座っ

て説明させていただきます。 

 初めに、農業関係でございますが、本市の農

業は、平たん部で水稲、イグサ、飼料用稲など

の土地利用型農業、トマト、メロンなどの施設

園芸、キャベツ、レタスなどの露地野菜、ま

た、中山間地域では、晩白柚などのかんきつ

類、ショウガ、お茶、ユズなどが栽培されてお

り、本市の基幹産業としての役割を担っており

ます。 

 しかしながら、農業を取り巻く状況は、担い

手の高齢化により後継者不足や、水稲を初めと

した販売価格の低迷、加えて肥料、農薬などの

農業生産資材価格の高騰など、厳しい状況が続

いているところでございます。 

 このような状況の中、平成２６年度では、農

業の担い手の育成確保を図りつつ、農産物の品

質向上、コスト削減、販売強化、６次産業化へ

の誘導支援など、農業経営の安定化を図るた

め、産地として安全・安心、高品質、安定生産

のための条件整備や、消費者、市場関係者から

評価と信頼を得られるための対策など、各種事

業に取り組んでまいりました。 

 主な取り組みとしましては、まず、担い手対

策としまして、営農支援室を農林水産政策課に

新たに設置し、担い手の育成や確保のために、

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るた

めの青年就農給付金事業などを実施いたしまし

た。 

 また、規模拡大による長期的な農業経営の安

定と農地の保全のための農地集積対策として、

農地利用集積促進事業を実施を行いました。 

 その結果、平成２６年度における新規就農の

給付金対象者は昨年より１１名ふえ２６名、ま

た、農地利用集積促進事業は４０件の利用があ

り、露地野菜などの規模拡大につながっている

ところでございます。 

 次に、安全・安心、高品質、安定生産のため

の条件整備としまして、施設園芸、イグサ、露

地野菜などの生産対策として、まず施設園芸で

は、強い農業づくり交付金やくまもと稼げる園

芸産地育成事業の活用によるハウス施設や省力

機械、設備などの整備、イグサ関係では、機械

の延命化を図るい業機械再生支援事業の取り組

み、露地野菜などを生産される中心経営体など

では、農業用機械などが導入できる経営体育成

支援事業を実施いたしました。 

 次に、販売強化対策としまして、平成２６年

３月に策定しましたフードバレーやつしろ基本

戦略構想に基づき、安全・安心な八代産農産物

の販路拡大を目的に、首都圏の百貨店などでの

物産展の開催、また、海外での販路開拓を目指

すために、ＪＡやつしろや県などと連携して香

港において晩白柚やトマトの販売会を実施する

など、新たな取り組みも始めたところでござい

ます。 

 輸出につきましては、初めての取り組みでは

ありましたが、晩白柚につきましては輸出１８

００個は完売、トマトにつきましても１６２キ

ロが２日間で完売するなど、大変好評でござい

ました。今後は、輸出に向けた商談会など、積

極的に取り組んでいきたいと考えております。 
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 また、６次産業化の推進につきましては、株

式会社蜂の郷にしおかが、国の６次産業化ネッ

トワーク交付金を活用して、短期交配用ミツバ

チセットの組み立て加工及び冷蔵保管などを行

うための施設整備を行っております。この新た

な事業展開により、２名の新たな雇用もつなが

っております。今後も、株式会社蜂の郷にしお

かをモデルとして、引き続き６次産業化を進め

てまいります。 

 次に、農業の基盤である生産基盤整備とし

て、市内一円土地改良事業や県営土地改良事業

による排水路や農道及び圃場の面的整備を実施

いたしました。 

 このほか、地元の活動組織が主体となり豊か

な農村地域の保全管理を目指す多面的機能支払

交付金事業、また、土地改良区が主体となり、

農家みずからが行う区画拡大や暗渠排水工事へ

の助成及び用水路改修工事を行う農業基盤整備

促進事業を実施いたしております。 

 また、排水機場整備につきましては、平成２

５年度に郡築地区、昭和地区、野崎地区、第２

郡築地区が採択され、平成２６年度は鏡町塩浜

地区が新たに採択されました。これら排水機場

の整備は順次事業化され、本年４月には第２郡

築排水機場の基礎工事が着手されております。 

 以上が、平成２６年度実施いたしました農業

関連の主な取り組みでございます。今後も各種

事業に取り組み、農業所得の向上に努めてまい

ります。 

 次に、地籍調査事業関係でございますが、現

在の事業費ベースで実施いたしますと、事業完

了年度は平成５６年度の予定でございます。地

籍調査は、公共事業や土地取引、課税の適正

化、土地にかかわるトラブルの未然防止など、

大変重要な事業ですので、早期完了を目指し実

施してまいります。 

 次に、林業関係でございますが、本市総面積

の約７４％、５万２２５ヘクタールを占める森

林面積のうち、４万２８６ヘクタールが民有地

で、その約７割が杉、ヒノキなどの人工林でご

ざいます。それらの多くが伐採の時期を迎えて

おりますが、長らく続いております木材価格の

低迷や林業従事者の減少などから、森林への関

心が希薄となり、適切な管理が行われず、山腹

崩壊などの災害発生の要因ともなっておりま

す。 

 このような状況の中、防災と資源としての観

点から、森林の適切な保全管理と木材を積極的

に活用するために、必要な基盤整備などの各種

事業に取り組んでまいりました。 

 平成２６年度の主な事業としましては、森林

組合や林業公社が実施しました森林環境保全事

業による下刈りや再造林、間伐作業や作業道の

整備に係る経費の一部補助、山林所有者に対し

主伐の際の木材運搬に対する経費の一部助成を

行っております。 

 また、新規事業としまして、間伐材や林地残

材などの有効活用を目的に策定しました八代市

木材バイオマス利活用計画に基づき、さかもと

温泉センタークレオンへ木質バイオマスペレッ

トボイラーの導入、また、効率的な集荷システ

ムとして注目されております木の駅プロジェク

トに着手し、集荷システムの構築と場内整備な

どを行ったところです。 

 木の駅プロジェクトにつきましては、本年７

月に泉町の森林組合内に木の駅やっちろゴロタ

ンとしてオープンし、９月末から現在まで、７

名の個人と３事業所が会員登録され、約２６０

トンの木材が持ち込まれております。年間１０

００トンを目標といたしておりますので、さら

に会員の獲得に向け、周知、広報を行っている

ところでございます。 

 また、農林産物に大きな被害をもたらしてお

ります有害鳥獣被害対策では、鹿、イノシシを

合わせまして３１１２頭の捕獲実績で、２１７

０頭の捕獲計画を上回る成果が上がっておりま
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す。今後も、被害防止のため引き続き取り組ん

でまいります。 

 基盤整備につきましては、道整備交付金を活

用しまして、坂本、泉管内の林道旧路線の舗装

改良や林業専用道２路線を整備いたしました。

今後も八代地域再生計画にのっとり、随時実施

してまいります。 

 次に、水産業関係でございますが、平成２３

年度以降、八代海でのアサリの復活を喫緊の課

題として、資源の回復を目指して各種事業に取

り組んでまいりました。 

 主な取り組み事業としましては、ケアシェル

による稚貝の増殖や、ナルトビエイやチヌなど

からの食害を防止するための被覆網の設置、ま

た、漁場の環境保全に関しましては、荒瀬ダム

の堆積砂を利用した県営覆砂事業や、漁場の浮

泥除去を目的として金剛地先の耕うん事業など

を実施いたしました。 

 その成果としまして、平成２６年内におきま

して、わずかではございますがアサリの水揚げ

が揚がり、資源回復の兆しも見え始めていると

ころでございます。 

 一方、流通に関しましては、環境センター建

設に伴い整備を進めておりました八代市水産物

荷さばき施設が完成し、本年４月に共同魚市場

としてオープンいたしました。水産物の水揚げ

と利用の増加を図るため、計画的な放流事業を

実施し、漁業者の経営安定につなげていきたい

と考えております。 

 また、漁港施設に関しましては、本市が管理

する大鞘漁港や植柳漁港につきまして、施設の

老朽化が進行していることから、老朽化診断と

長寿命化対策について比較検討し、将来にわた

る計画的な対策コストの縮減や事業費の平準化

を図るため、漁港施設の機能保全計画を策定い

たしました。本年度は引き続き、泊地等の水域

施設の機能保全計画を行うことといたしており

ます。 

 このようにハード面、ソフト面の両面で一体

的な施策を展開し、漁業者の経営安定につなげ

ていきたいと考えております。 

 以上、第５款・農林水産業費の総括とさせて

いただきます。詳細につきましては、黒木次長

より説明いたしますので、御審議方よろしくお

願いいたします。 

○委員長（矢本善彦君） 御苦労さまでした。 

○農林水産部次長（黒木信夫君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 黒木農林水産部次

長。 

○農林水産部次長（黒木信夫君） はい。農林

水産部次長の黒木です。座って説明させていた

だきます。 

 それでは、歳出のうち農林水産業費及び災害

復旧費につきまして、平成２６年度における主

要な施策の成果に関する調書その１を用いまし

て説明いたします。 

 まず、１２ページをお願いいたします。 

 歳出決算の状況でございますが、款５・農林

水産業費の支出済額は、上の表、（イ）目的別

の表で中央の支出済額（Ｂ）の列５段目、５４

億３０３９万８０００円で、執行率は９４.２

％、歳出総額に対する構成比は９.４％でござ

います。前年度と比較して約２億７２００万、

４.８％の減となっております。これは、緑の

産業再生プロジェクト促進事業などで事業費増

となりましたが、農業生産総合対策事業、農業

基盤整備促進事業などの事業費が減となったた

めでございます。 

 それでは、款５・農林水産業費の主な事業に

ついて順次説明いたします。 

 ８７ページをお願いいたします。 

 下段の青年就農給付金事業でございますが、

これは、農業従事者の高齢化が急速に進展する

中、持続可能な力強い農業を実現するために

は、青年就農者の増加が重要であることから、

経営不安定な就農初期段階に対して支援を行
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い、就農意欲の喚起と定着を図ったものです。 

 決算額は５９２５万円で、事業実績としまし

ては、まず、当初予算分として、事業要件を満

たした就農者１９名に対し１年分、７名に対し

て半年分を、補正予算、これは平成２７年度前

倒し分でございますが、分として、９名に対し

１年分、１６名に対し半年分を交付したもので

す。不用額３７５万円は、新規受給者を１０名

と見込んでおりましたが、５名が申請時期の関

係で半年分の受給となったため、不用となった

ものでございます。 

 今後の方向性では、就農者の確保は緊急の課

題であり、広く事業を周知し、就農後は農業へ

定着していけるよう関係機関と連携しフォロー

アップを行うなどの要改善の上、市の実施とし

ております。 

 次に、８８ページです。 

 八代産農産物ＰＲ事業でございますが、これ

は、安心・安全な八代産農産物をＰＲすること

により、販路の開拓、需要の拡大に取り組む生

産者団体に対し、その経費の２分の１内で補助

したものでございます。 

 決算額は５１１万円で、事業実績といたしま

しては、八代地域農業協同組合ほか５団体が実

施された大消費地圏へのＰＲ事業、第３回やつ

しろＴＯＭＡＴＯフェスタの開催助成などで

す。 

 今後の方向性では、申請団体数も増加傾向に

あり、市民ニーズも高いと判断できるため、規

模拡充により市の実施としております。 

 下段のい業振興対策事業でございますが、こ

れは、本市の主要農産物の１つであるイグサ、

畳表の生産振興対策で取り組んだものでござい

ます。 

 決算額は３５３０万９０００円で、事業実績

といたしまして、まず、畳表張り替え促進事業

として、八代産畳表を用いて張りかえを行った

際、１畳当たり１０００円を補助したもので、

申請者数４５２世帯、４７１４畳。次に、い業

機械再生支援事業として、イグサ専用機械の修

繕等を行った際に費用の２分の１、上限１０万

円を補助したもので、ハーベスター、乾燥機、

織機など１９６件。最後に、くまもと畳表復興

支援事業では、公共施設張りかえ２８カ所、７

５６畳、張りかえを行った一般世帯への特産物

送付件数が９９３件でございました。不用額１

１３１万２０００円は、当初見込みよりも申請

者、事業費とも減少したためです。 

 今後の方向性では、現行どおり市の実施とし

ております。 

 次に、８９ページです。 

 いぐさ・畳表生産体制強化緊急対策事業でご

ざいますが、これは、外国産との厳しい競争が

続いている中、熊本県産畳表の生き残りを図る

ため、イグサ、畳表を高品質化、区別化する生

産加工対策に取り組む生産組織等に対して、ハ

ーベスターなどの機械導入及びＱＲコードつき

タグの挿入装置を２分の１以内で補助したもの

でございます。 

 決算額は２４６２万円で、事業実績としまし

ては、イグサ苗掘り取り機１６台、イグサ移植

機６台、イグサハーベスター１台です。不用額

２７１７万４０００円は、最終的な事業実施団

体が２２団体２４６２万円となったため不用と

なったものでございます。 

 今後の方向性では、現行どおり市の実施とい

たしております。 

 下段の農地利用集積促進事業でございます

が、これは、イグサの作付面積の減少などによ

り、冬場に利用されていない農地及び今後遊休

化が懸念される高齢農家や兼業農家が所有する

農地を、意欲ある担い手農家に集積し、農地の

有効利用・活用及び保全を図った事業でありま

す。事業内容としましては、農地を集積した場

合に、機械等の購入に対して事業費の２分の

１、上限１００万円を補助したものでありま
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す。 

 決算額は３６２３万１０００円で、事業実績

といたしましては、トラクター導入など４０件

でございました。 

 今後の方向性では、平成２７年度より、中山

間地域での事業活用を促進するため事業要件の

見直しを行っており、今後も効果的な事業実施

に向けた検証を行いながら、要改善の上、市の

実施としております。 

 次に、９０ページです。 

 農業生産総合対策事業でございますが、これ

は、農業生産の推進を図るため、農畜産物の高

品質・高付加価値化及び低コスト化と、地域に

おける生産から流通、消費までの対策を総合的

に実施する事業でございます。 

 決算額は８億６５４３万８０００円で、事業

実績としましては、農事組合法人八協連などが

低コスト耐候性ハウス３７棟や自動開閉装置な

どを導入されております。不用額の１億２１３

３万２０００円は、入札残によるものでありま

す。 

 今後の方向性では、現行どおり市の実施とし

ております。 

 下段の中山間地域等直接支払制度事業でござ

いますが、これは、農業生産条件の不利な中山

間地において、高齢化や後継者不足による遊休

農地、耕作放棄地が増加していることから、農

地の多面的機能の低下を防止し、集落機能の再

生を図る目的で取り組んだ事業であります。 

 決算額は３１７３万６０００円で、事業に取

り組まれた地区としましては、旧八代市５地

区、坂本町５地区、東陽町１８地区、泉町４地

区、合計３２地区、協定面積は２２１.２ヘク

タールでございました。 

 今後の方向性では、現行どおり市の実施とし

ております。 

 次に、９１ページです。 

 経営体育成支援事業でございますが、これ

は、地域の将来を担う中心経営体等の育成のた

め、経営規模の拡大や経営の多角化に取り組む

際に必要となる、農業用機械等の導入について

支援するものです。 

 決算額は１７９７万７０００円で、事業実績

としまして、３地区１３経営体において、トラ

クターなどの導入事業を実施されています。ま

た、阿蘇市に出作をされている２つの法人が、

平成２６年２月の豪雪でハウスが被災されたた

め、雪害復旧緊急対策事業により再建をされて

おります。翌年度への繰越額９７９１万円は、

国の第１次補正に伴い３月補正に計上したもの

で、年度内に完了ができなかったことから繰り

越したものです。不用額４１１万７０００円

は、１件の事業取り下げ及び入札残によるもの

でございます。 

 今後の方向性では、現行どおり市の実施とし

ております。 

 下段の機構集積協力金交付事業でございます

が、これは、農地中間管理機構に農地を貸し付

けることにより経営転換する農業者、リタイア

する農業者に対し、０.５ヘクタール以下１戸

当たり３０万円、０.５ヘクタールから２ヘク

タール１戸当たり５０万円、２ヘクタール以上

１戸当たり７０万円を協力金として交付する経

営転換協力金のほか、地域内での集積割合に応

じて交付される地域集積協力金や、耕作者集積

協力金があります。 

 決算額は２３０万円で、事業実績としまして

は、経営転換協力金で５戸の集積面積４万６２

８平米でございます。 

 今後の方向性では、国において、中間管理機

構を通した農地の集積を大きな柱として、今ま

で以上に集積を進める方針が打ち出されてお

り、市による事業推進が一層必要となることか

ら、規模拡充による市の実施としております。 

 次に、９２ページです。 

 営農支援事業でございますが、これは、平成
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２６年度から設置された営農支援室で事業実施

するための経費でございます。農業に精通した

専門スタッフを配置し、農業者の幅広い相談に

対応するとともに、新規就農者のサポートや人

・農地プラン策定地域へのアドバイスなどを、

直接現場に赴き行うことにより、新規就農者の

育成・確保及び農業経営の改善などの支援を実

施するものです。 

 決算額は５３７万６０００円で、事業実績と

しましては、青年就農給付金関係で需給状況確

認が９６回、延べ２１９人、受給相談が８６

回、延べ１２２人、各種補助事業や営農関係で

の相談業務が３８回、延べ４８人などの巡回指

導等を実施しています。 

 今後の方向性では、現行どおり市の実施とし

ております。 

 次に、９４ページです。 

 ６次産業化ネットワーク活動交付金事業でご

ざいますが、これは、地域の創意工夫を生かし

ながら、多様な事業者によるネットワークを構

築して新商品開発や販路開拓等を図る、施設整

備について支援するものです。 

 決算額は２２２２万５０００円で、実績とし

ましては、株式会社蜂の郷にしおかが、短期交

配用ミツバチセットの組み立て加工で冷蔵保管

等を行うための施設整備事業を実施されていま

す。 

 今後の方向性では、現行どおり市の実施とし

ております。 

 下段の園芸・果樹振興対策事業でございます

が、これは、国内外での産地間競争が激しさを

増しつつある中で、安定した農業経営と産地を

維持するために、省エネや低コスト技術の導入

による生産コストの低減、環境と調和した持続

可能な農業生産方式の導入による安心・安全な

農業生産を実現するため実施したものです。 

 決算額は３３３万円で、実績としまして、ト

マト黄化葉巻病対策啓発チラシ作成や、熊本県

野菜振興協会を初めとする各種協議会負担金で

す。 

 今後の方向性では、安心・安全な農業生産の

実現、需要に即した農業生産のためには引き続

き取り組むことが重要であることから、要改善

の上、市の実施としております。 

 次に、９５ページです。 

 くまもと稼げる園芸産地育成対策事業でござ

いますが、これは、気候温暖化や燃油、資材等

の価格高騰といった厳しい状況下で産地間競争

に打ち勝ち、稼げる園芸産地の育成を目的と

し、生産者組合等が農業施設、機械等を購入す

る経費に対して事業費の３分の１以内について

補助したものでございます。 

 決算額は６０６万１０００円で、実績としま

しては、八代地域農協園芸部が谷部自動換気施

設、八代地域農協郡築園芸部が自動内張一層カ

ーテン巻き上げ装置などを導入されておりま

す。 

 今後の方向性では、現行どおり市の実施とし

ております。 

 下段の食育推進育成事業でございますが、こ

れは、小中学校での食育料理教室の開催や、地

域内での生産者、販売・飲食事業者等による地

域密着型の地産地消推進活動に対し支援したも

のです。 

 決算額は３１万円で、実績としましては、生

活改善グループによる伝統料理教室の開催や、

やつしろマルシェ生産者による活動が行われて

おります。 

 今後の方向性では、現行どおり市の実施とし

ております。 

 次に、９６ページです。 

 農事研修センター自主事業でございますが、

これは、農業経営に必要な知識及び技術の習得

に関する研修等を行い、担い手の育成・確保を

図るものです。 

 決算額７３万７０００円で、実績としまして
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は、農業技術者養成講座、農業後継者育成支援

事業の実施、生活改善グループ連絡協議会、青

年農業者クラブ連絡協議会、農業後継者育成協

議会への助成でございます。 

 今後の方向性では、農業後継者の育成など、

農業を取り巻く情勢等に的確に素早く対応でき

る支援体制の構築が急務であり、要改善の上、

市の実施としております。 

 下段の食肉センター管理事業でございます

が、これは、食肉センターの維持管理を適正に

行い、周辺環境に悪影響を与えないために実施

したものです。 

 決算額は１０８７万１０００円で、実績とし

ましては、警備委託や解体設計業務委託などで

す。不用額１８７万８０００円は、入札残によ

るものでございます。 

 今後の方向性では、業務再開は見込めないた

め、不要、廃止としております。 

 ９７ページです。 

 排水機場維持管理事業でございますが、これ

は、県営湛水防除事業等で造成された排水機場

１４カ所を市が管理し、農用地等の湛水防除に

より農作物の湛水被害を防止することを目的と

した事業です。 

 決算額は５０５６万円で、事業実績としまし

ては、燃料費、電気料、運転業務や塵芥処理業

務の委託料が主なものです。不用額２８４万６

０００円は、排水運転時間が例年より短かった

ため燃料費などが不用となったものです。 

 今後の方向性では、排水機場は重要な施設で

ありながら、多くの施設が老朽化する中、突発

的な故障を未然に防止できるように、専門知識

を有する者での定期的な保守点検を拡大するな

どの、規模拡大により市の実施としておりま

す。 

 下段の土地改良施設維持管理適正化事業でご

ざいますが、これは、排水機場等の農業水利施

設の機能を維持し長寿命化するため、数年に１

回行うようなエンジンやポンプのオーバーホー

ル等の整備補修を計画的に行うことにより、財

政負担を軽減するため実施する事業です。 

 決算額は３４００万３０００円で、事業実績

としましては、硴原排水機場１・２・３号エン

ジン整備及び北新地排水機場１・３号発電機エ

ンジン整備工事です。 

 今後の方向性では、現行どおり市の実施とし

ております。 

 次に、９８ページです。 

 市内一円土地改良整備事業でございますが、

これは、農業の振興を図るため、道路や排水路

等の農業生産基盤を整備し、圃場条件の向上と

農業経営の安定、農村環境の改善を行ったもの

でございます。 

 決算額は２億１０６万７０００円で、実績と

しましては、集落排水路改修４０カ所、３３２

３メーター、農道の改良、舗装６カ所、８４２

メーター、排水路、道路の測量設計業務委託９

件等を実施しております。不用額４８１万９０

００円は、主に入札残によるものです。特定財

源のうち６８０万円は、日本中央競馬会事務所

周辺環境整備寄附金でございます。 

 今後の方向性では、校区からの要望件数が増

加傾向にあり、本事業の需要が高まっている

中、より多くの要望に対応すべく、さらなる工

事コストの縮減に努めるとともに、事務の簡素

化、合理化を図るなど改善をした上で、規模拡

充で市による実施としております。 

 下段の県営土地改良事業負担金事業でござい

ますが、これは、県営で実施する土地改良事業

の地元負担金を、事業の規定に応じて市がその

事業費に対する負担金を支出したものでござい

ます。 

 決算額は８０９６万４０００円で、実績とし

ましては、かんがい排水事業で郡築など４地

区、経営体育成基盤整備事業で塩浜などの４地

区などの事業を行ったものです。不用額４２２
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６万３０００円は、県営事業における割り当て

額の減少によるものです。 

 今後の方向性では、本事業は、農業基盤整備

ばかりでなく住民生活にもかかわることから、

重要性は非常に高いものがあり、なお一層国・

県に対して予算の拡大、事業採択要望していく

ことから、規模拡充で市による実施としており

ます。 

 ９９ページです。 

 土地改良融資償還補助金事業でございます

が、これは、県営、団体営事業及び非補助土地

改良事業の地元負担金を低金利にて借用し、長

年かけて償還することで、財政負担の軽減、ひ

いては事業の財源確保と早期の農業基盤整備を

図るため実施するものです。 

 決算額は３億７７２万９０００円で、事業実

績としましては、県営かんがい排水事業などの

償還補助金です。不用額３３０万６０００円

は、平成２５年度実施予定の事業費が減少した

ためです。 

 今後の方向性では、現行どおり市の実施とし

ております。 

 下段の国営造成施設管理体制整備事業でござ

いますが、これは、国において造成された農業

水利施設について、地域における多面的機能の

発揮及び地域住民の施設管理への参画を促す観

点から、土地改良区の施設管理に係る支援を行

い、高度な管理や管理体制の強化を図る目的で

実施する事業です。 

 決算額は２８８８万３０００円で、事業実績

としましては、推進活動事業費として八代平野

土地改良区連合など４件、強化支援事業として

八代平野北部土地改良区など４件です。 

 今後の方向性では、現行どおり市の実施とし

ております。 

 次に、１００ページです。 

 多面的機能支払交付金事業でございますが、

これは、平成２４年度から取り組んでいた農地

・水保全管理支払交付金事業から組み替えられ

た事業で、以前との違いは、水路の草刈りや泥

上げ、農道の草刈りは、地域住民と一体となっ

て取り組むこととしておりましたが、農業者の

みでも取り組めるようになったことです。事業

内容は、農地や農業用水路などの保全管理する

活動に支援する農地維持支払、地域資源の質的

向上を図る活動及び施設の長寿命化のための活

動に支援する資源向上支払に取り組むもので

す。 

 決算額は４２９２万５０００円で、事業実績

としましては、農地維持支払で２８組織、資源

向上支払で共同活動２３組織、長寿命化１８組

織が取り組まれています。 

 今後の方向性では、用水路などの農業用施設

の維持管理や補修、花の植栽など、農業者を問

わず地域の皆さんで行われており、引き続き事

業の周知、啓発を行い、より多くの地域での活

動に結びつくよう、規模拡充により市の実施と

しております。 

 下段の農業水利施設保全合理化事業でござい

ますが、まず、これ、資料の訂正をお願いした

いと思います。中ほどの事業内容のところで、

八代平野南部土地改良区とありますが、八代平

野北部土地改良区の誤りでした。訂正しておわ

びを申し上げます。 

 それでは、農業水利施設保全合理化事業でご

ざいますが、事業主体は土地改良区で、農業水

利施設の補修、更新等の保全整備等の合理化整

備を緊急実施することにより、生産性を高め競

争力のある攻めの農業を実現するため、国が５

０％、市が５０％補助したものです。 

 決算額は５０００万円で、実績としまして

は、八代平野北部土地改良区が用水路のネット

フェンス３８２０メーターを実施されておりま

す。 

 今後の方向性では、現行どおり市の実施とし

ております。 
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 次に、１０１ページです。 

 農業基盤整備促進事業でございます。これ

は、農業生産基盤の課題について迅速かつきめ

細やかに対応し、農地集積の加速化や農業の高

付加価値化等によって農業の体質強化を図った

ものです。 

 決算額は８億７６６８万５０００円で、実績

としましては、定率助成で用排水路改修工事１

７件、定額助成で区画拡大１３.１４ヘクター

ル、暗渠排水３１１.６２ヘクタールを図った

ものです。不用額４９７７万１０００円は、当

初見込んでいた予算額に対して、国からの割り

当てが減額になったものが主なものです。 

 今後の方向性では、現行どおり市の実施とし

ております。 

 下段の団体営農業農村整備事業でございます

が、これは、団体営事業において地域農業水利

施設保全型として造成された施設において、発

生した突発的事故に対する緊急工事が必要とな

る場合において実施するものです。 

 決算額は２０５万９０００円で、事業実績と

しましては、積下東割上排水機場、平和１号揚

水機場、平和北排水機場において、発電機や防

じん機などの修繕です。 

 今後の方向性では、現行どおり市の実施とし

ております。 

 次に、１０２ページです。 

 戸別所得補償推進事業でございますが、これ

は、農業者戸別所得補償制度を円滑に実施する

ために取り組んだ事業です。 

 決算額は１２９０万円で、事業実績としまし

ては、八代市農業再生協議会への補助金です。 

 今後の方向性では、現行どおり市の実施とし

ております。 

 下段の担い手育成総合支援事業でございます

が、これは、農業の担い手が高齢化する中、意

欲と能力のある認定農業者の育成・確保を図る

ために、八代市担い手育成総合支援協議会の活

動に支援を行ったものです。 

 決算額は２２５万円で、実績としましては、

八代市担い手育成総合支援協議会で、認定農業

者の認定や育成を初めとする各種事業を年間通

して実施しております。 

 今後の方向性では、関係機関とのさらなる連

携強化を図るなどの要改善の上、市の実施とし

ております。 

 次に、１０３ページです。 

 農村婦人の家管理運営事業でございますが、

これは、昭和地区において多面的な活動の場を

提供する施設として利用できるよう、施設の整

備、管理運営を行っているものです。 

 決算額は３３８万円で、実績としましては、

施設の運営管理費、耐震改修工事設計委託料等

でございます。 

 今後の方向性では、現行どおり市の実施とし

ております。 

 下段の地籍調査事業でございますが、これ

は、地籍を明確にすることにより、公共事業、

土地取引の円滑化、災害復旧の迅速化、課税の

適正化を図るものでございます。 

 決算額は１億９１６８万２０００円で、測量

調査業務委託１０件が主なものでございます。

不用額３２７万１０００円は、労務単価の改定

に伴い事業費調整を行った結果、一部地域で事

業をカットしたためです。 

 今後の方向性では、現行どおり市の実施とし

ております。 

 なお、地籍調査事業の進捗状況でございます

が、市全体の面積は６８０.５９平方キロメー

トルで、国有林や公有水面などの調査対象除外

面積を差し引きました全体調査計画面積は、５

６０.９５平方キロメートルでございます。平

成２６年度に１４.６３平方キロメートルを実

施し、２６年度末までの２９５.４９平方キロ

メートルの調査を完了しており、市全体の進捗

率は５２.６８％です。残事業面積は２６０.４
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６平方キロメートルで、現在の事業費ベースで

調査を実施した場合、平成５６年ごろが完了予

定でございます。 

 次に、１０４ページです。 

 森林整備事業でございますが、これは、森林

資源造成と国土の保全、水源の涵養、保健休養

の場の提供、自然環境の保全、形成等の多様な

公共機能を有している森林の機能を、適正に管

理することによって持続的かつ高度に発揮する

ものでございます。 

 決算額は７３９１万２０００円で、森林環境

保全整備事業として、これは再造林、下刈り、

除間伐、作業道開設・改良等でございますが、

森林組合、林業公社へ補助したものでございま

す。不用額２１８万９０００円は、申請が見込

みを下回ったためです。 

 今後の方向性では、現行どおり市の実施とし

ております。 

 下段の森林整備地域活動支援交付金事業でご

ざいますが、これは、森林経営計画作成及び森

林施業の集約化を支援することにより、将来に

わたる持続的な森林経営と計画的な施業を定着

させることを目的とした事業として実施した事

業です。 

 決算額は８５７万８０００円で、実績としま

しては、森林経営計画作成促進６２７.０２ヘ

クタール、施業の集約化の促進１１.５ヘクタ

ールです。不用額４４２万２０００円は、国の

制度改正により、計画を予定した事業主体が事

業を取りやめたためです。 

 今後の方向性では、国・県から補助を受けて

間伐等の施業を実施するためには、森林経営計

画が不可欠であるため、規模拡充により市の実

施としております。 

 次に、１０５ページです。 

 八代産材利用促進事業でございますが、これ

は、八代産材の需要拡大と木材関連産業等の振

興を図るとともに、林業の活性化を促進するた

め、八代産材を使用し建築主みずからが居住す

る木造住宅の新築や増改築を行う場合に、経費

の一部を助成したものです。 

 決算額は４２０万６０００円で、実績としま

しては、新築２８件、リフォーム１件です。 

 今後の方向性では、現行どおり市の実施とし

ております。 

 下段の緑の産業再生プロジェクト促進事業で

ございますが、これは、間伐等の森林整備の加

速化と間伐材等の森林資源を活用した林業、木

材産業等の地域再生を図るもので、高性能林業

機械の導入を推進し作業の効率化による生産経

費のコスト削減を図り、林業事業者の所得の増

大と林業振興を目的として実施した事業であり

ます。 

 決算額は７億４４７３万円で、実績としまし

ては、現年分として、スイングヤーダ、プロセ

ッサ、フォワーダ――木材の集材、造材、運搬

を一連の作業でする機械ですが、などを導入、

平成２５年度からの繰り越し分では、日本製紙

バイオマス発電事業を実施いたしております。

不用額２５３万１０００円は、主に入札残によ

るものです。 

 今後の方向性では、本事業が平成２６年度で

終了したため、不要、廃止としています。しか

しながら、今後も林業活性化のためにはぜひと

も必要な事業と認識しておりますので、事業の

継続または同様の事業が創設されるよう、国・

県に要望していきたいと考えております。 

 次に、１０６ページです。 

 有害鳥獣被害対策事業でございますが、これ

は、野生動物による農林水産物の被害防止及び

市民生活の安全の確保のために行う事業でござ

います。 

 決算額は１７４２万５０００円で、実績とし

ましては、鳥獣被害対策実施隊員１５２名分の

報酬、費用弁償、ハンター保険助成、特定鳥獣

保護管理事業補助金で鹿捕獲２３３５頭分等で
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ございます。翌年度への繰越額２６０万９００

０円は、坂本地区ジビエ解体処理施設整備事業

が年度内完了できないことから繰り越したもの

です。不用額３８３万７０００円は、制度改正

によりまして、県補助金が４０００円から１０

００円となり３０００円を支払う必要がなくな

ったことが主なものです。 

 今後の方向性では、規模拡充で市の実施とし

ております。 

 下段の木質バイオマスエネルギー利活用事業

でございますが、これは、豊富な森林資源を活

用したエネルギーを観光施設や農業施設で利用

し、循環型のエネルギー供給体制を構築するこ

とで、林地残材の有効利用、治水・防災機能の

維持向上、林業従事者の雇用確保につなげるこ

とを目的に、木質バイオマスエネルギー利活用

計画に基づきまして実施した事業でございま

す。 

 決算額は４４８１万６０００円で、実績とし

ましては、さかもと温泉センタークレオン木質

バイオマスボイラーの設置事業が主なもので

す。翌年度への繰越額１９９８万円は、さかも

と温泉センタークレオンの太陽光発電事業で、

太陽光パネルが入手困難により年度内完了がで

きなかったことから繰り越したものです。 

 今後の方向性では、本事業が完了したことか

ら民間実施としておりますが、平成２７年度以

降も、木質バイオマス利活用計画に基づきまし

て、農業ハウス加温機等への利用促進を含めて

事業展開していくこととしております。 

 １０７ページです。 

 市内一円林道維持事業でございますが、これ

は、林道において路面や排水施設の修繕、安全

施設の設置、草刈り等の維持管理を行い、山林

の手入れや木材搬出用の通行車両の安全を図る

ため実施したものです。 

 決算額は４１７０万２０００円で、実績とし

ましては、林道鶴平線舗装工事や林道渋利瀬高

線などの除草作業委託などでございます。 

 今後の方向性では、林道に対する地元からの

舗装化の要望は強いことから、規模拡充により

市の実施としております。 

 下段の市内一円林道新設改良事業でございま

すが、これは、林道開設事業の推進による路網

整備を行い、搬出間伐などの森林整備の推進及

び林業生産コストの縮減を図るため実施したも

のです。 

 決算額は３４９１万７０００円で、実績とし

ましては、幹線林道菊池人吉線に係る賦課金及

び受益者組合助成金の償還金や、林業専用道八

竜山線開設事業などでございます。 

 今後の方向性では、現行どおり市の実施とし

ております。 

 次に、１０８ページです。 

 道整備交付金事業でございますが、これは、

国の認定を受けた地域再生計画により、水源の

涵養、地域環境保全など森林の持つ多面的な機

能の発揮を図るため、林道の基盤整備を実施す

るもので、通行車両の安全と作業の向上を図

り、生産コストの縮減へつなげるものでござい

ます。 

 決算額は１億６９１万１０００円で、実績と

しましては、舗装事業として林道岩奥南川内線

ほか６路線、改良事業として林道南川内線ほか

１路線を実施いたしております。 

 今後の方向性では、現行どおり市の実施とし

ております。 

 下段の治山事業でございますが、これは、山

間部における山地災害の予防と被害拡大を防止

し、市民生活の安全性を高めるために実施した

ものです。 

 決算額は５６４万１０００円で、実績としま

しては、樅木地区単県治山事業でございます。 

 今後の方向性では、現行どおり市の実施とし

ております。 

 次に、１０９ページになります。 
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 産地水産業強化支援事業でございますが、こ

れは、環境センター建設に伴いまして、周辺漁

業関係者から要望がございました荷さばき施設

について、国の交付金を活用し整備を行ったも

のです。 

 決算額は２億１２６３万３０００円で、実績

としましては、荷さばき施設建設工事及び工事

に伴う監理業務委託が主なものです。 

 今後の方向性では、現行どおり市の実施とし

ております。 

 下段の漁場環境保全事業でございますが、こ

れは、漁場環境の調査、整備等を推進し、漁場

環境の保全、改善及び水産資源の回復を図ると

ともに、安全な船舶航行並びに漁業の効率化を

図るため実施したものでございます。 

 決算額は２４８７万５０００円で、実績とし

ましては、ナルトビエイ対策事業補助金、漁場

清掃等補助金や、八代市水産振興協議会などを

初めとする各種協議会の負担金です。 

 今後の方向性では、水産業は依然として厳し

い状況下にあることから、アサリなどの水産資

源の回復に努め、漁業経営の安定・向上につな

げていくことが必要であることから、規模拡充

で市の実施としております。 

 次に、１１０ページです。 

 栽培漁業振興事業でございますが、これまで

のとる漁業ではなく、稚魚、稚エビ等をふ化、

中間育成、放流するつくり育てる漁業、いわゆ

る栽培漁業を推進し、水産資源の生産を促し、

安定かつ継続的な漁業経営を図ることを目的と

した事業です。 

 決算額は２４０５万３０００円で、実績とし

ましては、アユ、ウナギ、ヒラメ、クルマエビ

など放流用稚魚、稚エビ等の購入、ケアシェル

等のアサリ増殖資材購入などです。 

 今後の方向性では、水産業を取り巻く状況が

依然として厳しい中、つくり育てる栽培漁業の

重要性は今後ますます高まるため、要改善の

上、市の実施としております。 

 下段の水産物供給基盤機能保全事業でござい

ますが、これは、老朽化が進む漁場施設の機能

診断及び機能診断に基づく対策シナリオなどの

比較検討を実施し、漁港施設の長寿命化を図る

ことを目的とした事業です。 

 決算額は２２９７万２０００円で、実績とし

ましては、大鞘漁港及び植柳漁港の機能保全計

画策定業務委託２件です。不用額４５２万８０

００円は、主に入札残によるものです。 

 今後の方向性では、現行どおり市の実施とし

ております。 

 次に、１１１ページをお願いします。 

 水産基盤整備交付金事業でございますが、こ

れは、水産資源の回復増大と漁場改善を図るこ

とにより、漁家経営の安定と漁獲高の増大を図

ったものでございます。 

 決算額６９８万３０００円で、実績としまし

ては、現年分として大鞘漁港標識等及び浮き桟

橋設置、繰り越し分として金剛地先アサリ漁場

の耕うん事業に対する補助を実施いたしまし

た。 

 今後の方向性では、現行どおり市の実施とし

ております。 

 続きまして、長くなっておりますが、款１０

・災害復旧費の主な事業について説明いたしま

す。 

 １８８ページをお願いしたいと思います。そ

の１の１８８ページです。済みません、飛びま

すので。 

 下段の農業施設災害復旧事業でございます

が、これは、降雨、洪水、暴風、地震等、異常

な天然現象により被害を受けた農地、農業用施

設について、農業生産の維持を図るとともに農

業経営の安定に寄与することを目的として、災

害復旧を行ったものでございます。 

 決算額は６２９万４０００円で、実績としま

しては、現年分で農道災害復旧工事２カ所の復
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旧を行いました。 

 今後も、現行どおり市の実施としておりま

す。 

 １８９ページ、上段になります。 

 林道施設災害復旧事業でございますが、済み

ません、ここで資料の訂正をお願いしたいと思

います。まず、平成２６年度予算が３５３２万

６０００円を３７５４万６０００円に、不用額

４９４万２０００円を７１６万２０００円の誤

りでありました。訂正しておわびを申し上げた

いと思います。 

 それで、林道施設災害復旧事業でございます

が、豪雨等により被災した林道の復旧を行い、

森林整備や木材搬出など林業を推進するための

基盤となる林道機能の回復を図ったものでござ

います。 

 決算額は２８１６万４０００円で、実績とし

ましては、林道坂本山江線など災害復旧修繕２

４件、林道樫の木峠線など測量設計委託業務５

件、災害復旧工事５件を実施いたしておりま

す。不用額７１６万２０００円は、主に入札残

によるものです。 

 今後の方向性では、現行どおり市の実施とし

ております。 

 以上で農林水産部に係る説明を終わります。

御審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長（矢本善彦君） ただいま説明があり

ました第５款・農林水産業費及び第１０款・災

害復旧費中、農林水産部関係分について一括し

て質疑を行います。 

○委員（中村和美君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 質疑ありませんか。 

○委員（中村和美君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 中村委員。 

○委員（中村和美君） はい。１０３ページの

地籍調査について、現在の状況を聞きたいと思

います。まあ、旧町村は割と進んでおる、この

５２％ちゅうのはほとんど今の八代市じゃない

かなと思いますが。はい。 

 それと、あと３０年ぐらい完了するにはかか

るというようなことでございましたが、もうち

ょっと進める方法というのはないんでしょう

か。２点。 

○委員長（矢本善彦君） 地籍は。 

○地籍調査課長（橋本勇二君） はい、委員

長。 

○委員長（矢本善彦君） 橋本地籍調査課長。 

○地籍調査課長（橋本勇二君） 地籍調査課課

長、橋本です。 

 中村議員から２点御質問がありまして、まず

１点目ですけど、現在の地籍調査の進捗状況等

について説明させていただきます。平成２６年

度末までの進捗率としまして、八代市全体で５

２.６８％となっております。これは、平成２

６年度実績１４.６３平方キロメートルです

ね、を足した、２６年度末での市全体としての

進捗率となります。 

 あと、内訳につきましては、八代地区――旧

八代市地区におきましては２０.９４％、東陽

地区におきましては５０.２５％、泉地区にお

きましては３２.３１％、あと、残りの千丁地

区、坂本地区、鏡地区の３地区につきまして

は、測量調査のほうは完了となっております。 

 進捗状況につきましては以上です。 

 ２点目の、あと今後ですね、事業完了するま

でに約３０年ぐらいかかるようになっているけ

ど、早く進めることはできないのかという御質

問だったと思いますけど、実際現在、１億９０

００万から２億程度ですね、毎年国の補助金等

いただいて事業をいたしております。ただ、国

におきましても、ほとんど増額等ですね、でき

ないような状態でございますので、現行を維持

しながらやっていくのが現在のところ手いっぱ

いですけど、政府要望等ですね、働きかけを強

化していきたいと考えております。 

 以上です。 
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○委員（中村和美君） 委員長、いいですか。 

○委員長（矢本善彦君） 中村委員。 

○委員（中村和美君） はい、わかりました。

余り無理は言いませんけど。 

 ただ１つ、この前、地籍調査員が、泉だった

な、滑落して。（地籍調査課長橋本勇二君「は

い」と呼ぶ）大分の防災ヘリか救急ヘリか、運

んだということでございますので、まあ何か、

大事にはと、そんなあれじゃなかったというよ

うなことじゃあったようですが、大変なけがで

はあったということでございますので、十分注

意してですね、やっていただくように、お願い

をしておきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（矢本善彦君） はい。橋本課長。 

○地籍調査課長（橋本勇二君） はい。どうも

ありがとうございました。本年度当初におきま

して、泉地区の調査地区で、地籍調査課の職員

ですね、のほうが滑落しまして、先ほど申され

ましたとおり、ヘリコプターを使いまして緊急

搬送するような大事故が発生しました。 

 幸い職員のほうは、職場復帰しておりまし

て、今回無事に、命に別状なく、よかったこと

となりましたが、その後ですね、調査課としま

して、本年度測量を実施しております業者並び

に担当します地籍調査課の職員ですね、のほう

で、鏡消防署におきまして、事故防止のための

ですね、講習会、研修会を実施いたしておりま

す。安全第一でですね、事業完了することに努

めていきたいと思っております。 

○委員（中村和美君） はい、よろしくお願い

します。 

○委員長（矢本善彦君） いいですか。 

○委員（中村和美君） はい。 

○委員（山本幸廣君） よかですか。委員長、

よか。 

○委員長（矢本善彦君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 決算書の１３７ページ

見てください。（｢１００……」と呼ぶ者あ

り）１３７ページ、決算書ですね。 

 備考欄の中からですね、営農支援事業。先ほ

ど来詳細に次長が説明した中でですね、精通を

した人、専門的なですね、そういう状況の中

で、市長の八策じゃありませんけども、営農支

援員の強化と、支援員、支援――指導、支援の

ですね、そういう中で、２年前、ちょうど思い

出します選挙できょうですね、これが、中村市

長が入られてから営農支援事業というのは、支

援員２人やったかな、精通をした技術者である

という中で、当初予算が５７１万あったかな。

それが、決算では５３７万６０００ですよ、５

７１万円。で、では３５万ぐらいの、これにつ

いては、内容的には私は言いません。決算的は

ですね。 

 ところがことし、平成２７年、２４６万１０

００円。そして先ほど来の、ページ数を見て９

２ページ、その１の９２ページ見ますと、今後

の方向性としては市による現行どおりというこ

とで説明があったわけで、今後の方向性の理

由、これについては、現時点では、まあその前

ですよ、フォローアップに対応が困難になる際

には、次の文字、増員検討する必要があるが、

現時点では２名の営農支援員で対応できる。 

 平成２７年は二百四十何万しかついてないの

に、決算ではこういう一つの書き方を、方向性

の書き方をしたというのは、どういう意味なの

かということと、同時に、２人体制をしてき

て、この２年間の中で２人体制が１人体制にな

った経緯があるから、３５万決算で少なくなっ

たのか、それともその補充されたのか、そし

て、２７年度の予算には１人体制でこの２４６

万１０００円かな。これ明快に説明してくださ

い。私は理解に苦しんでいます、今。 

 はいどうぞ。 

 平成２７年の予算書見たら、２４６万１００

０円。決算書で見たらね、見たら、――決算書
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見てください。決算書は５３７万６０００円だ

から、これは２人分かなと私思うんですよ。 

○委員長（矢本善彦君） はい。小堀農林水産

政策課長。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） はい。ま

ず、２６年度分の営農支援事業の不用額でござ

いますが、おっしゃるとおり、２名の支援員の

方をお願いしております。 

 で、この不用の主なものとしましては、この

職員、臨時職員、嘱託職員になりますが、時間

外の分を見込んでおりました。その分が１４万

ほど不用が出ましたのと、もう１点、現場を回

っていただくというようなことで、公用車をこ

の２６年度は購入しております、軽自動車でご

ざいますが。この入札残が１７万ほどあったと

いうことで、合わせて３４万の不用が発生して

おるというような状況でございます。 

 それと、２７年度予算でございますが、２７

年度も同様に２名の支援員さんをお願いしてお

りまして、２名は２名なんですが、１人分はで

すね、別事業、青年就農給付金事業というのが

別途あったかと思いますが、こちらのほうの予

算で対応しているというようなことでございま

す。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） なぜそこにやったの。

その理由言ってください。 

○委員長（矢本善彦君） 小堀課長。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） はい。営

農支援員の業務、いろいろ、特に担い手の育成

のためのもの、支援等というようなことでやっ

ていただいておりますが、その中でも特に、新

規就農者の部分について特に力を入れておると

いうようなところで、この給付金関係の事業の

業務内容が非常に多いというようなことから、

この給付金を国からいただく際に事務費もつけ

ていただけるというようなことで、そちらのほ

うでの対応といたしたところでございます。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） それならば、今後の方

向性のそのね、８１ページの、――９２ページ

か、９２ページの今後の方向性の中では、増員

を検討する必要があるということで、今現状２

名だけども、３人をせないかぬという書き方し

ておるじゃない、決算では。そうじゃないの、

この書き方、方向性は。 

 それでおってから、その営農支援員の事業と

いうのは、もともとが営農指導で、市長が雇っ

た２名をね、営農指導として市長は２名、支援

員、営農指導をつくったの、増設しますと、新

設しますということで、市長は、そのはっきり

言って、これは市長の八策の中の１つだから

ね。 

 で、その中で、今のその青年就農給付金の中

に。あんたは勝手にこういうのやってよかっ

ね。勝手にな、はっきり言ってから予算計上す

る中でしていいのかな、事業を。 

○委員長（矢本善彦君） 小堀課長。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） はい。 

○委員（山本幸廣君） 方向性の中では書いと

かないかぬたい。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） 先ほど申

し上げましたように、営農員――営農支援員の

体制につきましては、もう同じく２名、業務内

容も同じようにやっていただいとるんですけど

も、予算の出しどころというところで、一般財

源でなくそういう補助事業が活用できるところ

は活用しようということで、給付金の附帯事務

費のほうを活用して、いたしているというよう

な状況でございます。 

 それと、人員が足りなくなるというような書

き方をしてございますが、この給付金の受給者

が、最長で５年間これ給付金給付を受けられる

事業でございまして、毎年１０名ずつほどふえ
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てきているような状況でございます。このまま

いきますと、同じようなサービスっていいます

か、支援活動を行うと、人手が足りなくなるお

それがあると。そういうことで、課題としてこ

こに書かせていただいておるところでございま

す。 

○委員（山本幸廣君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 理解をしたいという気

持ちもあるけれども、今のような説明では、な

かなか決算見てもね、新しい新年度の予算に反

映する中では、ここで、はっきり言ってからた

い、それをあてにせぬてから、やっぱし同じ金

額で２名と、そして、それにプラス国の補助金

の来たならば、その青年就農給付金事業か何か

についてはたい、やっぱ別に計上せないかぬた

い。な。それが。 

 その営農、その青年の、何か、営農、何か、

青年何たら給付金事業か、それ、それと、この

支援員のその中身というのは、冒頭次長が説明

したけど全然意味違うよ。精通されたね、青年

給付なんかとは、はっきり言ってから全然違う

と思うよ。事業、お手伝い、事務、お手伝いす

るのは。私はそう理解するけどな、あなたが今

説明した中では。ちょっと矛盾があるんじゃな

いかなと思うばってんが。どうですか、そこら

あたりは。 

○委員長（矢本善彦君） 小堀課長。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） 先ほど

も、まあちょっと説明が足りなかったかもしれ

ませんけども、営農支援員が、いろんな農家へ

の支援活動をする中で、特に今、経験の浅い新

規就農者に対する指導部分が非常にウエートが

大きいというようなことから、こちらの青年就

農給付金のほうの事業の予算を活用したという

ような経緯でございまして、これだけではなく

てほかの、いろんな補助事業の相談業務に乗り

ましたりとかもやっておるところでございま

す。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） じゃあそれの実態ば聞

かせて。今その支援員のその仕事内容等含め

て、支援員の不平不満、そしてまた、そのイメ

ージがどういうイメージか、私全然つかんでな

いけどな、支援員のイメージを。何をしとるの

か何をしとるのかわからないような状況、私か

ら言わせれば。中身は大概私、話聞きました

よ。その支援員のポジションというのはどうい

うポジションがあるのか。 

 と同時に、どのような、はっきり言ってか

ら、全体、八代市全体の農家、経営の指導も含

めてですよ、いろんな補助事業の相談も含め

て、大変１人で、――まあ２人おるけども、１

人はもうやめとっとじゃなかっかだいたい。や

めとらぬとか。２人ともしよっとか。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） はい。 

○委員（山本幸廣君） そうね。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） はい。 

○委員（山本幸廣君） 何か、休んだとか話も

聞いたけども。本当ポジションわからぬな、そ

の人の支援員の位置づけというのは。 

○委員長（矢本善彦君） 小堀課長。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） はい。

今、支援員の活動内容というようなことで御質

問かと思いますけども、次長のほうからも冒頭

説明がありましたが、主なこれまでやってきて

おる活動内容としまして、青年就農給付金の受

給者の状況ですね、現在農業どんな状況かとい

うような、現地回るような確認、これが年間９

６回、延べ２１９名。それから、受給をしたい

といった希望の相談があった場合の相談業務で

すね、これが８６回、延べ１２２名。それか

ら、事業関係の相談業務が年間２８回、延べ３

７人。それから、営農関係の御相談、栽培関係

とかそういったのへの相談が１０回、延べ１１
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人……。 

○委員（山本幸廣君） ああ、それいいから、

支援員の、ちょっと支援員の名前聞いて、委員

長よかですか。支援員の名前教えて。 

○委員長（矢本善彦君） はい、小堀課長。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） はい。現

在支援員は、黒木博雄というのが１名です。そ

れから、もう１人は前田六男さん。これ、ＪＡ

のＯＢの方でございます。 

○委員（山本幸廣君） これ以前から、２年

間。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） はい。い

え、ことし、２６年度からでございます。それ

以前もＪＡの方、別の方が来ておられました

が、２７年度からこの前田さんに交代されたと

いうようなことでございます。それともう１人

黒木のほうは、市役所のＯＢでございまして、

農業関係のほうの部署に長くおって経験豊富な

人材となってます。 

○委員（山本幸廣君） それはわかる。 

 委員長、よか。 

○委員長（矢本善彦君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） １年の任期ね、これは

契約は。 

○委員長（矢本善彦君） 小堀課長。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） いえ、任

期が１年というふうには決めてはございませ

ん。 

○委員（山本幸廣君） ２年でも決めてない

の。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） はい。い

え、一応契約は１年契約でやっております。は

い。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 私がなぜ、この営農支

援事業について言うかというと、この２人は本

庁におられるんよね、今、本庁に。で、後か

ら、今から続けていくのは、その次の農事研修

センター、ここに入っていきたいんですよね。 

 これはもう、なぜ農事研修センターかという

と、研修センターの充実を図りなさいって、私

は再三一般質問してきた。 

 その中で、担当、垣ちゃんかな。１３７ペー

ジね。１３７ページの土壌分析の診断事業。予

算が５５万８０００円予算組んで、決算が３３

万。平成２７年度の予算を見ますと１１０万６

０００円してあるね。計上してある。だから予

算と決算と、いかにその整合性の中で、理由は

何の理由あろうが、次の翌年度に１１０万とい

う予算を組んだ、その理由というのをですね、

まず聞きたいんだけども。それ聞かせて。 

 もし即答できない、時間がないけんでよかけ

ん。そういう、――委員長、よかですか。 

○委員長（矢本善彦君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） できる、即答できる。 

 ２７年は１１０万つけとったよな。な。だか

ら当初、２６年の当初予算とがその５６万あっ

てから、決算は３３万だけんでから、その中で

３３万の決算を見ながらたい、新年度予算に反

映すればたい、何かの、何かのそういう一つの

積算なり根拠等があって、予算をつけるんじゃ

ないですか、次年度に反映しながらですね。 

 だからそこらあたり、１１０万というのは、

８０万ぐらいが、はっきり言って新年度に、ど

ういう何をするんだと、どういう土壌分析の仕

方するんだと。土壌分析の仕方すれば、ことし

は１００個だったから３００個目指してこうい

う診断の仕方しますよとか、こういう一つの農

家の方々に徹底した広報しますよとか、そうい

うのを私は議論のされたと思うんですよね。 

 された中でつけられたかなと思うけども、や

はり決算見てから予算を新年度に反映すれば、

何かのやっぱきちっとした事業をしなけりゃい

けないという、これはもう当たり前のことだと

思うんですけども、そういうことだろうなとい
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うことで私は理解をしますけども、この予算の

計上っていうのはなかなか、もう少し考えたほ

うがいいと思うな。 

 はいどうぞ。 

○委員長（矢本善彦君） 小堀課長。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） はい。２

６年度の土壌分析でございますが、２２万７０

００円の不用が出ておりますけども、これにつ

きましては、分析――土壌分析器具、資材類の

購入費用に１９万ほど充てておりましたが、こ

れが、ガラス器具類等の、そういう破損ですと

か、器具の、測定機器の故障に備えた部分で予

算を組んでおったんですが、これが使用しなか

ったと。あと、これに伴います試薬類、これも

組んでおりましたが、そこの部分も若干そうい

う不用が生じたといったところで、２２万ほど

ここは出てきたと。 

 ２７年度の１１０万につきましては、例年ど

おりの規模での予算を計上した、組んだという

ようなところでございます。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） もうあんまり言いたく

ないんだけども、農業の研修センターの充実し

なさいって言うてきた、営農支援員は研修セン

ターに入れないかぬたい。ね。センターの中に

入れて、センターの充実をして、やはり支援す

る２人の方というのは、やっぱ農業だけ、農業

の関係を支援していくわけだけんでから、やっ

ぱり研修センター、あの研修センターで。あそ

こには１つ部署を持って、しっかりした中で、

土壌分析しながらいろんな指導をしていくとい

うような形をとったほうが、私はいいと思うん

ですよね。 

 これは私からも１つ、――委員長。 

○委員長（矢本善彦君） はい。 

○委員（山本幸廣君） これはもう、特に要望

でありますから、あとは部署内で考えて、こう

いう意見が決算でありましたよって。部長も次

長もですね、次長、ここあたりは検討してくだ

さい。ですね。 

 やっぱ現場に行ってからですよ、長靴で行か

なんとに、本庁に長靴で帰ってきたら何ちゅう

言われるかわからんですよ、支援員の方々が。

それはやっぱり現場のほう行ってもらいたいと

思いますよ。そういうことを１つ、強く意見と

して申し上げておきます。 

 また１つありますけど、後継者育成の、農事

研修センターの自主事業。ここについて、自主

事業については、先ほど来ずっと書いてありま

すけども、もう依然としてほとんど変わらない

よな。もうはっきり言って、何十年って同じ感

覚の中で、数字がちょこちょこっと変わるぐら

いで。 

 何かこの自主事業はたい、な、今度ノーベル

賞もらわれた大村さんとかたい、そがんと言わ

ぬけんでから、農業関係にやっぱこう、きちっ

とした大学の教授を呼んだり、販路したりな、

販売の戦略の、はっきり言ってからジャスコじ

ゃないけどもイオンじゃないけども、そういう

人たちを、よそにないようなやっぱそういう有

名人の連れてきてたい、若者に夢を持たせると

か、そういう自主事業ってのはできぬしなもん

かな。ちょっとそこらあたり感覚的になかね。 

○委員長（矢本善彦君） 小堀課長。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） はい。予

算的には、委員御指摘のとおり、ずっと同じよ

うな感じで、若干右肩下がり程度の感じで推移

してきている状況かと思います。 

 その内容につきましても、マンネリ化してる

んじゃないかというような御指摘かと思います

が、今おっしゃったようなですね、魅力あるよ

うな研修内容だったりとかいうのを、私たち部

内ももちろんですけども、関係機関のお知恵も

おかりしながらですね、検討していきたいとい

うふうに考えております。 



 

－82－

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） よろしいです。課長、

一生懸命頑張ってください。小堀さんね。みん

なでタックル組んでからやってくださいよ。期

待しておりますから。また決算に残るかわかり

ませんけど、一生懸命頑張ってください。 

 もう一つだけ、１３９ページ。 

○委員長（矢本善彦君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 市内一円の道路改良の

整備事業。担当の方、しっかり聞いとってくだ

さい。担当の方が、まあ部長さんと次長さんに

言うとだけんな。 

 平成２７年の予算を見ても、決算と同じ額で

あるし、これが、もうはっきり言ってから、

今、市内一円の道路整備、排水、土地改良事

業、これ排水事業含めてやな。もう排水が未整

備のところ見てください。もう５０年、６０年

未整備、たくさんありますよ、今。 

 で、私は再三、この予算を計上して、担当潮

崎くんあたりは大変苦労してから、やはり上

に、総務に上げていく。ところがどっこい、全

然はっきり言ってから見てくれないというよう

な状況だろうという、私はこの数字なん。潮崎

課長から聞いたんじゃないですよ。また、そう

いう聞くあれもありません。ただ私はこの決算

書、数字見て、予算書見たときにはほとんど変

わらない。ね。まだまだ未整備がいっぱいあ

る、それ、道路の舗装もいっぱいある、けれど

もここを認めてもらえないというのが。 

 黒木次長。（農林水産部次長黒木信夫君「は

い」と呼ぶ）もうぜひともたい、これは決算で

強く要望しとくけん、財政部が今回の財政、予

算編成のときに、もしこれがこのままの数字で

ですね、２８年度いったときには、どぎゃんな

るかということだけはですね、言っときますけ

んでから。もう１億でも２億でも予算計上する

ごっ言ってください。 

 もうこのままだったらですね、不公平です

よ。都市部はどんどんどんどん土木でどんどん

どんどん整備が進んでいる。農村部なったらで

すね、排水なったらもう、まだ農道じゃなくて

市道でおってからも土塀ですよ、土ですよ。土

道路。そういうとがたくさんありますよ。 

 そういうのを考えて、本当に担当部はです

よ、金の、予算がないのに、こうやって毎年、

やっぱその中で苦労、苦労して、やはりやりく

りやりくりしてやっとるじゃないですか。これ

は強くですね、次長、部長は今おらぬばってん

が、どっかで聞いちゃおっどけんでから、（笑

声）財政部長が聞きよると思うけんでからです

ね、強く言っときますけんですから。 

 本当このですね、農業、土地改良整備事業、

これについてはですね、市内一円の、もう本当

あの排水についてはですね、改良するところ、

そしてまた、舗装するところ、道路の改修すっ

ところ、たくさんあります、農道の中で。ぜひ

ともですね、ことしの２６年度、２７年はしよ

うがありません。もう補正でも組めぐらいの私

はそういう気持ちでおりますけども。 

 その中で、担当職員というのが少ないんです

よ、今、土木の事業課というのは。これは林務

も一緒。やっぱりですね、職員が少ないです

よ。そのはっきり言って事業課の職員というの

が。これはしっかり次長はメモしとってくださ

い。もうこれは私は委員長に、矢本委員長にで

すね、後からしっかり申し込みたいと思ってる

んですよ。 

 もう今ですね、技術者が少ない。技術者は必

ずですね、今はもう何もできない状態でコンサ

ルに全部任せていかないかぬ。もうすぐできる

けれども、自分の仕事はいっぱいあるし、コン

サル任せ。それだけのやっぱり、事業課のです

ね、職員は苦労してる。何時までもやっぱ残業

せないかぬ。そういう状況であって、なぜかっ

てやっぱ予算がないからですね、なかなか難し
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いんです。 

 ひいてはそのあって、市民の方々ですよ、こ

れは。納税義務のある人たち、中で、こんな状

況で不公平があっていいのかということです

よ。ですね。 

 もうはっきり言って監査委員が一番知っとる

し、また、財務も一番わかっじゃないですか。

一昨年の農業所得から言ってから税収見てくだ

さいよ。３億も５億も減ったでしょ。ことしは

今ですね、トマトでも約２４０億売り上げた、

その中で、少しはね返ってきますよ。この前対

価しましたけどね、ＪＡが。 

 そういう状況ですから、農業生産を上げるな

らば、やはり基盤の整備の予算というのはしっ

かりつけてほしいと。これだけは強く私は要望

しておきますから。担当部は、説明要りませ

ん。はい。 

 委員長、そういうことで。 

○委員長（矢本善彦君） はい、わかりまし

た。 

○委員（山本幸廣君） 最終日に強く委員長に

求めますから。 

○委員長（矢本善彦君） はい、はい、わかり

ました。 

 ほかに。 

○委員（前川祥子君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） 委員長、提案ですけ

ど、予備日もあることですので、きょうはどう

でしょうか、この辺ぐらいで。あしたとかには

回すわけにいきませんか。 

○委員長（矢本善彦君） ちょっと小会いたし

ます。 

（午後５時２２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時２８分 本会） 

○委員長（矢本善彦君） それでは本会に戻し

ます。 

 質疑を続行いたします。どなたか。 

○委員（友枝和明君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 友枝委員。 

○委員（友枝和明君） ８８ページのい業振興

対策事業のい業機械再生支援事業。この申請者

の１９６名の中に、生産者と加工業者、織機と

か持っておられる加工業者は何名かおられます

か、ちょっとお尋ねいたします。 

○農業振興課副主幹兼農産係長（田中和彦君）

 はい。 

○委員長（矢本善彦君） 田中農業振興課副主

幹兼農産係長。 

○農業振興課副主幹兼農産係長（田中和彦君）

 はい。農業振興課、田中です。お答えしま

す。 

 昨年のこの１９６名の中に、加工専業者の方

２名入っていらっしゃいます。 

 以上です。 

○委員長（矢本善彦君） 友枝委員。 

○委員（友枝和明君） 今年度は、加工業者は

だめ、もちろん生産者だけということで、この

前お聞きしましたが、不用額が余裕があれば、

２名だったならば、ことしは２名申請出てなか

ったわけですが、２８年度、次年度ですたい

ね、その加工業者の申請可能にできるかできな

いか、検討って一応でちょっと伺ったと思いま

すが、その後考え、どうなったか。 

○委員長（矢本善彦君） 田中係長。 

○農業振興課副主幹兼農産係長（田中和彦君）

 はい。今のお話にありましたけれども、本年

度は、要綱の基本的な考えに即しまして、２７

年度は、加工専業者の方を事業対象から除くと

いいますか、事業対象としておりません。 

 本年度、加工専業者の方から、この事業を利

用したいという申し出も入っておりますので、

来年度の事業を実施する前に、当然要綱のほう

は毎年見直しを行っておりますので、そちらの

ほうで検討をしていきたいというふうに考えて
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おります。 

○委員（友枝和明君） はい。ありがとうござ

います。 

○委員長（矢本善彦君） はい、ほかに。 

○委員（島田一已君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） はい、島田委員。 

○委員（島田一已君） それでは、９７ページ

の排水機場維持管理事業でございますけれど

も、簡単に説明をお願いします。施設運転業務

委託ちゅうことで、１４排水機場分、７１７万

６０００円ですかね。このことに関しまして、

例えば時間が多いところですね、時間が少ない

ところちゅうのは、把握をされてますかね、ち

ゅうのをちょっと、お聞きをしたいと思いま

す。 

○委員長（矢本善彦君） わかりますか。 

○農地整備課副主幹兼農地管理係長（松本浩祐

君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 松本農地整備課副主

幹兼農地管理係長。 

○農地整備課副主幹兼農地管理係長（松本浩祐

君） はい。済みません、お待たせしました。

農地管理係長の松本――済みません、農地管理

係長の松本でございます。（｢近づかぬか」と

呼ぶ者あり） 

 議員御質問の運転時間なんですが、大体、市

管轄分で、それぞれでよろしいでしょうか。

（委員島田一已君「はい」と呼ぶ）昭和第２排

水機場、これが――これが３００分ですね。約

５時間、――あ、大変申しわけございません、

運転時間なんですが、昭和第２で３００時間で

すね。郡築で、――済いません、ちょっと手元

のでは済いません、ちょっと――。 

○委員（島田一已君） はい。じゃあいいです。

はい。 

○委員長（矢本善彦君） じゃあ、あした資料

お願いします。 

○農地整備課副主幹兼農地管理係長（松本浩祐

君） はい。別に資料提出させていただきま

す。 

○委員長（矢本善彦君） はい、個人的に。 

○委員（島田一已君） はい、いいです、は

い。 

○委員長（矢本善彦君） はい、ほかに。ほか

にどなたか。 

○委員（島田一已君） ならいきましょう、は

い、私。 

○委員長（矢本善彦君） はい。 

○委員（島田一已君） 済みません。それか

ら、８８ページの八代産農産物ＰＲ事業でござ

いますけれども、ここ、今後の方向性というこ

とで、市による実施、規模拡充と書いてありま

すけども、規模拡充ってどういうことを今後な

されるのか、ちょっとお聞きをしたいというよ

うに思います。 

○委員長（矢本善彦君） 田中係長。 

○農業振興課副主幹兼農産係長（田中和彦君）

 お答えいたします。 

 このＰＲ事業ですけれども、昨年度ですが、

こちらのほうに記載してありますけれども、当

初は７団体――済みません、先ほどの説明では

実施団体はＪＡやつしろ入れまして６団体とな

っておりますけれども、当初の申請の時点では

７団体申請がございました。で、事業の内容を

加味いたしまして、当初の補助金の希望額を積

算したところ、私どもの当初の予算を上回った

関係で、各団体一律に約８３％の掛け率を掛け

させていただきまして、補助金を決定いたして

おります。 

 最終的には、１団体が事業を取り下げられま

して、もう１団体が海外での事業を予定されて

おりましたけれども、こちらがタイのクーデタ

ーの関係で実施時期がずれたりした関係で、事

業費が多少減少いたしました。そのためにこの

不用額が残っておりますが、事業希望の時点で

は予算額を超える事業希望がございました。 
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 ので、市民のこういう農産物を売られるグル

ープ、団体からの要望が多いということで、事

業の拡充ということを想定いたしました。 

 ただ、今事業につきましては、本年度から、

昨年が旧課名で農業生産流通課の対応事業でご

ざいましたけれども、本年度からはフードバレ

ー推進課のほうの事業に、事業内容をそのまま

にいたしまして移しております。そちらのほう

で先ほど説明がありましたけれども、フードバ

レー事業の推進という形で、事業拡大というこ

とで、こういう御報告を書かせていただいてい

るという状況でございます。 

 以上です。 

○委員（島田一已君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 島田委員。 

○委員（島田一已君） はい。日本全国は、日

本の人口がですね、減っております。また、農

産物のですね、生産性は今後上がってくるとい

うように私考えまして、ぜひともですね、海外

への、先ほどクーデターでということでありま

したけれど、ぜひここのところの強化をです

ね、お願いしたいというように思います。 

 以上です。 

○委員長（矢本善彦君） よかですね。 

○委員（島田一已君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） はい。ほかに。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。８７ページの

青年就農給付金事業なんですけど、やはり目的

としては、青年がですね、農業に興味を持ちと

いうところだというふうに思うんですけど、こ

のＰＲ方法、今現状どうされているのかお聞か

せください。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 小堀課長。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） はい。青

年就農給付金のＰＲというようなことの御質問

でしょうか。 

 この給付金事業の周知につきましては、広報

紙とかＦＭとかまちの広報媒体はもちろんでご

ざいますけれども、ホームページですね、そう

いったところはもちろんでございますけども、

このほかに、農業者向けの配信メールというの

がございますが、そういったものを使いました

りとかして、こういうの、この給付金事業につ

きましては広報活動をしているところでござい

ます。 

 また、この新規就農者の調査を農事研修セン

ターあたりを中心に行っておるところなんです

けども、直接ですね、こういった新規就農者の

方々につきましては、事業の御案内をしている

というようなところでございます。 

○委員長（矢本善彦君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。完全に、農家

の後継ぎとかではなくてですね、完全にもうそ

この農家をやりたいということで就農の希望の

方っていうのは、何人ぐらいいらっしゃったで

すかね。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 小堀課長。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） 済みませ

ん。新規就農者っていいますか、この青年就農

給付金の受給者の中で、親元といいますか、全

く市外ですとかという、特に八代市にゆかりの

ない方で始められている方が、三、四名――ち

ょっと具体的な数字の資料今ちょっと探してお

りますけども、三、四名程度おられたかと思い

ます。 

○委員長（矢本善彦君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。さまざまなで

すね、課題ちゅうかハードルはですね、非常に

高いかと思いますけど、重要なことだというふ

うに思いますので、ぜひですね、１人でもふえ

るようにということでお願いいたします。 

 はい、続きまして。 
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○委員長（矢本善彦君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。８９ページの

ハーベスターの関係なんですけど、メーカーと

の交渉等ございましたけど、現状のほうちょっ

と説明していただいてよろしいですか。 

○委員長（矢本善彦君） 田中係長。 

○農業振興課副主幹兼農産係長（田中和彦君）

 ハーベスターの再開発についてのお尋ねだと

思います。再開発についての現状についてお話

しさせていただきます。 

 本年の３月に、クボタ側との再開発、一応、

再開発に向けての設計、試作機の作製というこ

とで合意をいたしまして、ことしの７月にです

ね、まず、古いタイプのハーベスター、これ機

械自体は新品なんですけれども、こちらに現行

手に入る農業関係のエンジンを積みかえたもの

を八代に持ち込みまして、早刈り、それと普通

作、合わせて約１週間程度の試験のほうを実施

いたしております。 

 で、これを一度大阪のほうのクボタに持ち帰

られまして、一度中をばらされまして、各部の

負荷等確認された後、ことしの今度は、――済

みません、今月の２０日に再度こちらのほうに

持ち込まれまして、この場合当然今イグサがご

ざいませんので、熊本県の鏡にありますい業セ

ンターのほうに圃場を１枚残してございます。

こちらのほうで、その試作――試作っていいま

すか試作機をつくる前段階ですね、現行にエン

ジンを積みかえたものの再度の試験を予定して

おります。 

 で、この試験の後に、生産者の方を交えて、

クボタさん側との意見交換といいますか、次の

試作機に向けての仕様等の打ち合わせに入って

いくという手順になっております。 

○委員長（矢本善彦君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。前回聞いたと

きには、１００名を超える新しい購入希望者の

方がいらっしゃったと。現状どうでしょうか

ね。 

○委員長（矢本善彦君） 田中係長。 

○農業振興課副主幹兼農産係長（田中和彦君）

 この仮の注文っていいますか、申し込み自体

をＪＡやつしろのほうがとられておりますけれ

ども、現時点私どものほうに、例えばこれにも

う解約したいという旨の例えば申し込みが多く

上がってきているというようなお話は、伺って

おりません。実際、隣の氷川町さんまで入れ

て、あと宇城まで入れまして、約５００名を超

える生産者の方がまだいらっしゃいますので、

この中で、特に後継者がいらっしゃる方を中心

に１００台――約１００台のオーダーが入って

おりますので、このオーダーはこのままではな

いかというふうには考えております。 

○委員長（矢本善彦君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） 生産者の方がですね、

どんどん減っていく状況の中で、非常に明るい

部分だとは思いますけど、なるべくですね、早

いことも必要なんですけど、情報をですね、ど

んどんどんどん与えて、希望があるんですよと

いうことを十分やっていただきたいなというふ

うに思います。よろしくお願いします。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、ちょっとよか

ですか。 

○委員長（矢本善彦君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 関連です、はい。田中

君かな、８８ページで、先ほど来、農産物のＰ

Ｒがフードバレーに今回に、そちらにシフトし

て、大がかりなそのはっきり言って宣伝をした

い、そしてまた、その６次化の問題を含めてで

すけども、これ一般財源で５００万だよな。一

般財源で５１０万、決算に入れて。 

 その次のね、先ほど来、９４ページを見てく

ださい。いや俺は、ＰＲについては、このまま

これぐらいの予算でいいのかということだけ質

問しとくけんでから。な。５００万ぐらいで、

ＰＲでこれでいいのかということ。今までいっ
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ちょん変わらぬ。な。 

 これだけのやっぱり大消費地のところが、こ

のような、米の消費拡大ないけども、やっぱり

米もなかないかぬ、施設園芸もなかないかぬ、

露地野菜もなかないかぬ、やっぱ全部平等な農

産物のＰＲをするならば、どうやったらいいの

かということを考えてください、まず。決算上

では私はもう、このような予算では大変な予算

ですよと、少ないですよと言うときますから。 

 ９４ページ。園芸振興、果樹の振興対策。こ

れについて見てください。一般財源でこれだけ

持ってきた中で、毎年変わらない、このです

ね、園芸・果樹振興対策。ここの予算見てもで

すね、もう大変だと思う。これだけでようこの

大市が、園芸、果樹の振興対策ができるかなと

いうこと。これは本当、やっぱ農家の方の自助

努力というのは大変なもんですよ。出荷組合を

含めて。 

 そういう中、平成２７年は１９１万１０００

円。１９１万、２７年度予算。そこの減った理

由をちょっと聞かせてください。もうすぐよか

けんでから。理由は。金がなかったけんか、そ

れともすることが何もなかったけんか、どっち

かたい。はい。 

 田中君、田中君、後から報告してくれ。もう

委員長、よろしいです、時間がありませんか

ら。 

○委員長（矢本善彦君） はい。 

○委員（山本幸廣君） はい。じゃあもう一つ

だけで、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 決算書１４１ページ。

決算書の１４１ページ。（｢１４１」と呼ぶ者

あり）１４１。の、――あ、１４１ページじゃ

なかった。申しわけございません、１４１ペー

ジじゃなかった。１４５ページです。１４５ペ

ージの林道の維持費。担当の課長さんおられる

と思いますが、市内一円の林道の維持事業、こ

れについても、４１００万、――４７００万。

（｢４１７０万」と呼ぶ者あり）４１７０万で

すね。 

 大変最近は、いろんな風水害、台風等が多い

わけでありますが、林道、私も坂本の、家内が

坂本ですけんで、行きますと、大変石ころが転

んだりですね、山崩れしたりしております。そ

ういう状況の中で、本当によく対応していただ

いとるということで地域住民から喜ばれておる

のは私も評価いたします。 

 その中で、平成２７年度も大体変わらない予

算でありますが、やはり財政的には厳しいと思

いますけども、先ほど来農地整備課に質問しま

したようにですね、林務のほうもですね、黒木

次長、よろしければ現場見ていただけばです

ね。 

 坂本の、はっきり言ってから、走水の滝のあ

の林道行きます。するとですね、地元の方々

が、本当手作業で車出してからしておられま

す。それもやはり、予算をですね、担当部がつ

けて、支所がつけて、本所がですね、それを実

施していただいとるという。 

 大変喜んでおられますが、やっぱりこの最近

は災害多いもんですから、よろしければ、そこ

の地域住民の方々の生き生きしたですね、作業

をされるためにも、少しでも予算を多く計上し

ていただければなと思いますので。 

 黒木次長。（農林水産部次長黒木信夫君「は

い」と呼ぶ） 

 よろしければ、現場は担当課長が御存じだと

思いますが、私は現場ずっと回っておりますか

ら、そこらあたりを含めてですね、災害が多い

からこそ、その維持補修というのをですね、予

算化をしていただきたい、そのように思いま

す。要望で、要望しておきますから。はい。 

○委員長（矢本善彦君） よかですか。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） ほかに。 
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○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。９６ページので

すね、下段のほうの食肉センター管理事業とい

うところの中によって、職員による除草剤散布

１万８０００円とか、警備会社の２１万４００

０円とか、一番大きいのは解体設計業務委託で

９５４万１０００円。解体の設計の業務委託で

９５０万もかかっとかなという、まあそこは素

朴な疑問です。 

 で、この１０８７万１０００円という部分が

あってですね、平成２７年度には、２９万３０

００円という予算を、当初予算がありますよ

ね。じゃあ何のために解体設計業務委託をね、

９５０万も使ってやったのかというふうなとこ

ろが、やっぱ疑問に思うところでございます。

その解体設計業務委託における内訳とですね、

あと、その平成２７年――次年度に係るときの

事業をどういうふうに進めていくかという部分

について、御説明をいただきたい。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（山本 誠

君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 山本農業振興課長。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（山本 誠

君） 農業振興課の山本です。 

 委員お尋ねの解体設計業務委託をなぜやった

のかということでございますが、その理由とい

たしましては、平成１２年の３月に業務を休止

をしております。食肉センターですね。ですか

ら、１４年が経過いたしまして老朽化が著しく

て、周辺環境に悪影響を与えている現状と、そ

して、平成２５年３月に食肉センターの訴訟が

終了いたしましたことから、解体に向け予算を

計上しましたことでございます。 

 以上です。（｢いやいや、その金額よ。金額

をよ、その金額を。何でこんななっとるとかっ

ていうのを。なって、それぐらいに、ていうの

を答えてや」と呼ぶ者あり） 

 はい。解体設計業務委託費の金額でございま

すが、予算が９５４万１０００円、落札価格に

つきましては、この業務委託の金額が全て工事

費全体を計算しますと、――しました結果、６

３５万４００円でございます。（｢もうちょい

簡単に。２７年」と呼ぶ者あり） 

 はい、済みません。解体設計をして、次の年

度になぜ予算を計上してないかという件でござ

いますが、これについては、成果品納入がです

ね、平成２７年の１月の３０日でありました関

係で、今年度の２７年度の予算計上には間に合

いませんでした。 

 以上でございます。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。今お答えいただ

いた部分の中において、９５４万１０００円、

そんなにかかるのかっていうことが１つなんで

すけどもね。 

 その中で、今６３５万円っておっしゃった分

は、これ何ですかね。成果品とおっしゃった分

は。え、６３５万円っておっしゃった分は何で

すか。何の数字か。（｢当初の、当初設計契約

金額です。そしてその他発生する調査とかそう

いうのが入ってまして」「わかる人が言ったほ

うがいいですよ」と呼ぶ者あり） 

○委員長（矢本善彦君） 豊田君、豊田君言

え。 

○農業振興課主幹兼園芸畜産係長（豊田浩史

君） はい。（笑声、｢言えっちゅう」と呼ぶ

者あり） 

○委員長（矢本善彦君） 済みません、豊田農

業振興課主幹兼園芸畜産係長。（笑声） 

○農業振興課主幹兼園芸畜産係長（豊田浩史

君） はい。こちらの９５４万１０００円につ

きましてですが、当初の入札後の設計金額が、

――委託金額が６３５万４００円でございまし

た。その後、平成２６年４月にアスベスト調
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査、詳細調査の国のほうから指示が出されまし

た。それとＰＣＢなどの運用の問題、そういっ

たものも出ましたので、それの、それらの追加

調査が必要になりました。そこで、変更契約を

行いまして、この金額で執行したということで

ございます。 

 以上でございます。 

○委員（堀口 晃君） はい、わかりました。 

 はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。それでですね、

解体設計業務委託が今１月３０日に出てきたと

いうようなことですが、その解体に要する費用

というのは、もう幾らということがわかってま

すか。 

○委員長（矢本善彦君） 豊田係長。 

○農業振興課主幹兼園芸畜産係長（豊田浩史

君） はい。解体に要する費用というのは、ま

だ精査しておりませんが、直工――直接工事費

で１億１４００万ということが見込まれて、こ

れに管理費、一般管理費などですね、と周辺環

境の管理費など、そういったものを含めていき

ますと、少し上がるんじゃないかと思われま

す。 

 以上でございます。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。１億１５００

万、まあ１億２０００万ぐらいかかるのかなと

いうふうに思ってます。 

 で、先ほど言ったのは、その平成２７年度に

なぜそれ、せっかく解体設計業務をやったの

に、それをじゃあもう解体しようじゃないかと

いうふうな話にはならない――ならなかったの

かなというようなところが、ちょっと疑問があ

るんですけども、今１億、概算で１億２０００

万ぐらいあるんですけども、それはその解体

を、――ここには、今後の方向性というような

部分において、食肉センター訴訟が終了したこ

とにより、施設の解体が望ましいというふうに

書いてあるんですが、この解体が望ましいとい

うことで、解体を設計委託をしたんだろうと思

う。 

 で、それの日程的なもの、どのくらいぐらい

の期間で、どういうふうな形で解体を進めてい

かれようとしているのか、その辺ちょっと教え

てください。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（山本 誠

君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 山本課長。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（山本 誠

君） 解体につきましての予算につきまして

は、今のところ、新年度の予算に編成を計上し

たいというふうに考えております。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 新年度、平成２８年度

ということでよろしいですか。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（山本 誠

君） はい、そうです。 

○委員長（矢本善彦君） 山本課長。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（山本 誠

君） はい。はい、済みません。はい、今言わ

れたとおり、２８年度の当初予算に計上したい

と考えております。 

○委員（堀口 晃君） はい。 

 はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。この食肉センタ

ー管理事業の中において、解体をされるわけで

すよね。で、解体した後、そして、その更地に

なりますね。更地になった跡地利用という部分

は、今そこの部分においては考えていらっしゃ

るのか。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（山本 誠

君） 委員長。 
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○委員長（矢本善彦君） 山本課長。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（山本 誠

君） はい。跡地利用につきましては、まあ更

地になった場合ですね、こちらとしましては、

新しい農業関係施設の計画はございません。で

すから、跡地利用につきましては、全庁的に今

後検討していくことになると思います。 

 以上です。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 先のことで大変恐縮な

んですが、その食肉センター管理事業という、

言われるもの自体が、もう今後消滅していくと

いう、もう廃止っていうことになってよろしい

でしょうかね。 

○委員長（矢本善彦君） 山本課長。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（山本 誠

君） 今後解体をすれば、もう廃止ということ

になります。 

○委員（堀口 晃君） はい、わかりました。 

○委員長（矢本善彦君） いいですか。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） あ、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。２つ目です。

（笑声）言っとかぬと。１０６ページの下段、

木質バイオマスエネルギーの利活用事業という

ことで、４４８１万６０００円の決算でござい

ます。で、この決算についての費用対効果って

いうのをお聞きしたいと思ってるんですが、さ

かもと温泉センタークレオンの木質バイオマス

工事が、もうこれほとんどでございますよね。 

 で、この中で４４８１万６０００円を使って

ですね、今まで重油であったりいろんなものを

使ってらっしゃったんだろうと思います。で、

今度は太陽光もつけます、そしてバイオマスボ

イラーも設置します。その中において、どのく

らいぐらいの費用対効果があらわれるかと試算

されているのかちょっとお聞かせいただきたい

と思います。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい、委員

長。 

○委員長（矢本善彦君） 沖田水産林務課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。水産林

務課の沖田でございます。よろしくお願いいた

します。 

 費用対効果についてでございますけれども、

当初計画では、その当時の計画時で、重油の単

価が８４円程度でございましたが、現在のとこ

ろ重油価格かなり下がってきておりまして、当

時の算定でいきますと、年間のランニングコス

トからいきますと、百数十万の減額の見込みで

ございましたが、現在は燃料の使用量等を今ず

っと控えておりまして、まだ具体的にですね、

正式な数字としてお出しできるような状況には

ないというふうに考えておりますが、一応年間

を通してその辺を調査、データをとっていきた

いというふうに考えております。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。当初の予定で

は、重油の価格が８４円。で、今現在は価格が

下がっているということで、その重油を使って

いらっしゃるんです、それともバイオマスだけ

でやってらっしゃるんですかね。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 沖田課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。燃料コ

ストということで、経営にもかなり影響する部

分でございまして、重油価格とペレットの価格

の安いほうを使ったらどうでしょうかというこ

とで、施設のほうには提案をしております。無

理してペレットを使って、それで経営が悪化と

いうわけにはいきませんので、今のところ併用

して使えるような設備整備をしておりますの

で、その時点での単価で燃料を選択するという

ような形をとっております。 
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○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） このままですね、重油

のほうが安くなってきたときには、もう重油を

使わざるを得ないっていう状況になりますよ

ね。どちらが安いか高いかっていうふうな判断

をするならば、重油のほうが安いって、ペレッ

トを使うよりも重油が安いってなったら、重油

のほう使っていきますよね、当然。経営に悪化

したらいかぬっていう話で。 

 そういうふうなことがあるならば、そのバイ

オマスボイラーというのは、そもそも何だった

のかという話に、もうそもそもなるんですけど

も。 

 で、それともう一つ、太陽光発電を今度設置

されていますよね。で、これについては何キロ

ワットで、どのくらいぐらいの効果があるの

か、今までの現状の部分と、太陽光発電を使っ

た部分では、どういうふうな効果が得られてる

かっていう部分についても、お聞かせいただき

たいと。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 沖田課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。はい、

失礼いたします。済みません、うちのほうが施

設を管理してないもんですから、そのようなデ

ータが今のところうちにはございませんので、

またそれは担当課のほうに確認した上で、提出

をさせていただければと思います。よろしくお

願いします。 

○委員長（矢本善彦君） いいですか。 

○委員（堀口 晃君） まだ、委員長いいです

か。もう時間過ぎますけど。まだ聞きたいこと

があるんですが。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。あのですね、う

ちが管理をしていないというふうな言い方は

ね、僕は余りよろしくないと思うんですね。一

般財源からもお金出てるわけですし、今国から

のお金も出てるわけですし、で、もうつくって

やったら知らぬよっていう話はね、これは話に

ならぬですよ。もう絶対そういうこと言っちゃ

ならぬ、管理してないから私どもはわかりませ

ぬじゃ。 

 少なくともね、この２６年度の決算の中に４

４００万というお金をね、投資して、そしてそ

れをつくったわけですよ。そしたら、ちゃんと

そこはですね、どんな費用対効果があるのかっ

ていうのは、管理する必要が私はあると思いま

すよ。それは管理ないって言ったらおかしい話

だと思いますよ。 

○水産林務課長（沖田良三君） よろしいです

か。 

○委員長（矢本善彦君） 沖田課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。（｢担

当部が違うというようなことか」と呼ぶ者あ

り）はい。済みません、私の表現が悪かったん

だろうと思いますが、その辺のデータにつきま

しては、今、三セクのほうで、――三セクじゃ

ない、指定管理っていうことで今委託をしてお

りますが、坂本の地域振興課が窓口になってお

ります。 

 で、燃料等のデータ等も、うちにも定期的に

使用量等のデータはいただくようにしておりま

すが、いかんせん運用自体が４月の１０日から

ということで、まだデータ量自体も少ないもの

ですから、今途中経過の段階で申し上げて、正

確な数字ということではございませんので、ち

ょっとその辺はまた担当課のほうからデータを

いただく中で積み上げていって、御報告できれ

ばと思っております。よろしくお願いします。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。１年間でないと

そのデータが云々かんぬんではなくて、もう半

年過ぎてるわけですよね。半年間のデータは持
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ってらっしゃいますか、じゃあ。 

○委員長（矢本善彦君） 沖田課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。はい。

木質ペレットの供給量のデータはいただいては

おりますが、ここにはお持ちをしておりませ

ん。はい。 

 以上です。（｢後からよかたい、後から資料

ば」と呼ぶ者あり） 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。もう少しこの件

でお話をしたいんですけども、あと私３つぐら

いあるんですけど、どうしましょう。（｢それ

じゃあ次やりましょうか」「あした」と呼ぶ者

あり） 

○委員長（矢本善彦君） 小会。 

（午後６時０１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後６時０２分 本会） 

○委員長（矢本善彦君） 本会議に戻します。 

 本日の予定は、第５款・農林水産業費及び第

１０款・災害復旧費中、農林水産部関係分につ

いてということでございましたが、時間も長時

間にわたっておりますので、今後の日程に繰り

越すことについて御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（矢本善彦君） 農林水産部関係分に

ついての説明は、今後日程に繰り越すことにつ

いて異議なしと認め、そのように決しました。 

 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 次回の委員会は、１０月８日木曜日、午前１

０時開会となっておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 それでは、これをもちまして、本日の決算審

査特別委員会を散会いたします。 

（午後６時０３分 散会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成２７年１０月７日 

決算審査特別委員会 

委 員 長 
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